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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

総括研究報告書 

 
地域特性に応じた発達障害児の多領域連携における支援体制整備に向けた研究 

 

研究代表者 本田 秀夫（信州大学医学部子どものこころの発達医学教室） 

 

研究要旨 

 地域特性に応じた発達障害児の乳幼児期から学齢期のステージにおける多領域連携支援体制

の標準的な流れを示すこと、および各自治体が個々の事例に対して多領域連携支援体制の流れを

作成するための手引きを作成することを目的として、以下のテーマについて研究を行った。 

１．発達障害の医療体制に関する法制度整備に関する調査研究 

２．母子保健領域における発達障害支援に関連する法制度と社会資源－現状と課題－ 

３．児童福祉領域からみた発達障害児支援 

４．学校教育における発達障害者支援に関する学校と関係機関との連携体制に関する調査研究 

５．高齢期の発達障害者支援に関する地域支援体制に関する調査研究 

６．多領域連携による地域支援体制のための地域診断マニュアルの作成 

 １～５では、医療、母子保健、児童福祉、学校教育、障害者福祉の各領域における発達障害児

者支援に関する法制度や公的事業等の変遷と現状について文献調査を中心に整理した。さらに研

究協力者による意見交換や自治体の発達障害担当職員へのヒアリング等によって支援体制整備

における課題を整理し、「支援サービスマップ」作成に着手した。 

 ６では、地域の支援システムの充足度と課題を可視化して評価するための評価ツールとして開

発された「発達障害の地域支援システムの簡易構造評価（Quick Structural Assessment of 

Community Care System for neurodevelopmental disorders; Q-SACCS）」を用いて、各基礎自

治体の支援従事者や行政担当者が支援体制に関する地域診断を行うためのマニュアルを作成し、

全国の都道府県および市区町村の発達障害・知的障害担当部署、精神保健福祉センター、発達障

害者支援センターに郵送で配布した。また、マニュアルの内容のダウンロードと解説動画の閲覧

ができるように、専用ウェブサイトを作成した。 

 次年度は、個別の事例に関する支援の流れの可視化を可能とする手引きを作成することにより、

国内のすべての地域で発達障害児およびその家族が確実に支援サービスを受けることができる

体制づくりを目指したい。 

 

 
 

研究分担者 

小倉加恵子（国立成育医療研究センター、 

  鳥取県倉吉保健所） 

小林真理子（山梨英和大学） 

日詰正文 （国立のぞみの園） 

 

Ａ．研究目的 

 発達障害の支援は、住んでいる地域で乳幼

児期から切れ目なく多領域連携のもと提供さ

れることが重要である。一方、自治体の規模

などの要因による地域特性の違いから、支援
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体制のあり方も一様ではない。また発達障害

支援における多領域連携の実態についても明

らかではない。発達障害児やその家族が地域

で切れ目なく必要な支援が受けられるよう、

各自治体が地域特性を考慮した多領域連携に

よる支援体制を構築する必要がある。 

 研究代表者の本田は、平成 25～27 年度厚

生労働科学研究「発達障害児とその家族に対

する地域特性に応じた継続的な支援の実施と

評価」[1]および平成 28～29 年度厚生労働科

学研究「発達障害児者等の地域特性に応じた

支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支

援内容に関する研究」[2]の研究代表者を務め

た。前者では、発達障害の支援ニーズと地域

の支援システムの実態について調査し、地域

特性に応じた課題の抽出と提言を行った。後

者では、多くの自治体で支援体制の整備が一

定程度は進んできているものの、人口の多い

自治体では多くの機能を市で充足してきてい

る一方で、小規模市や町村では都道府県や圏

域の後方支援が必要であることを全国調査に

よって示した。また、地域の支援システムの

充足度と課題を可視化して評価するための評

価ツールとして「発達障害の地域支援システ

ム の 簡 易 構 造 評 価 （ Quick Structural 

Assessment of Community Care System for 

neurodevelopmental disorders; Q-SACCS）」

を作成した。 

 これらの成果をふまえ、本研究課題では、

地域特性に応じた発達障害児の乳幼児期から

学齢期のステージにおける多領域連携支援体

制の標準的な流れを示すこと、および各自治

体が個々の事例に対して多領域連携支援体制

の流れを作成するための手引きを作成するこ

とを目的とする。 

 医療、母子保健、児童福祉、教育、障害福

祉の各領域における発達障害児支援施策に精

通した研究分担者および研究協力者が、地域

支援と連携体制の到達点と課題について整理

するとともに、多領域連携支援体制の標準的

な流れのモデルを作成する。さらに、地域に

住む発達障害児とその家族に対して自治体が

取り組むべき多領域連携による支援の手引き

を作成する。 

 本研究によって、以下のことが期待できる。

まず、乳幼児期から学童期にいたる時期の発

達障害児およびその家族に対する地域支援に

ついて、すべての基礎自治体で共通に整備さ

れるべきと思われる支援の流れの骨子と、人

口規模などの地域特性に応じた柔軟な運用を

可能とするシステム・モデルのあり方が示さ

れる。これにより、発達障害児の支援に関す

る地域較差を軽減するだけでなく、地域ごと

の特色を生かした工夫を可能とするシステ

ム・モデルが提示できる。 

 また、多領域連携による支援に関する地域

診断と個別の事例に関する支援の流れの可視

化を可能とする手引きが作成されることによ

り、地域に住むすべての発達障害児およびそ

の家族が確実に支援サービスを受けることが

できる体制が可能となる。 

 本研究は 2 年計画で行われる。1 年目（令

和 3 年度）は、以下の研究を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

１．発達障害の医療体制に関する法制度整備

に関する調査研究（分担：本田秀夫） 

 発達障害児者に対する地域の医療体制整備

に関して、わが国の法制度でどのように規定

されているかを整理して課題の抽出を試みた。 

 法制度・公的事業について整理するととも

に、「発達障害」および「医療体制」をキー

ワードとした調査研究の文献検索を行った。

また、全国各地で発達障害児の地域医療体制

の中核に位置づけられる医療機関で診療して

いる医師が研究協力者として参加して検討会

議を実施し、現行の法制度のもとで現場で課

題となっていることを抽出した。 
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２．母子保健領域における発達障害支援に関

連する法制度と社会資源－現状と課題－ 

（分担：小倉加恵子） 

 母子保健領域において、発達障害児の支援

体制の整備に関連する法制度や社会資源につ

いて文献調査を実施し、現状と課題を整理し

た。文献調査は、①母子保健における健康課

題の変遷、②乳幼児健診における発達障害へ

の取組み、③最近のこども政策の動向、の３

つのサブテーマに分けて実施した。 

 

３．児童福祉領域からみた発達障害児支援 

（分担：小林真理子） 

 発達障害児の主として就学前までの支援サ

ービスの整理を行うことを目的として、３つ

の研究を行った。 

（１）発達障害児の支援施策の概観に基づく

公的支援サービスの基礎データ作成 

 児童福祉法成立・改正からみえる障害児支

援、並びに発達障害者支援法からみえる発達

障害児支援について概観した。続いて、発達

障害児の支援サービスマップ作成を目標とし、

23 の機関・事業・サービス等、発達障害児の

公的支援の基礎データをピックアップした。

この手続きは、概観した支援と関連法の総括

に基づき、4 名の支援者と研究者との合議に

よって行われた。 

（２）発達障害児のための支援サービス機能

の分析 

 発達障害児のための支援サービス機能を整

理し、就学前までの支援サービス機能をリス

トアップして明確にすることを目的として、

日頃発達相談に従事している支援者８名によ

り、発達相談の実際について情報交換を行い、

支援サービス機能を整理した。 

（３）発達障害児のための支援サービスマッ

プ作成の検討 

 （１）で整理した機関、事業、サービス等

の公的支援の基礎データと、（２）で整理し

た支援サービス機能を縦横の軸に据えて「発

達障害児のための支援サービスマップ」の作

成を試みた。今回、暫定的に作成したサービ

スマップを用いて、3 つの自治体で発達障害

児支援を担当する職員にヒアリング調査を行

った。 

 

４．学校教育における発達障害者支援に関す

る学校と関係機関との連携体制に関する調査

研究（分担：本田秀夫；協力：田中裕一） 

 学校教育における発達障害児支援に関する

学校と関係機関との連携体制について把握す

ることを目的として、法令や文部科学省の通

知等を基に整理を行った。 

 

５．高齢期の発達障害者支援に関する地域支

援体制に関する調査研究（分担：日詰正文） 

 高齢期の発達障害者に関する地域支援体制

の状況について、調査研究等の報告でどのよ

うに取り上げられているかについて把握する

ことを目的とした文献レビューを行った。 

 

６．多領域連携による地域支援体制のための

地域診断マニュアルの作成（分担：本田秀夫） 

 地域の支援システムの充足度と課題を可視

化して評価するための評価ツールとして開発

された「発達障害の地域支援システムの簡易

構造評価（Quick Structural Assessment of 

Community Care System for 

neurodevelopmental disorders; Q-SACCS）」

を用いて、各基礎自治体の支援従事者や行政

担当者が支援体制に関する地域診断を行うた

めのマニュアル作成に取り組んだ。すでに Q-

SACCS を用いて基礎自治体の地域診断と支

援体制整備を行ってきた実績のある発達障害

者支援センターの地域支援マネージャーが、

研究協力者として参加した。オンライン形式

で研究会議を行い、マニュアルの構成案、執

筆分担などについて検討した。 
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（倫理面への配慮） 

今回行った研究は，公にされている法制度

および文献を取り扱う調査、研究協力者によ

る検討会議開催、行政担当者へのヒアリング

調査、マニュアル作成であり、すべての研究

において患者等の個人情報を扱うことは全く

ない。また、企業等との利益相反もない。 

 

Ｃ．研究結果 

１．発達障害の医療体制に関する法制度整備

に関する調査研究 

 発達障害者支援法以降の法制度および公的

事業について検討したところ、現在の法制度・

公的事業は、地域の医療体制整備、専門的な

医療機関の設置と地域連携、一般の医療及び

保健従事者への啓発、医療を担う人材育成を

軸として進められていると整理できた。しか

し、文献調査および意見交換による医療現場

の課題の抽出からは、まだ課題が多いことが

示された。 

 たとえば、特別児童扶養手当、障害基礎年

金等の受給や精神障害者保健福祉手帳の取得

のための診断書に「発達障害関連症状」等の

項目が掲載されたことにより、発達障害児者

がこれらの手当、年金、手帳を受給しやすく

なったと思われるものの、「発達障害関連症

状」の項目には自閉スペクトラム症の症状し

か記載されておらず、学習障害や ADHD の

症状を記載しにくいことが指摘された。 

 また、診療報酬においても、少しずつ発達

障害の診療の実態に即した形で改定が行われ

ていることは評価できるものの、まだ課題が

残ることが指摘された。 

 公的事業では、地域生活支援促進事業の中

で発達障害を診療する医師の人材育成や初診

待機期間が長いことへの対応を目的とした事

業が行われており、人材育成と地域の診療ネ

ットワークの強化に重点が置かれていること

がわかった。 

 文献調査では、発達障害の医療体制そのも

のをテーマとして扱っていたのは厚生労働科

学研究で 1 件、厚生労働省障害者総合福祉推

進事業で 1 件あった。いずれも発達障害児者

に対する医療体制が不十分であるとの問題意

識をもち、医師の養成、医療体制整備、医療

以外の領域との連携に注力する必要があるこ

とを強調していた。 

 研究協力者による意見交換では、移行期医

療／トランジションに関する意見と医師の人

材育成に関する意見が多数を占めた。 

 発達障害の地域支援体制を検討する際、医

療は別格扱いされがちである。しかし、医療

もシステムの中に位置づけた形で体制を考え、

それを法制度化していくことが必要である。 

 今後、発達障害児者に対する理想的な医療

のあり方のモデルを図式化し、そのイメージ

にもとづいて、今後の法制度的課題について

検討することも必要と思われた。 

 

２．母子保健領域における発達障害支援に関

連する法制度と社会資源－現状と課題－ 

 ３つのサブテーマごとに、以下のようにま

とめられた。 

①母子保健における健康課題の変遷 

 母子保健における健康課題は、戦前から戦

後における感染症対策、栄養改善、戦後復興

から高度成長期における疾病、障害（主に身

体障害）の早期発見とその治療・療育、近年

の少子化対策、育児支援、子どもの心の問題

への対応へと変遷してきた。近年では、母子

保健領域においても発達障害は主要な健康課

題として重点的な取組みが進められてきた。 

②乳幼児健診における発達障害への取組み 

 母子保健事業の中でも、乳幼児健診におけ

る発達障害の早期発見や、適切な連携支援体

制構築の重要性は早くから認識され、厚生労

働科学研究を通じてツール等が多く作成され

てきた。 
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③最近の「こども政策」の動向 

 最近 5 年ほどの間、政府はこども政策を推

進しており、こども家庭庁の創設にあわせて

母子保健領域における連携支援体制の要は

「こども家庭支援センター」となる。 

 以上より、今後取組む方向として、既存の

ツール等の自治体における普及・利活用の実

態を踏まえて、地域特性に応じた対策を講じ

ていく必要があると考えられた。今後、母子

保健領域において、こども家庭支援センター

を拠点として地域資源を生かした支援体制を

構築していく必要がある。効率よくかつ効果

的にマネジメントするために、多領域による

連携支援体制の標準的な流れのモデルと、自

治体で取り組むべき支援の手引きの提案が有

用と考えらえた。 

 

３．児童福祉領域からみた発達障害児支援 

（１）発達障害児の支援施策の概観に基づく

公的支援サービスの基礎データ作成 

 1947 年の児童福祉法制定以降の「児童福祉」

から「子ども家庭福祉」への概念の変遷をた

どり、その対象として子ども自身、妊産婦や

子育て家庭、地域社会や社会そのものの 3 つ

があることを確認した。その上で、障害児支

援に関する施策を 3 つの時期に分けて整理し、

現在は自己決定権の尊重と地域生活可能な支

援がテーマになっていることを述べた。 

 さらに発達障害児の支援について、「早期

発見」「早期の発達支援」「インクルーシブ

な保育と教育」「放課後等児童健全育成事業

の利用」「家族への支援」「専門医療の確保」

「普及・啓発」の 7 つの軸に整理して、現在

の法制度についてまとめた。 

 これらをふまえ、発達障害児の支援のため

の機関・事業・サービス等を行っている公的

支援をリストアップして、支援段階ごとに整

理して 23 項目からなる公的支援のリストを

作成した。 

（２）発達障害児のための支援サービス機能

の分析 

 発達相談に従事する支援者 8 名の意見交換

から、発達障害児の支援は、「Ⅰ事例化前段

階」「Ⅱ事例化・スクリーニング段階」「Ⅲ

インターフェイス段階」「Ⅳ直接支援段階 」

「Ⅴ就学移行の支援段階」「Ⅵ学齢期の支援

段階」「Ⅶ就労移行支援段階」の 7 つの段階

に分類された。 

 それぞれの段階ごとに必要な支援サービス

機能について検討し、整理した。 

（３）発達障害児のための支援サービスマッ

プ作成の検討 

 （１）でリストアップした 23 の機関、事

業、サービス等の公的支援のリストと（２）

で整理した 7 つの段階を縦横の軸に据えて

「発達障害児のための支援サービスマップ」

の案を作成した。これを用いて、A 市、B 市、

C 市の発達障害支援を担当する職員にヒアリ

ングを行ったところ、それぞれの発達障害児

支援における重点が明らかとなった。今後、

ヒアリングを重ねてサービスマップの整理し

ていくことで、発達障害支援に関する各地域

の特性がより明確化できることが期待される。 

 

４．学校教育における発達障害者支援に関す

る学校と関係機関との連携体制に関する調査

研究 

 「小、中学校における LD（学習障害）、

ADHD（注意欠陥／多動性障害）、高機能自

閉症の児童生徒への教育支援体制整備のため

のガイドライン（試案）」（2004）、「特別

支援教育の推進について（通知）」（2007）、

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教

育システム構築のための特別支援教育の推進

（報告）」（2012）、「学校教育法施行規則

改正」（2018）、「障害のある子供の教育支

援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズ

を踏まえた学びの充実に向けて～」（2021）
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などにより、学校と関係機関が連携するため

の体制づくりは行われてきた。年々、連携体

制が構築されてはいるものの、地域や学校に

より格差があると思われた。 

 

５．高齢期の発達障害者支援に関する地域支

援体制に関する調査研究 

 本研究テーマと関連性が特に高い報告は 3

件のみであった（平成 23 年度（2011）の障

害者総合福祉推進事業「老年期発達障害者

（60 代以上）への障害福祉サービス提供の現

状とニーズ把握に関する踏査について」；平

成 24～25 年度（2012～2013）の厚生労働科

学研究「地域及び施設で生活する高齢知的・

発達障害者の実態把握及びニーズ把握と支援

マニュアル作成」；令和 2 年度（2020）の障

害者総合福祉推進事業「発達障害者支援にお

ける高齢期支援に関する実態調査」と令和 3

年度（2021）の障害者総合福祉推進事業「高

齢期発達障害者支援における関係機関の役割

と地域連携の在り方に関する調査」）。 

 現状では、把握されている情報は少なく断

片的であった。その中でも、支援現場では発

達障害者の特性を踏まえた合理的配慮が浸透

しつつあること、相談先の周知が進んでいる

ことなどが把握されていた。しかし、支援機

関間の連携やライフサイクルを長期的に捉え

た調査研究は少なく、高齢期の発達障害者に

関する地域支援体制に焦点を当てた調査研究

の強化が必要であると考えられた。 

 

６．多領域連携による地域支援体制のための

地域診断マニュアルの作成 

 Q-SACCS の概要、記入法、実践例、関連資

料から成る冊子のマニュアルに加えて、より

理解を促すため、解説動画の DVD を作成し、

冊子とセットで全国の都道府県および市区町

村の発達障害・知的障害担当部署、精神保健

福祉センター、発達障害者支援センターに郵

送で配布した。また、マニュアルの内容のダ

ウンロードと解説動画の閲覧ができるように、

専用ウェブサイトを作成した。 

（https://q-saccs.hp.peraichi.com/） 

 

Ｄ．考察 

 １～５では、医療，母子保健，児童福祉，

教育，障害福祉の領域に分け，各領域におけ

る発達障害児支援施策の現状と課題について

整理した。 

 医療では、発達障害者支援法以降の法制度

および公的事業は、地域の医療体制整備、専

門的な医療機関の設置と地域連携、一般の医

療及び保健従事者への啓発、医療を担う人材

育成を軸として進められていた。しかし、文

献調査および意見交換による医療現場の課題

の抽出からは、まだ課題が多いことが示され

た。課題の多くは、元をたどれば発達障害の

診療を担う医師の絶対的な数の不足に由来す

るものである。その意味で、人材育成は最も

重要なテーマである。また、現在対応を急が

れる課題として、移行期医療／トランジショ

ンと地域の診療ネットワーク構築が挙げられ

た。 

 母子保健行政においては、特に乳幼児健診

での発達障害の早期発見について、複数の研

究を通じて実態把握のための調査、マニュア

ル、スクリーニングのためのツールの提案、

好事例の共有等がなされてきた。現時点での

課題は、既存のツール等の十分な周知と利活

用の促進である。「こども家庭支援センター」

が設置されることとなり、今後は既存の母子

保健サービスの仕組みを生かしつつ、地域連

携を図る必要がある。多領域にわたる地域資

源を生かした支援を効率よくかつ効果的にマ

ネジメントするために、多領域による連携支

援体制の標準的な流れのモデルと、自治体で

取り組むべき支援の手引きの提案が有用と考

えらえた。 
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 児童福祉領域では、児童福祉法に始まるわ

が国の児童福祉・子ども家庭福祉の法制度上

の変遷について整理した。発達障害児に対し

ては「Ⅰ事例化前段階」「Ⅱ事例化・スクリ

ーニング段階」「Ⅲインターフェイス段階」

「Ⅳ直接支援段階 」「Ⅴ就学移行の支援段階」

「Ⅵ学齢期の支援段階」「Ⅶ就労移行支援段

階」に分類して整理した。これを縦軸として、

既存の公的サービスを横軸に据えた支援サー

ビスマップの仮案を作成した。3 つの自治体

の担当者を対象としたヒアリングでは、この

ツールを用いて検討することによってそれぞ

れの自治体の特徴が明確化される可能性が示

された。今後、ヒアリング調査やアンケート

調査によって項目の妥当性について検討し、

支援サービスマップを完成させ、これを Q-

SACCS と併用することにより、各自治体の

発達障害児支援に関する特徴がより明確にな

り、法制度や公的事業の活用が促進されるこ

とが期待される。 

 教育では、学校と関係機関との連携に関し

て、すでに多くの法令や通知等が示されてお

り、連携を進めるための法制度は進んできて

いることが示された。しかし、各設置者、各

学校が、現在、関係機関とどのように連携を

し、どのようなことが課題となっているのか

などについて、文部科学省の調査はなく、ま

た、近年の連携状況について、全国的な状況

を調査した論文も見つからなかった。これら

のことから、学校と関係機関との連携に関す

る全国的な現状と課題が未整理の状態である

と考えられた。今後は、全国のどの学校に在

籍したとしても、幼児児童生徒の自立と社会

参加のために、学校と関係機関との連携が実

施できる体制づくりが求められている。 

 障害福祉領域では、公歴の発達障害支援に

関する地域支援体制について文献調査を行っ

たが、まだ資料は少ないことがわかった。障

害福祉の支援現場以外の相談機関でも発達障

害の特性に沿った合理的配慮が提供されてい

ることや、家族が相談先を見つけられるよう

になっていることなど、支援体制整備が若干

進んでいると思われる点も見られたが、ライ

フサイクルを長期的にとらえたアセスメント

や支援計画の作成、そのモニタリングや記録

の保存、引き継ぎ、分野を超えたつながりや

人材育成などの不十分さなどは依然として課

題のまま残されていると思われた。 

 Q-SACCS を用いることによって、基礎自

治体（市区町村）の行政担当者が施策を検討

する際に、自治体ですでに達成していること

や課題が残っていることを確認することがで

きる。都道府県・政令指定都市の発達障害者

支援センター、精神保健福祉センター、発達

障害地域支援マネージャー、特別支援教育コ

ーディネーターなどが、担当する地域の支援

体制を概観するために役立てることも可能で

ある。また、発達障害に関わる支援者が、自

分の働く地域の支援体制を把握し、連携すべ

き他職種を確認するために用いることもでき

る。今後、Q-SACCS のマニュアルを基礎自

治体に配布し、各基礎自治体における発達障

害児とその家族への支援体制の到達点と課題

について自己診断を促すことによって、地域

における発達障害児者の支援体制整備の加速

が期待できる。 

 なお、研究会議の中で、精神保健医療福祉

サービスの領域で作成されている「地域精神

保 健 医 療 福 祉 資 源 分 析 デ ー タ ベ ー ス

（ReMHRAD）が本研究斑の参考になるので

はないかとの意見が出された。そこで、厚生

労働科学研究で ReMHRAD 作成と運用に携

わってきた吉田光爾氏（東洋大学）にヒアリ

ングを行った。2 年目から吉田先生に研究協

力者として加わっていただき，ケアパスの手

引きを補強するものとして，発達障害児支援

に 関 す る 社 会 資 源 の 全 国 マ ッ プ を

ReMHRAD のフォーマットを参考にしなが
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ら作成する方向で検討することにした。 

 

Ｅ．結論 

 初年度の研究によって、発達障害児および

その家族に対する地域支援について、すべて

の基礎自治体で共通に整備されるべきと思わ

れる支援の流れの骨子と、人口規模などの地

域特性に応じた柔軟な運用を可能とするシス

テム・モデルのあり方を提示するための資料

が整理された。次年度は、個別の事例に関す

る支援の流れの可視化を可能とする手引きを

作成することにより、国内のすべての地域で

発達障害児およびその家族が確実に支援サー

ビスを受けることができる体制づくりを目指

したい。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 特記すべきことなし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

本田秀夫，土屋賢治，篠山大明，内山登紀夫，

野見山哲生：発達障害の原因，疫学に関す

る情報のデータベース構築のための研究。

医療情報学 41(2): 82-83, 2021。 

本田秀夫，新美妙美，樋端佑樹：小児科から

精神科へのトランジションにおける児童

青年精神科の役割－システム・モデルの観

点から－。精神科治療学 36(6): 627-632, 

2021。 

本田秀夫：自閉スペクトラム症。精神科

Resident 2(3): 166-168, 2021。 

本田秀夫：子どもの精神科臨床は薬物治療な

しでどこまでできるのか？精神科治療学 

36(10): 1115-1120, 2021。 

本田秀夫：【特集】「実感と納得」に向けた

病気と治療の伝え方：成人の神経発達症－

主観と客観を総合した多軸的・階層的な視

点から－。精神医学 63(11): 1625-1632, 

2021。 

本田秀夫：自閉スペクトラム症の視点からみ

た精神疾患・精神障害の概念の再検討－

「パラレルワールド」の精神医学の必要性

－。精神科 40(1): 1-6, 2022。 

本田秀夫：児童思春期精神科専門管理加算の

見直し。日本医事新報 5109: 57, 2022。 

Imai J, Sasayama D, Kuge R, Honda H, and 

Washizuka S: Hyperactive / impulsive 

symptoms and autistic trait in 

institutionalized children with 

maltreatment experience. New 

Directions for Child and Adolescent 

Development 2021(179): 29-39, 2021. 

Sasayama D, Kudo T, Kaneko W, Kuge R, 

Koizumi N, Nomiyama T, Washizuka S, 

and Honda H: Brief Report: Cumulative 

Incidence of Autism Spectrum Disorder 

Before School Entry in a Thoroughly 

Screened Population. Journal of Autism 

and Developmental Disorders 51: 1400-

1405, 2021. 

Sasayama D, Kuge R, Toibana Y, and 

Honda H: Trends in autism spectrum 

disorder diagnoses in Japan, 2009 to 

2019. JAMA Network Open 4(5): 

e219234. 

doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.923

4, 2021. 

Takahashi F and Honda H: Prevalence of 

clinical-level emotional/behavioral 

problems in schoolchildren during the 

coronavirus disease 2019 pandemic in 

Japan: A prospective cohort study. JCPP 

Advances 1: e12007. 

https://doi.org/10.1111/jcv2.12007, 2021. 

 

２．学会発表 

原田由紀子，高野亨子，中嶋英子，木ロサチ，
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小島洋文，本田秀夫：関節拘縮を呈した

DeSanto-Shinawi 症候群の 1 例。第 63 回

日本小児神経学会学術集会，Web 開催，

5.28, 2021。 

本田秀夫：発達障害の人たちの社会参加を阻

む要因。第 94 回日本産業衛生学会，松本，

5.19, 2021。 

本田秀夫：ADHD と ASD－理念型の比較，

診断および治療－。第 63 回日本小児神経

学会学術集会，Web 開催，5.28, 2021。 

本田秀夫：自閉スペクトラム症の理解と療育・

支援。第 125 回日本小児精神神経学会，

Web 開催，6.26, 2021。 

本田秀夫：子どもから大人への発達精神医学。

日本 COG-TR 学会第 1 回学術集会 in 広

島，広島，8.22, 2021。 

本田秀夫：基調講演：コロナ禍と自閉スペク

トラム症。日本自閉症スペクトラム学会第

19 回研究大会，Web 開催，8.29, 2021。 

本田秀夫：『にじいろ子育て』と合理的配慮

－子どもの個性を大切にする育みとこれ

からの発達障害支援－。第 126 回日本小

児精神神経学会，Web 開催，10.17, 2021。 

本田秀夫：特別児童扶養手当（知的障害・精

神の障害用）の認定事務の適正化に向けた

調査研究。第 62 回日本児童青年精神医学

会総会，Web 開催，11.13, 2021。 

本田秀夫：長野県と信州大学医学部の共同に

よる神経発達症の地域支援を担う人材育

成。第 62 回日本児童青年精神医学会総会，

Web 開催，11.14～12.11, 2021。 

本田秀夫，清水康夫，岩佐光章，篠山大明，

今井みほ，大園啓子，植田みおり，原郁子：

横浜市港北区において 7 歳までに自閉ス

ペクトラム症と診断された子どもの 20 年

間の縦断的出生コホート研究（Y-LABiC 

Study）：データベース作成。第 62 回日本

児童青年精神医学会総会，Web 開催，11.14

～12.11, 2021。 

本田秀夫：リハビリテーションの視点からみ

た発達障害の支援。日本精神障害者リハビ

リテーション学会第 28 回愛知大会，Web

開催，12.12, 2021。 

本田秀夫：発達障害への対応：皮膚科医にで

きることは？ 第 12 回日本皮膚科心身医

学会，さいたま市，1.15, 2022。 

岩佐光章，清水康夫，篠山大明，今井みほ，

大園啓子，植田みおり，原郁子，本田秀夫：

横浜市港北区において 7 歳までに自閉ス

ペクトラム症と診断された子どもの 20 年

間の縦断的出生コホート研究（Y-LABiC 

Study）：社会生活基本調査を用いた成人

期転帰の検証。第 62 回日本児童青年精神

医学会総会，Web 開催，11.14～12.11, 

2021。 

村上寛，公家里依，篠山大明，本田秀夫：摂

食障害の臨床像を前景とした強迫症の男

児の 1 例。第 40 回信州精神神経学会，Web

開催，10.16, 2021。 

武川清香，児島佳代子，濱本緑，北澤加純，

赤羽恵里奈，篠山大明，本田秀夫，鷲塚伸

介：信州大学医学部附属病院精神科及び子

どものこころ診療部で実施された心理検

査の変遷。第 40 回信州精神神経学会，Web

開催，10.16, 2021。 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

 なし 

２．実用新案登録 

 なし 

３．その他 

 なし 

 

I．参考文献 

[1] 厚生労働科学研究費補助金障害者対策

総合研究事業（障害者政策総合研究事

業（身体・知的等障害分野））：発達障
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害児とその家族に対する地域特性に応

じた継続的な支援の実施と評価－平成

25～27 年度総合研究報告書（研究代表

者：本田秀夫），2016。 

[2] 厚生労働科学研究費補助金障害者政策

総合研究事業（身体・知的等障害分野）：

発達障害児者等の地域特性に応じた支

援ニーズとサービス利用の実態の把握

と支援内容に関する研究－平成 28 年

度～29 年度総合研究報告書（研究代表

者：本田秀夫）, 2018。
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

発達障害の医療体制に関する法制度整備に関する調査研究 
  

研究代表者 本田 秀夫 （信州大学医学部子どものこころの発達医学教室） 
研究協力者 篠山 大明 （信州大学医学部精神医学教室） 
研究協力者 新美 妙美 （信州大学医学部子どものこころの発達医学教室） 
研究協力者 岩佐 光章 （横浜市総合リハビリテーションセンター） 
研究協力者 若子 理恵 （豊田市こども発達センター） 
研究協力者 高橋 和俊 （ゆうあい会石川診療所） 
研究協力者 関 正樹 （大湫病院） 
研究協力者 佐竹 隆宏 （鳥取県総合療育センター） 

 

研究要旨： 

本調査の目的は、発達障害児者に対する地域の医療体制整備に関して、わが国の法

制度でどのように規定されているかを整理して課題を抽出すること、および発達障害

支援法制定以降の医療体制に関する調査研究について文献的検討を行うことである。 

法制度・公的事業の整理と文献調査を行い、さらに研究協力者による検討会議を行

って医療現場の課題を抽出した。発達障害者支援法以降の法制度および公的事業は、

地域の医療体制整備、専門的な医療機関の設置と地域連携、一般の医療及び保健従事

者への啓発、医療を担う人材育成を軸として進められている。しかし、文献調査およ

び意見交換による医療現場の課題の抽出からは、まだ課題が多いことが示された。 

今後、発達障害児者に対する理想的な医療のあり方のモデルを図式化し、そのイメ

ージにもとづいて、今後の法制度的課題について検討することも必要と思われる。 

 

Ａ．研究目的 

発達障害児者に対する行政的な視点から

の地域の支援体制整備の検討は、これまで

主として福祉と教育の領域を中心に行われ

てきた。一方、発達障害の支援において、診

断・評価を担い包括的な方針を立案するた

めには医療の役割がきわめて大きいにも関

わらず、地域の医療体制の整備については

まだ不十分と言わざるを得ない。 

本調査の目的は、発達障害児者に対する

地域の医療体制整備に関して、わが国の法

制度でどのように規定されているかを整理

して課題を抽出すること、および発達障害

支援法制定以降の医療体制に関する調査研

究について文献的検討を行うことである。 

 

Ｂ．研究方法 

１．法制度・公的事業の整理 

現在、発達障害児者に対する医療体制整

備についてどのような法制度や公的事業が

規定されているかを整理した。 

 

２．文献調査 

公表されている調査研究報告について、

「発達障害」「医療体制」をキーワードとし

て NiCii、J-Stage、医中誌 Web、厚生労働

科学研究成果データベースを検索した。さ

らに、厚生労働省のウェブサイトの障害者
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総合福祉推進事業実施一覧を閲覧し、関連

する調査報告を検索した。 

 

３．医療現場の課題の抽出 

 研究協力者による検討会議を開催し、現

行の法制度のもとで現場で課題となってい

ることを抽出した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は，公にされている法制度および

文献を取り扱う調査と研究協力者による検

討会議開催であり、患者等の個人情報を扱

うことは全くない。また、企業等との利益相

反もない。 

 

Ｃ．研究結果 

１．法制度・公的事業の整理 

発達障害に対する法制度は、発達障害者

支援法（平成 16 年制定、平成 28 年一部改

正）以降に整備されてきた。発達障害が支援

を要する障害であり、発達障害への理解の

促進、発達障害者の自立・社会参加のための

生活全般にわたる支援の促進、発達障害者

支援を担当する部局・関係機関による緊密

な連携・協力体制の整備などが必要である

ことが明記された。平成 28 年の改正では、

ライフステージを通じた切れ目のない支援、

家族なども含めたきめ細かな支援、そして

地域の身近な場所で受けられる支援が必要

であることがさらに強調されている。 

発達障害者支援法のなかで、自治体に医

療の提供体制整備を求める内容が記載され

ているのは、以下の条文である。 

第６条： 市町村は、発達障害児が早期の発達支援

を受けることができるよう、センター等

を紹介し、又は助言を行い、その他適切

な措置を講じる。都道府県は、必要な体

制の整備を行うとともに、発達支援の専

門性を確保するため必要な措置を講じ

る。 

第 19 条： 都道府県は、専門的に発達障害の診断及

び発達支援を行うことができると認め

る病院又は診療所を確保しなければな

らない。 

   2： 国及び地方公共団体は、前項の医療機関

の相互協力を推進するとともに、同項の

医療機関に対し、発達障害者の発達支援

等に関する情報の提供その他必要な援

助を行うものとする。 

第 22 条： 国及び地方公共団体は、医療又は保健の

業務に従事する者に対し、発達障害の発

見のため必要な知識の普及及び啓発に

努めなければならない。 

第 23 条： 国及び地方公共団体は、個々の発達障害

者の特性に応じた支援を適切に行うこ

とができるよう発達障害に関する専門

的知識を有する人材の確保、陽性及び資

質の向上を図るため、医療、保健、福祉、

教育、労働等並びに捜査及び裁判に関す

る業務に従事する者に対し、個々の発達

障害の特性その他発達障害に関する理

解を深め、及び専門性を高めるため研修

を実施することその他の必要な措置を

講じるものとする。 

このように、第 6 条では地域の体制整備

について、第 19 条では専門的な医療機関の

設置と地域連携について、第 22 条では一般

の医療及び保健従事者への啓発について、

第 23 条では人材育成について述べられて

いる。 

 発達障害者支援法制定以降、現在までに

医療の中で発達障害児者への対応がしやす
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くなるために行われてきた措置には、以下

のものが挙げられる。 

 1 つは、特別児童扶養手当、障害基礎年金

等の受給や精神障害者保健福祉手帳の取得

のための診断書に、「発達障害関連症状」等

の項目が掲載されたことである。これによ

り、発達障害がこれらの手当、年金、手帳の

対象となり得ることが医師に周知された。

課題としては、現在の手当、年金、手帳の診

断書における「発達障害関連症状」が自閉ス

ペクトラム症の症状しか記載されておらず、

それ以外の学習障害や ADHD 等の症状を

記載するのが難しいことが挙げられる。 

 もう 1 つは、診療報酬が少しずつではあ

るが発達障害の診療の実態に即した形で改

定されていることである。たとえば、少人数

で行われる精神科ショート・ケアの「疾患別

等専門プログラム加算」の対象疾患に「自閉

症スペクトラム及びその禁煙の発達障害」

が明記されている。また、「通院・在宅精神

療法」に「児童思春期精神科専門管理加算」

がつけられたことにより、一般の精神科診

療に比べて時間を要することの多い発達障

害の子どもの診療が行いやすくなった[1]。

「児童思春期精神科専門管理加算」は、令和

4 年度からは初診後 2 年を超えた場合にも

算定できるように改定された。 

 ただし、この加算には施設基準がある。特

定機能病院または児童・思春期精神科入院

医療管理料に係る届出を行った保険医療機

関等に対してのみ適用されることになって

おり、後者は精神科医およびコメディカル

スタッフの条件に加えて「過去 6 カ月間に

当該療法を実施した 16 歳未満の患者の数

が月平均 40 人以上であること」および「診

療所の場合は過去 6 カ月間に当該療法を実

施した患者のうち 50％以上が 16 歳未満の

者であること」となっている。発達障害を専

門とする診療所の中には、児童期から成人

期まで縦断的に診療する方式をとっている

ところがあり、そのような方式だと長く診

療しているうちに担当するケースがどんど

ん年齢を重ねるため、施設基準を満たさな

くなってしまう。 

 また、小児科を標榜する医療機関で発達

障害の診療をする場合には「小児特定疾患

カウンセリング料」が算定できるが、これは

初診後 2 年までしか算定できない。 

 発達障害の医療に関する公的事業として

は、「地域生活支援促進事業」の中で「かか

りつけ医等発達障害対応力向上研修事業」

および「発達障害診断待機解消事業」が都道

府県任意事業として行われている。前者は、

最初に相談を受けたり診療したりすること

の多いかかりつけ医等の医療従事者に対し

て国の研修内容を踏まえた対応力向上研修

を実施する事業であり、プライマリケアを

担う医師に対する発達障害の啓発を促すも

のである。後者は「発達障害専門医療機関初

診待機解消事業」と「発達障害専門医療機関

ネットワーク構築事業」から成る。心理やケ

ースワーカーによるアセスメントを強化す

ることや、拠点病院を中心とした医療機関

同士のネットワーク構築による医療体制強

化を図る事業である。 

 

２．文献調査 

 「発達障害」「医療体制」のキーワードで

抽出された調査研究は、NiCii で 6 件、J-

Stage で 278 件、医中誌 Web で 25 件であ

った。厚生労働科学研究成果データベース

では上記 2 つのキーワードでは抽出されな



14 
 

かったため、「発達障害」のみをキーワード

として検索したところ、145 件が抽出され

た。これらのうち、発達障害の医療体制その

ものを研究対象とした報告は、厚生労働科

学研究 1 件のみであった。また、障害者総

合福祉推進事業実施一覧からは、本研究テ

ーマと関連が特に高い報告が 1 件抽出され

た。 

 令和元年度厚生労働省障害者総合福祉推

進事業「発達障害児者の初診待機等の医療

的な課題と対応に関する調査」（事業代表

者：本田秀夫）では、医療の課題について整

理し、以下の知見が得られた[2]。 

①「医師の養成」、「地域の医療体制整備」、

「医療機関における取り組み」、「医療機関

以外の領域による地域での発達障害児者支

援の充実」という４つの軸に沿って発達障

害児者の医療体制の整備を行っていくこと

が自治体には求められる。 

②医療機関では、薬物治療や診断書作成に

ついてはある程度ユーザーのニーズに対応

されているが、社会的資源へのつなぎ、家族

を含めた支援、小児科から精神科への移行

については課題がある。 

③受診申し込みから初診までの待機期間が

長いことは全国的な課題だが、各医療機関

は初診待機解消のために多くの工夫をして

おり、これらは、a.初診対象者の選択（緊急

枠設定、トリアージ対応）、b.診療時間・診

療継続期間の適正化、c.コメディカルスタッ

フの関与、d.相談機関・介入機関との連携、

e.かかりつけ医との関係構築、f.予約法の検

討、g.診療医師の診断・治療力の向上の 7 つ

にまとめられる。また、多くの医師が診療報

酬の問題を感じている。 

④自治体による大学医学部寄附講座等の設

立により、発達障害児者の診療を行う医師

の人材育成や、発達障害児者の診療のため

のネットワークは、設立前に比べると改善

しているものと考えられる。 

 また、平成 30 年度～令和元年度厚生労働

科学研究「発達障害診療専門拠点機関の機

能の整備と安定的な運営ガイドラインの作

成のための研究」（研究代表者：加藤進昌）

では、児童・思春期の拠点機関を北海道大学、

成人期の拠点機関を神経研究所附属晴和病

院、拠点統括を昭和大学発達障害医療研究

所としてモデルを構築して研究を行った[3]。 

 成人の発達障害診療については晴和病院

に東京都拠点モデルを構築し、発達障害者

に対する支援を広げるためにプログラムの

拡充を図った。 

 児童の診療については、北海道大学で行

っている「コンシェルジュ事業」について検

討がなされ、以下の知見が得られた。 

①各医療機関・福祉事業所の活動内容や機

関の特色などのデータベース化・電子化と

その情報を地域と共有できるシステム化が

求められる。 

②拠点機関とかかりつけ医の機能分離が必

要である。拠点機関には以下の機能が求め

られる。すなわち、a.ネットワーク構築と発

達障害の啓発やかかりつけ医の対応力向上、

b.自己記入式の予診票を充実し、各種スケ

ールなど多くの情報のシステムの共有化、c.

データベースを用いた情報共有による効率

化と診療支援。 

 

３．医療現場の課題の抽出 

 令和 3 年 11 月 3 日に、研究代表者および

研究協力者がオンラインによる意見交換を

行った。研究協力者は全員が小児科医また
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は児童精神科医である。 

 出された意見は、主として移行期医療／

トランジションに関するものと、医師の人

材育成に関するものとが多数を占めた。 

 移行期医療／トランジションについては、

喫緊の課題と捉える意見が多数を占めた。

初診は子どもであっても再診を重ねるうち

に年齢が上がるため、経験年数の多い医師

は担当ケースの中の成人の占める割合が増

える。児童発達支援センターを併設する診

療所で地域の中核機関の位置づけにある、

いわゆる療育センター勤務の児童精神科医

からは、「20 歳を超える人が増えて、全部を

抱えるのは困難になってきた。成人にどう

つなぐか議論を始めたところ」との意見が

出された。一方で、「療育センターがあるが

ゆえに、一般の精神科医は『発達障害は児童

精神科が診るべき』と思っている。成人して

も精神科に引き継ぐのが難しい。かかりつ

け医も育ちにくい」との意見もあった。 

 地域によっては、「トランジションの送り

先が近くにない」という切実な訴えもあっ

た。「法制度的な整備や、せめてガイドライ

ンがないと、行政、福祉などが動いてくれな

いのではないか」との意見も出された。 

 一方、「自分が診断したら可能な限り大人

まで見届けていく責任があると思っている」

という意見もあった。この場合、担当ケース

が増えて再診が混雑することが課題となる。

「発達障害の成人に興味を持つ精神科医が

少ないことは課題であるが、精神保健福祉

士などが就労支援、生活支援などにつなぐ

役割を担っている」という医療機関もあっ

た。 

 「外来の過半数は成人に達しているが、子

どもの初診を 1 人受けたら成人を 1 人精神

科に紹介するようにして、担当ケースの増

加を防ぐようにしている」という意見もあ

った。紹介先を確保するために、地域で精神

科医療機関の職員と発達障害に関する勉強

会を開催して、関係を作るようにしている

ということであった。 

 その他、「自閉スペクトラム症の成人例の

強度行動障害などを診療できる精神科医療

機関が少ない」との意見もあった。二次障害

として精神病症状などが出てきた場合、成

人の精神科医との協力が必要だが、なかな

か興味をもってもらえないという意見もあ

った。 

 医師の人材育成については、以下のよう

な意見が出された。 

 「医師の育成もシステム化が必要」「地域

で勉強会を開催すると、参加するのは医師

よりワーカー、看護師、心理士が多い。医師

でも若手は興味がある」「大学精神科が発達

障害に力を入れることで、人材育成がうま

く生き始めている地域がある」「精神科医の

でも子どもを診る人は増えているが、大学

教員として残る人が少ないので育成が難し

い」 

 

Ｄ．考察 

 発達障害者支援法以降の法制度および公

的事業は、地域の医療体制整備、専門的な医

療機関の設置と地域連携、一般の医療及び

保健従事者への啓発、医療を担う人材育成

を軸として進められている。しかし、文献調

査および意見交換による医療現場の課題の

抽出からは、まだ課題が多いことが示され

た。 

 いくつもの課題が出されたが、多くは元

をたどれば発達障害の診療を担う医師の絶
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対的な数の不足に由来するものである。そ

の意味で、人材育成は最も重要なテーマで

ある。 

 また、現在対応を急がれる課題として、移

行期医療／トランジションと地域の診療ネ

ットワーク構築が挙げられた。 

 

Ｅ．結論 

 発達障害の地域支援体制を検討する際、

医療は別格扱いされることが多い。しかし、

医療もシステムの中に位置づけた形で体制

を考え、それを法制度化していくことが必

要である。 

 今後、発達障害児者に対する理想的な医

療のあり方のモデルを図式化し、そのイメ

ージにもとづいて、今後の法制度的課題に

ついて検討することも必要と思われる。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 特記すべきことなし 

 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

本田秀夫：児童思春期精神科専門管理加算

の見直し。日本医事新報  No.5109: 57, 

2022。 

本田秀夫：児童思春期精神科専門管理加算

の施設基準に潜む課題。日本医事新報 

2. 学会発表 別紙参照 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 1. 特許取得 なし 

 2. 実用新案登録 なし 

 3. その他 なし 

 

Ｉ．参考文献 

[1] 本田秀夫：児童思春期精神科専門管理加

算の見直し。日本医事新報 No.5109: 57, 
2022。 

[2] 令和元年度障害者総合福祉推進事業：発

達障害児者の初診待機等の医療的な課

題と対応に関する調査（研究代表者：本

田秀夫）。 
[3] 平成 30 年度～令和元年度厚生労働科学

研究：発達障害診療専門拠点機関の機能

の整備と安定的な運営ガイドラインの

作成のための研究（研究代表者：加藤進

昌）。 

 

 



厚生労働科学研究費補助金 （障害者政策総合研究事業） 
分担研究報告書 
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母子保健領域における発達障害支援に関連する法制度と社会資源 

現状と課題 

     研究分担者  小倉 加恵子 （国立成育医療研究センター／鳥取県倉吉保健所） 

      

 

 

Ａ．研究目的 

発達障害の支援は、住んでいる地域で乳幼児

期から切れ目なく多領域連携のもと提供され

ることが重要である。そのためには、各自治体

が地域特性を考慮した多領域連携による支援

体制の構築が必要である。 

子どもと家族に対する支援は、母子保健、子

育て支援、児童福祉など多領域から様々な取組

みが実施されている。しかし、近年の少子化の

進行やコロナ禍における課題の深刻化から、政

府は「こども政策」を推し進め始めた 1), 2)。現

在、子どもと家族に関する制度の大きな転換期

にあることから、発達障害の地域支援において

も、関連領域の施策や社会資源を把握し、これ

らを有効に活用した連携支援体制を構築する

ことが必要である。 

そこで本分担研究では、母子保健領域におい

て、発達障害支援に関連する法制度や社会資源

について文献調査を実施し、現状と課題を整理

することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

 次の３つのサブテーマに分けて、母子保健領

域における発達障害児の支援に関連する法制

度や社会資源について、文献調査を行った。 

（１）母子保健における健康課題の変遷 

研究要旨 

【目的】本分担研究では、母子保健領域において、発達障害児の支援体制の整備に関連する法制

度や社会資源について文献調査を実施し、現状と課題を整理することを目的とした。【方法】文

献調査は、(1)母子保健における健康課題の変遷、(2)乳幼児健診における発達障害への取組み、

(3)最近のこども政策の動向、の３つのサブテーマに分けて実施した。【結果】(1)母子保健政策に

おける健康課題は、戦前から戦後における感染症対策、栄養改善、戦後復興から高度成長期にお

ける疾病、障害（主に身体障害）の早期発見とその治療・療育、近年の少子化対策、育児支援、

子どもの心の問題への対応へと変遷してきた。近年では、母子保健領域においても発達障害は主

要な健康課題として重点的な取組みが進められてきた。(2)母子保健事業の中でも、乳幼児健診

における発達障害の早期発見や、適切な連携支援体制構築の重要性は早くから認識され、厚生労

働科学研究を通じてツール等が多く作成されてきた。(3)最近 5 年ほどの間、政府はこども政策

を推進しており、こども家庭庁の創設にあわせて母子保健領域における連携支援体制の要は「こ

ども家庭支援センター」となる。【考察】今後取組む方向として、既存のツール等の自治体にお

ける普及・利活用の実態を踏まえて、地域特性に応じた対策を講じていく必要があると考えられ

た。今後、母子保健領域において、こども家庭支援センターを拠点として地域資源を生かした支

援体制を構築していく必要がある。効率よくかつ効果的にマネジメントするために、多領域によ

る連携支援体制の標準的な流れのモデルと、自治体で取り組むべき支援の手引きの提案が有用

と考えらえた。 
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（２）乳幼児健診における発達障害への取組み 

（３）最近の「こども政策」の動向 

法律、政令、規則などの法令は e-GOV3)及び

関係省庁のウェブサイト、厚生労働科学研究に

ついては厚生労働科学研究成果データベース

で検索を実施した 4)。 

（倫理面への配慮） 

先行研究等に係る調査は公表されたデータ

や成果物の入手等を実施するものであり、配慮

を要する個人情報は取り扱わない。 

 

Ｃ．研究結果 

（１）母子保健における健康課題の変遷 

 近年になり、発達障害の支援が母子保健上の

健康課題の一つとして取り上げられるように

なったが、行政サービスのしくみは戦前からの

流れの中で構築された。そこで母子保健行政の

あゆみとともに、健康課題の変遷とその対応状

況を以下に整理した。また、主な法令と取組み、

トピックスについて表１にまとめた。 

①感染症対策、栄養改善 

わが国における母子保健行政は、乳児死亡に

対する対策からスタートしている。明治維新後、

コレラや天然痘などの急性伝染病対策が公衆

衛生上の重要な問題であった。20 世紀に入っ

て経済発展が得られる中で、結核などの慢性伝

染病とともに、乳児死亡などの問題が浮上した。

戦時色が強まり、健兵健民思想を含めた軍部の

後押しのある中で、1937 年、保健所法、母子

保護法が制定され、保健所における乳幼児保健

指導が開始された。1942 年の妊産婦手帳の開

始に伴い妊婦健診が奨励され、翌年の妊産婦保

健指導指針において産後の診察が追加された。 

1947 年に制定された児童福祉法の趣旨に則

り、母子衛生対策要綱（昭和 23 年 9 月 15 日、

厚生次官通知）が発出され、母子保健活動妊産

婦・乳幼児の保健指導、新生児訪問事業、乳幼

児健診など各種の母子保健事業が展開された。

母子の健康の保持・増進に光をあてたこれらの

事業は、多少の変更はあるものの、現在の母子

保健の根幹をなしている。1965 年、これらを

体系化した母子保健法が制定され、総合的な対

策が推進される体制が整った。 

②疾病、障害の早期発見とその治療・療育 

その後、委託機関での個別健診（1969 年）、

市町村の 1 歳 6 か月健診（1977 年）が開始さ

れ、3 歳児健診における視聴覚検査（1990 年）

が追加された。乳児死亡率等が低下する中で母

子保健における健康課題は、衛生環境の改善や

予防接種の導入などによる感染症対策、戦前戦

後の発育や栄養の改善から、股関節脱臼など疾

病の早期発見と治療や脳性麻痺や視覚・聴覚異

常の発見と療育へと移った。 

③少子化対策、育児支援、子どもの心の問題へ

の対応 

1990 年、合計特殊出生率が戦後最低となっ

た「1.57 ショック」を契機に、少子化対策が国

家における重点課題となり、母子保健と子育て

支援が両輪で進められるようになった。20 世

紀中に世界最高水準に到達した日本の母子保

健であるが、少子高齢化の進行や核家族化など

の社会構造の変化に伴う子育て家庭の課題や、

児童虐待の増加や子どもの心の問題など新た

な課題に直面していた。 

2000 年、母子保健が 21 世紀に取り組むべ

きビジョンとして国民運動「健やか親子２１」

第 1 次計画がとりまとめられた 5)。その後、少

子化の進行、児童虐待、子どもの貧困、健康格

差などの問題が深刻化するなかで、親子を取り

巻く問題の解決に向けた取り組みがいっそう

重要性を増している。 

④母子保健における発達障害への対応 

「健やか親子２１」の 4 つの主要課題の中に

含められる形で、発達障害を含む子どもの心の
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発達の問題への対応が取り入れられた。2005

年に発達障害者支援法が施行され、発達障害の

早期発見とそれに伴う早期支援の体制の推進

が地方自治体の責務となるなど、児童福祉サー

ビスに関連する法制度にも大きな変化があっ

た。こうした状況を踏まえて、2015 年から始

まった「健やか親子２１」第２次計画において

は、重点課題の一つに「育てにくさを感じる親

に寄り添う支援」が設定された 6)。報告書には、

「育てにくさの概念は広く、一部には発達障害

などが原因になっている場合がある。発達障害

者支援法の制定・施行に伴い、様々な支援策が

実施されるとともに発達障害についての認識

が広まっている。医療・福祉領域のみならず、

母子保健領域でも子どもの発達相談が増加し

ており、発達特性に伴う育児困難への対応は差

し迫った課題となっている。また、親自身に発

達障害があり育児困難に陥っている場合もあ

る。」と記載され、母子保健における発達障害

の支援に役割があることが明確にされた。また、

発達障害に関連する指標についても複数設定

された。発達障害者施策においても、母子保健

領域は連携先として重要な位置づけを担うよ

うになった。 

 

（２）乳幼児健診における発達障害への取組み 

 母子保健領域の中において乳幼児健診では、

発達障害の早期発見と支援につなぐ場として、

発達障害の支援において重視されている。その

取組みについて概観し、発達障害の支援上の課

題を整理した。 

①乳幼児健診の実施状況 

乳幼児健診は母子保健事業の基本的なサー

ビス提供の場であり、子どもと家族への悉皆的

なアプローチが可能である。また、子ども・家

族に多職種が関わる機会であり、地域の連携体

制を作っていく好機ともなる。母子保健におけ

る健康課題の重点が遷移しながら重層化する

中で、現在では健康課題のスクリーニングの視

点だけではなく、支援の視点が必要となってい

る。これに呼応して乳幼児健診に従事する職種

も、医師、歯科医師、保健師、看護師、歯科衛

生士、管理栄養士・栄養士、心理職、保育士な

ど多くの職種が連携し、ワンストップのサービ

スを提供する集団健診のスタイルを持つよう

になった。 

2020 年の乳幼児健診実施状について 1,739

自治体を対象とした厚生労働省調査によると、

1 歳 6 か月児健診は集団 1,623（93.3%）、個別

61 自治体、一部個別 55 自治体、3 歳児健診は

集団 1,642 自治体（94.4%）、個別 28 自治体、

一部個別 45 自治体であった 7)。2020 年度は新

型コロナウイルス感染症流行下であり、集団に

よる乳幼児健康診査を実施する自治体が 2019

令和元年度より少ない傾向であったが、それで

も集団健診が 90%を越える自治体で実施され

ていた。 

②発達障害の早期発見、支援の取組み 

乳幼児健診は、母子保健法（昭和 40 年法律

第 141 号）第 12 条及び第 13 条において定め

られており、1997 年の母子保健法改正以降、

市町村により実施されている。乳幼児健康診査

実施要項 8)に基づいた項目に関して、健康診査

票 9)を用いて、精神発達の状況、言語障害の有

無、育児上問題となる事項等の発達に関連した

診察が行われている。 

発達障害者支援法（平成 16 年法律第 167 号）

おいて、乳幼児健診を行うにあたり「発達障害

の早期発見に十分留意しなければならない」と

記されている（第 5 条）。そこで、複数の厚生

労働科学研究で調査・検討が実施され、市町村

で乳幼児健診を実施する上で参考となる事項

について研究成果から抜粋してまとめられた

10)。乳幼児健診で使用可能な発達障害のスクリ
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ーニング法（M-CHAT 等）などが検討された

ほか、ライフステージをつなぐ連携において発

達課題による困難さを発見した後に事後相談

体制を構築する必要性が示された。 

③乳幼児健診における課題 

こうした取組みにもかかわらず、2017 年に

総務省により公表された「発達障害者支援に関

する行政評価・監視報告書」では、乳幼児健診

で発達障害児を見逃している恐れや、乳幼児健

診の結果に関する関連機関への引継ぎが不十

分であることが指摘された 11)。勧告に対して、

厚生労働省は、国立精神・神経医療研究センタ

ー等が行っている発達障害の早期発見等に関

する研修への積極的な参加を促すよう都道府

県・市町村に要請した。また、乳幼児健診にお

ける発達障害の早期発見や、適切な支援と情報

の引継ぎについて、市町村の取り組み事例の分

析と好事例を取まとめ、市町村に周知した 12)。 

 同時期、厚生労働科学研究において、乳幼児

健診における疾病スクリーニング機能に関し

て、疫学的・経済学的視点での客観的な検討が

実施された 13)。乳幼児健診では、発達面の所見

や親の感じる育てにくさなど発達障害の可能

性のある状態をスクリーニングすることとし、

3~4 か月児健診では「発達遅滞」、1 歳 6 か月

児健診及び 3 歳児健診では「発達遅滞」、「言語

発達遅滞」、「自閉スペクトラム症」として整理

された。さらに、医師の診察方法は、「改訂版

乳幼児健康診査身体診察マニュアル」において

まとめられた 14)。 

 

（３）最近の「こども政策」の動向 

 数々の対策に関わらず少子化の進行には歯

止めがかからず、2020 年 1 月から続くコロナ

禍において、こどもや若者をめぐる諸問題は深

刻さを増している。政府はこうした状況に対し

て、現在、こどもを社会のまん中に据える「こ

ども政策」を強力に推進している。こども政策

に関する最近の流れについて整理した。 

①成育基本法の成立 

2018 年、「成育過程にある者及びその保護者

並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ

目なく提供する」ための施策の総合的な推進に

関する法律（以下、成育基本法）」（平成 30 年

法律第 104 号）が成立、2019 年に施行された。

2020 年、成育基本法の施行のための具体的な

取り組みをとりまとめた「成育医療等の提供に

関する施策の総合的な推進に関する基本的な

方針について（以下、基本方針）」(第 11 条)が

閣議決定した 15)。基本方針に含まれる母子保

健領域で取り組むべき発達障害に関する課題

について以下に抜粋した。 

〇乳幼児期における保健施策 

・乳幼児への保健指導等において、小児科医等

と連携し、発達障害の疑いのある乳幼児及びそ

の家族に対する必要な支援を実施していく 

・発達障害等の疑いで育てにくさを感じてい

る保護者への支援のために、子育て世代包括支

援センターと関係機関との連携や子どもの状

態等に応じた適切な支援を推進する。 

〇学童期及び思春期における保健施策 

・発達障害が疑われる子どもの早期発見、発達

障害の特性に合った対応を親が行えるように

するための有効な支援策の開発・普及、診断を

行える専門的な医療機関の確保、発達障害者支

援センターの機能強化等による長期にわたる

継続した相談支援体制の整備などにより、地域

における支援体制の充実を図る。 

〇子育てや子どもを育てる家庭への支援 

・慢性疾病児童、医療的ケア児及び発達障害児

の兄弟姉妹への支援を推進する。 

②総合的な子育て支援拠点の設置 

成育基本方針に示された「子育て世代包括支

援センター」とは、妊娠期から子育て期にわた
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るまでの総合的相談支援のワンストップ拠点

である。2016 年 5 月に母子保健法上に位置付

けられ（改正母子保健法第 22 条、母子保健法

では「母子健康包括支援センター」という）、

2020年4月時点で1,288市町村に設置された。

具体的な機能は、(1)妊産婦などの状況を継続

的に把握すること、(2)妊娠・出産・育児に関す

る相談に応じ、(3)必要な情報提供・助言をする

こと、(4)保健、医療、福祉、教育の関係機関と

の連絡調整をすること、特に支援が必要な妊産

婦などについて支援プランを策定することの

４つがあげられる 16)。これらの機能により、全

ての妊産婦、乳幼児等を対象に、母子保健や子

育て支援を含む包括的なサービスを切れ目な

く提供していくことが役割とされている。発達

障害に関する専門的な支援については、児童福

祉サービス提供施設や発達障害者支援センタ

ー等との連携することで支援を行う。 

同時期に、児童虐待などの深刻な問題に対し

て、2016 年 5 月に成立した「児童福祉法等の

一部を改正する法律」（令和元年法律第 46 号）

において、「児童及び妊産婦の福祉に関し、実

情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関

係機関との連絡調整その他の必要な支援を行

うための拠点」を整備していくことが市町村の

努力義務とされた（第 10 条の２）。この「市区

町村子ども家庭支援拠点」はソーシャルワーク

を通じて、子どもの権利擁護と福祉支援を行う

17)。子育て世代包括支援センターは母子保健と

子育て支援のマネジメントを行う拠点である

のに対し、この拠点では児童及び妊産婦の福祉

のマネジメントを行う拠点であると整理でき

る。発達障害児・者支援については、必要に応

じて関連施設・機関と連携し、障害児・者施策

のサービスや身近で利用しやすい社会資源等

の活用で在宅支援を行う。 

③こども政策の推進 

 2020 年 1 月から続くコロナ禍において、こ

どもや若者をめぐる諸問題は深刻さを増して

おり、さらに子育てや教育に関する経済的負担

の軽減策など財源確保と併せて検討すべき課

題が残されている。これら喫緊の課題に対して、

2021 年 11 月「こどもに関する政策パッケー

ジ」が公表され 18)、同年 12 月「こども政策の

新たな推進体制に関する基本方針」が閣議決定

した 19)。基本理念として、(1)こどもの視点、

子育て当事者の視点に立った政策立案、(2)全

ての子どもの健やかな成長、Well-being の向

上、(3)誰一人残さず、抜け落ちることのない支

援、(4)子どもや家庭が抱える課題への包括的

な支援、(5)プッシュ型支援、アウトリーチ型支

援への転換、(6)エビデンスに基づいた政策立

案と PDCA サイクルの６つが示された。こど

も政策の新たな推進体制に関する基本方針に

基づき、2022 年 2 月 25 日に「こども家庭庁

設置法案」及び「こども家庭庁設置法の施行に

伴う関係法律の整備に関する法律案」が閣議決

定され、第 208 回通常国会に提出された。 

また、「子育て世代包括支援センター」と「子

ども家庭総合支援拠点」の役割・機能が密接に

かかわっていることから、市町村において一体

的に運用していくことが求められてきた。それ

ぞれの意義や機能を維持したうえで組織を一

体化した総合拠点として「こども家庭センター」

を設置することことについて、2022 年 3 月、

第 208 回通常国会において児童福祉法等の一

部を改正する法律案が提出された 20)。妊娠届

から妊産婦支援、子育てや子どもに関する相談

を受けて支援をつなぐためのマネジメント（サ

ポートプランの作成）等を担う 21)。母子保健領

域における発達障害の支援については、こども

家庭支援センターが拠点となり、保育・教育領

域、児童福祉サービスや発達障害者支援センタ

ーなど様々な施設・機関と連携することで支援
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を提供することになる。 

 

Ｄ．考察 

 母子保健行政においては、様々な事業を通じ

て、発達に困難さのあるこどもと家族に対する

保健指導と連携を通じた支援を提供してきた。

特に、乳幼児健診での早期発見については、複

数の研究を通じて実態把握のための調査、マニ

ュアル、スクリーニングのためのツールの提案、

好事例の共有等がなされてきた。また、発達障

害支援ための連携体制構築については、地域の

支援システムの充足度と課題の可視化評価ツ

ールである「発達障害の地域支援システムの簡

易構造評価（Quick Structural Assessment of 

Community Care System for 

neurodevelopmental disorders; Q-SACCS）」が

作成されている 22)。現時点での課題は、既存の

ツール等の十分な周知と利活用の促進である

と考える。自治体における普及・利活用の実態

を踏まえて、対策を講じる必要がある。 

 現在、政府が進めている「こども政策」にお

いて、母子保健領域における連携体制の要とな

る「こども家庭支援センター」が設置されるこ

ととなった。既存の母子保健サービスの仕組み

を生かしつつ、地域にある様々な資源・支援に

結びつける必要があり、高いマネジメント機能

が求められる。多領域にわたる地域情報を整理

し、速やかに提供するためには、多領域連携支

援体制の標準的な流れのモデルと、自治体で取

り組むべき支援の手引きを提案することが有

用と考えられた。 

 

Ｅ．結論 

 母子保健領域において発達障害は、主要な健

康課題の一つである。発達障害の早期発見や、

適切な連携支援体制構築のためのツール等が

多く作成されてきた。今後は、既存のツール等

の自治体における普及・利活用の実態を踏まえ

て、地域特性に応じた対策を講じていく必要が

ある。今後、母子保健領域では、こども家庭支

援センターを拠点として地域資源を生かした

支援体制を構築していく必要がある。多領域に

わたる地域資源を生かした支援を効率よくか

つ効果的にマネジメントするために、多領域に

よる連携支援体制の標準的な流れのモデルと、

自治体で取り組むべき支援の手引きの提案が

有用と考えらえた。 
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西暦 乳児死亡率

(対1000出生)
関連する法令、取組み

1914年 158.5 日本赤十字社京都支部が乳幼児健康相談事業を開始

大阪市、東京市が児童相談所を開設

1937年 105.8 保健所法の制定、母子保護法の制定  →保健所による乳幼児保健指導の開始

1938年 114.4 社会福祉事業法の制定

厚生省（現、厚生労働省）設置

（背景） 高い乳児死亡率・妊産婦死亡率、妊婦の流産・早産・死産

1940年 90 国民体力法の制定

人口政策確立要綱を決定

1941年 保健婦規則（厚生省令第36号）の制定

1942年 85.5 妊産婦手帳制度（現、母子健康手帳）の創設

国民体力法の改正（保健所が地区保健活動の中心）

1947年 76.7 日本国憲法の制定

厚生省に児童局設置、母子衛生課の新設

児童福祉法の制定、施行（1948年）

保健所法の改正、保健所法施行令（保健所を公衆衛生の地方行政機関と位置付け）

1948年  61.7 母子保健対策要綱の策定

予防接種法の制定・施行

1958年 34.5 母子健康センター設置、未熟児養育医療

1961年 28.6 3歳児健康診査、新生児訪問指導、ポリオワクチン緊急輸入・全国一斉投与

1965年 18.5 母子保健法制定（児童福祉法から独立）、母子保健法の施行（1966年）

（背景） 〇乳児死亡率・妊産婦死亡率の改善

〇1973年オイルショック 高度経済成⾧期から安定成⾧の時代へ

1977年 9.4 1歳6か月健康診査、先天性代謝異常のマススクリーニング検査開始

1978年 8.4 「国民健康づくり計画」をスタート

1989年 4.6 医療法改正、医療計画の推進（二次、三次医療圏の設定、必要病床数算定、医療機能の整備）

〇1990年の「1.59ショック」

 少子化・核家族化、女性の社会進出による子どもを産み育てる環境の変化

1991年 4.4 育児休業法の制定

1994年 4.2 保健所法を改正し、地域保健法を制定（基本的な母子保健サービスは市町村へ※1997年施行）

母子保健法の改正

「エンゼルプラン」の策定

1999年 3.4 「新エンゼルプラン」の策定

2000年 3.2 「健やか親子２１」（2001～2010年）の策定

2003年 3 少子化社会対策基本法の制定、少子化対策会議設置

次世代育成支援対策推進法の制定

2004年 2.8 「少子化対策大綱」、「子ども・子育て応援プラン」、不妊治療の助成事業創設

発達障害者支援法の制定・施行

（背景） 〇2005年、出生数が死亡数を下回り、合計特殊出生率1.26と低下

2006年 2.6 「新しい少子化対策について」、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（2007年～）

2009年 2.4 「健やか親子２１」の計画期間を4年延⾧し、2014年までとする

※次世代育成支援対策推進法に基づく計画と一体的に推進するため計画期間をそろえた

2010年 2.3 「子ども・子育てビジョン（少子化対策基本法に基づく新たな大綱）」

社会保障・税一体改革において、消費税の充当先が年金、医療、介護、少子化対策に拡大

2012年 2.2 子ども子育て関連3法の制定

2013年 2.1 「少子化危機突破のための緊急対策」

（背景） 〇乳児死亡率・妊産婦死亡率などが世界有数の低率国に

〇晩婚化・晩産化、育児の孤立化などによる妊産婦・乳幼児を取り巻く環境の変化

2015年 1.9 「健やか親子２１（第2次）」（2015～2024年度）の策定

児童福祉法の一部改正を改正する法律の施行（小児慢性特定疾病対策の充実化）

2016年 2.1 「ニッポン一億総活躍プラン」の策定 希望出産率1.8の実現に向けた取り組み

（背景） 〇児童虐待など子どもや家庭をめぐる問題が多様化・複雑化

→新たな子ども家庭福祉を構築することが喫緊の課題に

2016年 2.1 児童福祉法等の一部改正・施行（2017年）

※児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策のさらなる強化

1.9 ※母子健康包括支援センター（子育て世代包括支援センター）の全国展開

発達障害者支援法の改正・施行（2005年）

2017年 1.9 「働き方改革実行計画」、「子育て安心プラン」、「新しい経済政策パッケージ」策定

2018年 1.9 成育基本法（略称）の成立（2019年12月1日施行）

（背景） 〇2019年出生数過去最少「86万ショック」

2019年 1.9 「健やか親子２１（第2次）」中間報告

母子保健法の一部改正（産後ケア事業の法制化 2019年12月公布）

2020年 1.8 「少子化対策大綱」（第４次大綱）の策定

「全世代型社会保障改革の方針」の策定、「親子育て安心プラン」の公表

「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針について」閣議決定

→その計画は「少なくとも6年ごと」に見直される（第11条第7項）

2021年 「こどもに関する政策パッケージ」、「こども政策の推進にかかる有識者会議」とりまとめ

「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」閣議決定

「こども家庭庁設置法案」閣議決定

トピックス

表１ 母子保健における健康課題の変遷

児童福祉法、予防接種法、母子保健法の下で、施策の整備・充実

・妊婦・乳幼児への健康診査の徹底

・妊産婦・乳幼児への保健指導の充実

・先天性代謝異常消灯検査事業の実施・充実

・未熟児養育医療の給付、慢性疾患を抱える児童への医療費助成、結核児童の療育医療の給付等の公

費負担医療の実施・充実

・妊婦・乳幼児への予防接種の徹底

エンゼルプラン、「緊急保育対策5か年計画」

・多様な保育の充実、地域子育て支援センターの整備

新エンゼルプラン、「少子化対策推進基本方針」

・保育のみならず、雇用、母子保健、相談、教育等の事業の充実化も加えた

「健やか親子２１」

・21 世紀の母子保健の主要な取組を提示するビジョン、関係者が一体となって推進する国民運動計画

次世代育成支援対策推進法（～2014年、2014年法改正により10年延長）

・子育て家庭を社会が支える10年間の集中的・計画的な取組を促進

・地域行動計画（市町村、都道府県；含 母子保健計画）、事業主計画

少子化対策大綱

・３つの視点、4つの重点課題、28の具体的行動

・具体的行動に「障害児等への支援の推進」発達障害に対する支援が明記

新しい少子化対策、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略

・ワークライフバランス、親の就労と子どもの育成の両立、新待機児童ゼロ作戦

「子ども・子育てビジョン」

・目指すべき社会への政策４本柱、12の主要施策（「発達障害」の記載も）

子ども・子育て関連３法に伴う子ども・子育て新制度

・「施設型給付」及び「地域型保育給付」の創設

・認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等）

・「地域子ども・子育て支援事業」）の充実

少子化危機突破のための緊急対策

・「３本の矢」子育て支援、働き方改革に加え、結婚・妊娠・出産支援

・「経済財政運営と改革の基本方針」、「日本再興戦略」にも対策が盛り込まれ政府を挙げた少子化対策へ

「健やか親子２１（第２次）」

・「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、３つの基盤課題と２つの重点課題を設定

・指標に「子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合」「発達障害を知っている国民の割合」「育てに

くさを感じる親への早期支援体制のある市町村／県型保健所の割合」等

児童福祉法等の一部改正・施行

・母子保健法の改正により、2017年4月から子育て世代包括支援センター(法律における名称は「母子健康

包括支援センター」)を市区町村に設置することが努力義務となった。利用者の視点に立った妊娠・出産・子

育てに関する支援のマネジメントを行う専門組織である。「ニッポン一億総活躍プラン」(2016年6月2日閣議

決定)においては、2020年度末までに子育て世代包括支援センターの全国展開を目指すこととされた。

成育基本法
（成育過程にある者及びその保護者ならびに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律）

・基本理念：成育過程にある者の権利の尊重、多様性への対応、科学的根拠に基づく医療等、環境整備

少子化対策大綱（第４次大綱）

・結婚支援、妊娠・出産への支援、仕事と子育ての両立、地域・社会による子育て支援、経済的支援

・新型コロナウイルス感染症流行を受けた非常時の対応を留意した総合的少子化対策の推進

親子育て安心プラン

・保育受け皿の整備、早期の待機児童の解消、女性（25～44歳）の就業率上昇に対応

成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針について

・成育過程にある者及び妊産婦に対する医療（周産期：10、小児：5、成育過程：8）

・成育過程にある者等に対する保健（総論：7、妊産婦等：11、乳幼児：14、学童期・思春期：19、生涯：13、

子育て家庭：12）

・教育及び普及啓発（学校教育及び生涯学習：5、普及啓発：7）

・記録の収集等に関する体制等（予防接種、乳幼児健診、学校健診：1、死亡原因究明：3、ICT活用：1）

・調査研究：3 ・災害時等における支援体制整備：7 ・成育医療等の提供に関する推進体制等3）

25
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Ａ はじめに 

 発達障害児に関する制度・⽀援サービス
は、発達障害者⽀援法の創設および障害者
総合⽀援法・児童福祉法に基づく障害福祉
サービスの整備により、⼤きな変化を迎え
ている。本稿は、この変化の中において、
いまなお残る取り組むべき問題を整理する。
具体的には、上述の制度・サービスの実際
の事業化の有無、それに伴う地域での⽀援
サービスの格差や、⽀援サービスが実施さ
れていたとしても⽀援内容の質の相違の問
題などが挙げられる。 
 本研究の報告書は三部構成となっている。
本報告書Ⅰは、児童福祉法成⽴・改正から
みえる障害児⽀援、並びに発達障害者⽀援

法からみえる発達障害児⽀援について概観
した。続いて、発達障害児の⽀援サービス
マップ作成を⽬標とし、23 の機関・事業・
サービス等、発達障害児の公的⽀援の基礎
データをピックアップした。この⼿続きは、
概観した⽀援と関連法の総括に基づき、4
名の⽀援者と研究者との合議によって⾏わ
れた。 

報告書Ⅱにおいては、発達障害児への実
際の⽀援を⾏っている８名により、⽀援の
流れを「事例化前段階」「事例化段階」「前
⽀援段階」「直接⽀援段階」「就学移⾏の⽀
援段階」「学齢期の⽀援段階」「就労移⾏の
⽀援段階」の７つに分類した。更に、各⽀
援の時期において実際にどのような⽀援内

研究要旨  

本研究は発達障害児、特に就学前までの⽀援サービスの整理を総括することを⽬的と
する。そのため、まず「児童福祉」の概念整理を⾏った上で、児童福祉法成⽴・改正か
らみえる障害児⽀援を概観し、発達障害者⽀援法を基にした発達障害児への⽀援につい
て総括した。 

総括で得た情報を研究者と実践家とで共有した上で、発達障害児への⽀援サービスを
事業名（機関名）・⽬的・機能・関係法などの分類項⽬を作成して、網羅的に収集した。 
 収集した 54 項⽬から、4 名（⽀援者 2 名と研究者 2 名）の合議により、23 の機関・事
業・サービス等、発達障害児の公的⽀援の基礎データをピックアップした。 

厚⽣労働科学研究費補助⾦（障害者政策総合研究事業）分担研究報告書 

児童福祉領域からみた発達障害児支援 

－Ⅰ発達障害児の支援施策の概観に基づく公的支援サービスの基礎データ作成－ 

 
研究分担者 ⼩林 真理⼦ ⼭梨英和⼤学 ⼈間⽂化学部 
研究協⼒者 中嶋 彩   信州⼤学医学部⼦どものこころの発達医学教室 
     (福)⼦育ち・発達の⾥ こころのサポートセンターネストやまなし 
      槻舘 尚武  ⼭梨英和⼤学 ⼈間⽂化学部 
      有泉 ⾵   (福)⼦育ち・発達の⾥ こころのサポートセンターネストやまなし 
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容や機能が⾏われる必要があるのか、その
ベストプラクティスを実践者と研究者、異
なる２つの視点での合議により、細分化・
明確化していった。 

報告書Ⅲにおいては、報告書Ⅰで得られ
た発達障害児の公的⽀援の基礎データと報
告書Ⅱで得られた各期におけるベストプラ
クティスの⽀援内容や機能の２つの視点を
組み合わせることで発達障害児のための制
度・⽀援サービスの課題を整理した。具体
的には、前者を横軸とし、後者を縦軸とし
た「発達障害児の⽀援サービスマップ」を
作成した。この「発達障害児の⽀援サービ
スマップ」を使って、３か所の関係⾃治体
にインタビューを試み、試案による結果の
整理を⾏うとともに、発達障害⽀援の地域
特性や今後さらに必要とする⽀援機能など
の検討がより明確になるよう「発達障害児
の⽀援サービスマップ」のブラッシュアッ
プの⽅向性を探った。 
 
Ｂ「児童福祉」の概念の整理 

１）「児童福祉」の概念の成立過程 

 「児童福祉」という概念が、明確な形と
して成⽴したのは、1947 年の児童福祉法
の制定が嚆⽮とされる。児童福祉法は、⽇
本国憲法第 25 条の「⽣存権」のなかで、
社会保障と社会福祉が位置づけられ、児童
福祉の基本的概念は、「すべての国⺠は、
児童が⼼⾝ともに健やかに⽣まれ、且つ、
育成されるように努めなければならない」
「すべての児童はひとしくその⽣活を保障
され、愛護されなければならない」と既定
されている。 
 また、⽇本における児童福祉のあり⽅は、
1951 年に制定された児童憲章において⽰

されている。これは内閣総理⼤⾂により招
集された児童憲章制定会議で定められた。
この児童憲章の前⽂において、「われらは、
⽇本国憲法の精神にしたがい、児童に対す
る正しい観念を確⽴し、すべての児童の幸
福をはかるために、この憲章を定める」と
している。 
 
２）「児童福祉」から「子ども家庭福祉」

へ：「こども家庭庁」創設にむけて 

 ⼀⽅、近年では、「児童福祉」に代わり、
「⼦ども家庭福祉」の⽤語が頻⽤されるよ
うになってきている。柏⼥によると、「⼦
ども家庭福祉の概念は、⼦どもを直接のサ
ービスの対象とする児童福祉の視点を超え、
⼦どもが⽣活し成⻑する基盤となる家庭を
も、福祉サービスの対象として認識してい
こうとする考え⽅のもとに、構成された概
念」である。また、公の機関においてこの
考え⽅が⽰されたのは「1981（昭和 56）
年の中央児童福祉審議会意⾒具申、『今後
のわが国の児童家庭福祉の⽅向性について
（意⾒具申）』が嚆⽮である」としている。
その後、「“児童”より権利⾏使の主体との
ニュアンスを持つとされる“⼦ども”へと表
現を変え、「⼦ども家庭福祉」と表現」さ
れるようになったとも追記している。 
 更に、この報告書を作成している 2021
年の末の 2021（令和３）年 12 ⽉ 21 ⽇に
こども家庭庁の創設の動きがあった。こど
も家庭庁の創設にあたり、こども政策の新
たな推進体制に関する基本⽅針として、
「常にこどもの最善の利益を第⼀に考え、
こどもに関する取組・政策を我が国社会の
真ん中に据えて（「こどもまんなか社会」）、
こどもの視点で、こどもを取り巻くあらゆ
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る環境を視野に⼊れ、こどもの権利を保障
し、こどもを誰⼀⼈取り残さず、健やかな
成⻑を社会全体で後押し」することを掲げ
ている。ここでの「こども」というひらが
な表記は、次の引⽤にあるように意識的に
⽤いられたものである。「『⼦ども』『児童』
『⻘少年』といった語が使われているが、
その定義や対象年齢は各法令により様々で
あり、また、特段の定義を法令上なされて
いないものもある。こうしたことを踏まえ、
また、当事者であるこどもにとってもわか
りやすく⽰すという観点から『こども』の
表記を⽤いる」。また、ここでいう「こど
も」とは、「⼤⼈としての円滑な社会⽣活
を送ることができるようになるまでの成⻑
の過程にある者」であることが強調されて
いる。 
 今後こども家庭庁の創設が、児童福祉に
関する考え⽅を⼤きく変えることが予想さ
れる。 
 しかしながら、ここでは児童福祉論を展
開することを⽬的にしているのではない。
そのため、「児童福祉」の定義についての
整理はここまでとしたい。本稿では以後も
「児童福祉」の⽤語を⽤いることにするが、
前段の動向を踏まえ、必要に応じて「⼦ど
も家庭福祉」「こども」の⽤語も使⽤して
いく。 
 
３） 児童福祉の対象と理念 

児童福祉の対象は、柏⼥によると、①⼦
ども、②妊産婦や⼦育て家庭、③⼦どもと
⼦育て家庭が暮らす地域社会や社会そのも
のの３つである（図１）。この報告書でも、
この３つを児童福祉の対象として整理して
いきたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 児童福祉の対象 

 
 とりわけ、児童福祉領域での発達⽀援に
ついては、⼦どもの権利主体・⼦どもの養
育環境を重視することは重要であり、⼦ど
も⾃⾝が望む⽣き⽅、それに基づいて、必
要な⽀援を⾃⼰選択できる機会と権利を持
てること、またその⼦どもを取り巻く環境
の整備が必要となる。 

 発達障害者⽀援法においても、同法 
第⼆章 児童の発達障害の早期発⾒及び発
達障害者の⽀援のための施策 第⼗三条
（発達障害者の家族等への⽀援）として、
「都道府県及び市町村は、発達障害者の家
族その他の関係者が適切な対応をすること
ができるようにすること等のため、児童相
談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障
害者の家族その他の関係者に対し、相談、
情報の提供及び助⾔、発達障害者の家族が
互いに⽀え合うための活動の⽀援その他の
⽀援を適切に⾏うよう努めなければならな
い」とある。平成 28 年の発達障害者⽀援
法の改正では、発達障害者に対して⽇常⽣
活等における⽀援を⾏うのは、保護者に限
らず兄弟姉妹や⽀援者など多岐にわたるこ
とから、「発達障害者の家族その他の関係
者」と既定しており、発達障害児を取り巻
く⽀援者を新たに規定している。 
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表 1 児童福祉法成立・改正の経緯（1994-1997） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

児童福祉 児童福祉

子育て支援 児童養護　虐待対応

1949 昭和24.6.15 第1次改正 療育施設の下に、「盲ろうあ児施設」を追加 〇

児童福祉審議会の都道府県に設置義務 〇

1950 昭和25.5.30 第2次改正 療育施設の下に、「病弱児施設、し体不自由児施設」を追加 〇

1951 昭和26.6.6 第3次改正 児童相談所の役割の明確化（福祉事務所・保健所との区別）相談及び鑑別から相談・調査・判定及び指導 〇

児童福祉司と児童相談所長との関係（児童福祉司は児相長の指揮監督下に）の明記 〇

児童相談所長が親権の喪失の請求についての明記 〇

児童福祉施設の長は、親権を行う者又は後見人がいない者に対し、監護・教育及び懲戒に関し必要な措置がとれる。 〇

児童福祉施設の入所中の児童の教育を受ける権利の明記 〇

教護院への入院中の児童の準ずる教育の必要性 〇

1952 昭和27.7.1 第4次改正 児童相談所への児童福祉司の必置 〇

一時保護所での児童の生活や所持品についての規定 〇

1953 昭和28.3.16 第5次改正 児童委員に要する費用の規定 〇

1954 昭和29.3.31 第6次改正 育成医療の創設（身体に障害のある児童） 〇 △

身体障害者手帳の交付を受けた児童への補装具の交付等の費用の請求 〇 △

1954 昭和32.4.25 第7次改正 精神薄弱児施設の下に、「精神薄弱児通園施設」を追加 〇 △

保育所の下に、精神薄弱児通園施設を追加 △ 〇

1958 昭和33.5.1 第8次改正 保健所の役割の明記　未熟児への支援 △ 〇

養育医療（未熟児への養育に必要な医療の給付）の創設 〇 △

1959 昭和34.3.28 第9次改正 骨関節結核の児への療育の給付 〇

1961 昭和36.6.16 第10次改正 し体不自由児施設の下に「情緒障害児短期治療施設」を追加 〇 △

児童相談所において「判定」と「調査又は判定を基づいて必要な指導を行うこと」を区別して明記 〇

乳幼児健康診査とその後の指導について明記 △ 〇

1967 昭和42.8.1 第11次改正 肢体不自由児施設の次に、「重症心身障害児施設」の追加 〇

1981 昭和56.6.15 第12次改正 児童福祉審議会の意見を聴き、児童福祉施設の停止または閉鎖を命ずることができる。 〇

1997 平成9.6.11 児童福祉施設の名称変更と統廃合 〇

保育所入所の仕組みの変更；措置制度から保護者による入所申し込み 〇

保育所の相談機能の強化 〇

放課後児童健全育成事業の法定化 〇

児童自立生活援助事業の法定化 〇

児童家庭支援センターの創設 △ 〇

母子生活支援施設・助産施設の仕組みの変更：措置制度から利用選択制度 〇

児童委員の役割の強化（児童相談所長への直接の通告可） 〇 △

司法年 月　日 改正 法　改　正　の　概　要
障害

福祉
医療
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表２ 児童福祉法成立・改正の経緯（2001～2010） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

児童福祉 児童福祉

子育て支援 児童養護　虐待対応

2001 平成13.11.30 第13次改正 認可外保育施設に対する指導監督の強化 〇

保育所整備促進と保育士資格の法定化 〇

児童委員の職務の明確化と主任児童委員の法定化 △ 〇

2003 平成15.7.16 第14次改正 市町村での子育て支援事業の実施 〇

児童養護施設等の地域住民への養育相談 △ 〇

平成16.12.3 第15次改正 家庭児童相談に関する市町村の第一義的窓口化 △ 〇

児童相談所（都道府県）の役割の明確化 △ 〇

児童相談所設置市の認可 △

要保護児童対策地域協議会の設置が可能となる 〇

乳児院及び児童養護施設の入所児童に関する年齢要件の見直し 〇

里親における監護、教育及び懲戒に関する里親の権限の明確化 △ 〇

要保護児童に対する家庭裁判所の認可措置の有期限化（2年） 〇

児童相談所長が親権喪失の宣告の請求可能な者の拡大（18歳以上満20歳未満） 〇

小児慢性特定疾患治療研究事業の法定化 〇

2005 平成17.11.7 障害児の定義の新設「身体に障害のある児童」「知的障害のある児童」 〇

知的障害児施設等での利用契約制度の導入 〇

2008 平成20.12.３
子育て支援事業の追加法定化「乳児家庭全戸訪問事業」「養育支援訪問事業」「地域子育て支援

拠点事業」「一時預かり事業」の追加
〇 △

家庭的保育事業（保育ママ）の法定化 〇

里親制度の拡充（里親と養子縁組里親との区別、研修の義務と里親支援の明確化） 〇

小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）の創設 〇

要保護児童対策地域協議会の機能強化（努力義務） 〇

児童自立生活援助事業を20歳未満の者まで引き上げる。 〇

被措置児童等虐待の防止と通告義務の規定 〇

2010 平成22.12.10 障害児の定義の見直し「精神に障害のある児童（発達障害児を含む）」の追加 〇

障害児施設の一元化（重複障害への対応とともに、身近な地域での支援） 〇

障害児に関する根拠規定の一本化（障害者総合支援法の改正に伴い、児童福祉法に一般化） 〇

障害児の通所支援の実施主体を市町村とする。 〇

障害児通所支援の創設（児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設） 〇

障害児相談支援の創設（障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助の創設） 〇

在園期間の延長措置の見直し（18歳以上は原則、障害者総合支援法、福祉を損なう恐れのある場

合は満20歳まで障害児施設の措置延長は引き続き可とする。」
〇

児童相談所長の権限の明記（一時保護中の児童の監護等に関し必要な措置をとる権限の規定、親

権喪失・停止及び管理権喪失の審判・取消しについて家庭裁判所への請求権
△

児童相談所長・施設庁の権限の明記（虐待をした親の不当な主張への対抗が可能　子どもの生命

や身体の安全の確保への親権への対抗が可能）
△

年 月　日 改正 法　改　正　の　概　要
障害

福祉
医療 司法
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表３ 児童福祉法成立・改正の経緯（2012～2019） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児童福祉 児童福祉

子育て支援 児童養護　虐待対応

2012 平成24.6.27 障害児の定義の見直し（「難病等の児童」の追加） 〇 △

2014 平成26.5.30 第16次改正 小児慢性特定疾患への対応方針や医療費助成制度等の確立 〇

子ども・子育て支援制度の施行による事業等の創設と内容変更（放課後児童健全育成事業・一時

預かり事業・家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業・病児

保育事業・子育て援助活動支援事業）

△ 〇

児童福祉施設に幼保連携型認定こども園の追加 〇

保育所の目的の変更（保育に欠けるから保育を必要とする　に） 〇

2016 平成28.6.3 児童福祉法の理念の明確化（児童の権利　国・地方自治体の役割・責務の明確化） 〇

家庭と同様の環境における養育の推進（家庭における養育が適当でない場合） 〇 〇

しつけを名目として児童虐待の防止(懲戒について明記） △ 〇

児童虐待の発生予防（母子健康包括支援センターの設置の努力義務） 〇 〇

児童虐待の発生予防（支援を要する妊婦・児童・保護者を把握した医療機関や学校等の情報提供の努力義務） 〇 〇 〇

母子保健施策を通じた虐待予防の明記 〇

児童虐待発生時の迅速・的確な対応（市町村に支援を行う拠点整備の努力義務） 〇

児童虐待発生時の迅速・的確な対応（要保護児童対策地域協議会への専門職の配置） 〇

児童相談所設置自治体の拡大（中核市・特別区が設置可） 〇

児童相談所の体制強化（児童心理司、医師又は保健師、指導・教育担当の児童福祉司、弁護士などの配置 〇

児童相談所の権限強化（市町村への事案送致、臨検・捜索の実施緩和、被虐待児童等に関する資

料の提供が医療機関、児童福祉施設、学校等にできる規定）
△ 〇

被虐待児童への自立支援（親子関係再構築支援を関係機関等が連携して実施することの明記） 〇

被虐待児童への自立支援（措置解除後の児童の継続的な安全確認と保護者への相談支援の実施） 〇 〇

被措置児童への自立支援（都道府県に里親支援を業務として位置づけ） 〇

被措置児童への自立支援（養子縁組里親の法定化、研修の義務化） 〇

被措置児童への自立支援（20歳に達するまでの間、施設入所等措置の延長） 〇

被措置児童への自立支援（自立援助ホームの22歳の年度末の就学中の者の延長） 〇

2016 平成28.6.3 居宅訪問型児童発達支援の創設（重度の障害の状態にある児童＋児童発達支援） 〇

保育所等訪問支援の支援対象の拡大 〇

障害児福祉計画の作成（障害福祉計画と一体化作成も可　施設認可の総量規制） 〇

医療的ケア児に対する各種支援の連携 〇 〇 〇

2017 平成29.6.21 虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への司法関与 〇 〇 〇

家庭裁判所による一時保護の審査の導入 〇

接近禁止命令を行うことができる場合の拡大（一時保護や同意による施設入所措置の場合の追加） 〇

2019 令和1 児童相談所長、児童福祉施設の長、里親など親権者等による体罰の禁止 〇

児童相談所の業務の明確化（一時保護児童解除後の児童の安全確保） 〇

市町村・都道府県の体制整備等に対する国の支援の明記 〇

児童福祉審議会における児童等の意見聴取時の配慮 〇 〇 〇

児童相談所の体制強化（児童福祉司・児童心理司・SVの配置基準） 〇

児童相談所の業務の質の評価の実施 〇

要保護児童対策地域協議会の情報提供等への応答の努力義務 〇 〇 〇 〇

司法年 月　日 改正 法　改　正　の　概　要
障害

福祉
医療
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Ｃ 児童福祉法成立・改正からみえる障

害児支援 

 1947（昭和 22）年に成⽴した児童福祉
法は、第⼆次世界⼤戦後、戦後の孤児や貧
困への対応、⼦どもの健やかな成⻑と最低
限度の⽣活を保障するため、戦後間もなく
制定された法律である。この法律は、これ
まで第 16 次改正のほか、ほぼ毎年のよう
に改正されており、障害福祉関連、児童福
祉（⼦育て⽀援分野、児童養護・児童虐待
対応分野）関連、また医療関連・司法関連
などもまた、その時代の要請にそって改正
されている。 
 そのため、まず、法改正が⾏われた領域
を年代順に整理する必要があった。巻末の
表 1，2，3 は、以下のような⼿順で作成し
た。まず、児童福祉法の成⽴から第 16 次
改正を含めた 2019 年までの法の改正内容
の概要（〔衆議院ホームページ〕⽴法情報
から各国会制定法律⼀覧を閲覧）を年代順
に抽出した。次に、その概要を概観し、
「障害福祉」、「医療」、「児童福祉（⼦育て
⽀援）」、「児童福祉（児童養護・虐待対
応）」、「司法」関連領域の５項⽬に分類し
た。この法改正の年代と関連領域を軸とし
た分割表から、年代順の法改正がどの領域
で⾏われているのかチェック（主たる該当
項⽬を〇・副次的な該当項⽬については△）
した。 

表１〜表３に基づいて、⽀援の経緯を児
童福祉法創設（1947 年）〜1990 年代と、
2000 年代から現在の２つに区分した。さ
らに、2021 年の社会保障審議会障害者部
会での「障害者総合⽀援法改正法施⾏後 3
年の⾒直しについて 中間整理 令和 3 年
12 ⽉ 16 ⽇」障害児通所⽀援の在り⽅に関

する検討会でまとめられた「障害児通所⽀
援の在り⽅に関する検討会報告書―すべて
の⼦どもの豊かな未来を⽬指して 令和 3
年 10 ⽉ 20 ⽇」を根拠に、障害児⽀援の在
り⽅の今後について表 4 のように整理でき
るだろう。 
 
表４ 障害児支援の歴史的区分 

 
 
 
 
 
 
 
 以下、障害児⽀援について、この３つの
区分に基づき、詳細に説明していくことと
する。 
 
１）行政主導の措置による療育支援（児童

福祉法創設【1947 年】から 1990 年代の約

50 年間） 

 第⼆次世界⼤戦終了後、法制度において、
障害のある⼦どもについて、療育的な関わ
りが必要であることが児童福祉法に明記さ
れた。「盲ろうあ児施設」「病虚弱児施設」
「肢体不⾃由児施設」が療育施設の下に追
加された。図 2 のように、施設が住居地か
ら遠⽅である場合、⼦どもと養育者は、⼦
どもが施設⼊所するために、親⼦で離れば
なれの⽣活をすることになる。また、仮に
⾃宅から通園施設（1954 年 精神薄弱児
通園施設の創設）に通えたとしても、地域
の保育所・幼稚園への併⾏通園は困難であ
るとされることや、⼊園拒否をされること
さえあった。また学校教育についても、地 
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域の学校には通学できず、養護学校（学校
教育法により 1979〔昭和 54〕年に義務教
育制、 2007〔平成 19〕年 特別⽀援学
校と改名）に⼊学することを余儀なくされ
ることが多かった。 
 このように、第⼆次世界⼤戦直後から約
50 年間の⽇本の障害児⽀援は、法制度にお
いては整備が進められたものの、障害児⽀
援のために創設した⼊所・通所施設に⾏政
主導による措置が⾏われるという療育⽀援
を進めていた時代である。 
 

２）自己決定権の尊重と地域生活可能な支

援（2000 年代から現在） 

①児童の虐待等に関する法律（以下、児童

虐待防止法）の成立による児童相談の変容 

2000（平成 12）年に児童虐待防⽌法が
成⽴し、児童虐待の防⽌とその対応・家族
への⽀援についての強化がなされた。これ
まで、児童相談所は、⾮⾏問題、学校不適
応・不登校、障害児⽀援などあらゆる児童
の問題に対応していたが、この法律の成⽴
が児童虐待対応に追われる児童相談所の現

状に繋がっている。表２の通り、2000（平
成 12）年以降の児童福祉法の第 14・15 次
改正は、児童養護、とりわけ児童虐待対応
について、相談対応の明確化や児童相談所
の役割を明確化している。 
 更に、2016（平成 28）年には、児童虐
待への対応について、発⽣予防から迅速な
対応、その後の児童への⽀援を重視するこ
とが明記された。「全て児童は、児童の権
利に関する条約の精神にのっとり、適切に
養育されること、その⽣活を保障されるこ
と、愛され、保護されること、その⼼⾝の
健やかな成⻑及び発達並びにその⾃⽴が図
られることその他の福祉を等しく保障され
る権利を有する。」とする児童福祉法の理
念内容も⼤幅に改定されている。 

 
②契約制度の導入と自己決定権の尊重 

 2003（平成 15）年、これまで⾏政主導
で療育⽀援が⾏われていたが、⾃分⾃⾝で
選択して、準備された⽀援メニューを決定
する契約制度が導⼊された。 
 2010（平成 22）年には、障害児の定義 

図２ 
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の⾒直し（2005〔平成 17〕年に障害児の
定義が新設されている）、障害児に関する
根拠規定が、障害者総合⽀援法の改正に伴
い、児童福祉法に⼀本化された。また、児
童発達⽀援・放課後等デイサービス・保育
所等訪問⽀援の障害児通所⽀援が創設され、
これを受けて多くの障害児者の通所⽀援の
事業所が作られている。  

この法改正に伴う⽀援サービスの整備に
より、障害のある⼦どもと養育者が地域の
なかで⽣活が可能となった（図 3）。 

更に、2016（平成 28）年においては、
⼀定の場所で障害児に⼀定の⽀援をするだ
けでなく、障害児が暮らす居宅への訪問に
よる⽀援、保育⼠・教師などへの障害児⽀
援の専⾨家によるコンサルテーション型の
⽀援など、新しい⽀援の形が⼯夫され、法
的にも明記されるようになっている。 

 
３）インクルージョンの推進による一体的

支援【今後】 

 2021（令和 3）年に開催された社会保障
審議会 障害者部会 障害者総合⽀援法改

正施⾏後 3 年の⾒直しについて（中間整
理）、また同年に開催された障害児通所⽀
援の在り⽅に関する検討会での「障害児通
所⽀援の在り⽅に関する検討会報告書 〜
すべての⼦どもの豊かな未来を⽬指して〜」
を踏まえ、今後の障害児⽀援の在り⽅を想
像すると、図 4 のようになる。地域での⽣
活が持続可能になることはもちろんのこと、
障害児施策と⼦育て施策を延⻑線上のもの
として考える⼀体的な⽀援が⾏われ、イン
クルージョンが推進されることとなる。 
 インクルージョンという理念は⼤変理想
的な考え⽅ではあるが、実際に実現してい
くのは難しい。 
 今回の「障害児通所⽀援の在り⽅に関す
る検討会」においては、インクルージョン
の推進については、強く推し進められてい
るが、実際にどのように進めていけばよい
のか少々具体性には⽋ける。しかしながら、
推進のためのヒントになり得る事柄として、
児童発達⽀援・放課後等デイサービスにお
ける保育所や幼稚園などへの移⾏⽀援を推
進、保育所等訪問⽀援の重要性の勘案など 

図３ 
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があげられている。今後は移⾏⽀援や後⽅
⽀援など、これまでの発達⽀援などを主と
した直接⽀援だけでなく、さまざまな⽀援
⽅法がいっそう必要となってくるであろう。
また、検討会の議論とはなっていないが、
これらの⼀体的⽀援を実践していくために
は、本⼈、家族、そして本⼈をとりまく地
域の⼈々が、本⼈がどのような⽣活のしづ
らさを有するのか、またどのような発達の
特性があるのかを「知っている」ことが合
理的配慮を⾃然なものとし、延いてはイン
クルーシブの推進につながっていくことに
なると推察する。 
 
Ｄ 発達障害者支援法に基づく発達障害

児への支援 

 発達障害児への特化した⽀援については、
発達障害者⽀援法の内容を概観することで
明らかになる。 

発達障害者⽀援法は 2004（平成 16）年
に成⽴した議員⽴法である。本法は、発達
障害の早期発⾒と発達障害者に対する早期
の⽀援が重要であるという⽴場から、①国

及び地⽅公共団体責務、②教育、就労につ
いての⽀援、③発達障害者⽀援センターの
指定などを定めている。また、2016（平成
28）年には、①ライフステージを通じた切
れ⽬ない⽀援、②家族なども含めた、きめ
細かな⽀援、③地域の⾝近な場所で受けら
れる⽀援、この３つを要点として、本法が
改正されている。 

発達障害児の⽀援については、以下の７
つの側⾯から整理しておきたい。 

 
１）児童の発達障害の早期発見と「気づき」

の段階からの支援の重要性 

本法第 5 条「児童の発達障害の早期発⾒
等」では、市町村においては、１歳６か⽉
健診及び３歳児健診における早期発⾒、市
町村の教育委員会においては、就学時健診
において早期発⾒に⼗分留意することを明
記している。また、児童が発達障害と診断
される前であっても、発達障害の特性があ
ることの「気づき」の段階から、できる限
り必要な⽀援を⾏うことが重要であるとし、
発達障害を有する疑いのある児童について

図４ 
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の相談、助⾔等について規定している。 
 

２）早期の発達支援〔発達障害の基本的知

識・必要な情報・保護者が取り組める発達

支援〕 

 本法第６条「早期の発達⽀援」において
は、発達障害児の早期の発達⽀援の重要性
を明記している。 
 発達障害についての知識や医療機関や事
業所等の地域の⽀援機関について、保護者
に情報提供する、また保護者が取り組める
発達⽀援の⽅法を普及啓発することが考え
られている。 
 
３）インクルーシブな保育と教育の実現 

 本法第７条「保育」・第８条「教育」に
おいて、その基本理念は、発達障害児や他
の児童⽣徒と共に⽣活するインクルーシブ
な保育及び教育である。どちらも、このこ
とを実現させるためには、適切な配慮や⽀
援、場合によっては治療が必要とされ、そ
のためには、発達障害児がどのような⽣活
のしづらさや困難を有するのか社会⽣活モ
デル・医療モデルの両観点から「知り」、
適切な⽀援と環境を整備していくことの必
要性がこの法案から読み取れる。 
 
４）放課後児童健全育成事業の利用―子ど

も・子育て支援・教育・障害児支援施策の

一体的な支援に向けて 

 本法第９条「放課後児童健全育成事業利
⽤」においては、⼦ども・⼦育て⽀援施策、
また教育施策・障害児⽀援施策などを必要
に応じて、領域をまたいで必要な⽀援メニ
ューを⽤意していくことが重要であるとし
ている。2021（令和 3）年の「障害児通所

⽀援の在り⽅に関する検討会」で報告書と
してまとめられているように、⼦ども・⼦
育て⽀援施策・教育施策・障害児⽀援施策
を⼀体的な⽀援とする考え⽅と同様の⽅向
を⽰している。 
 
５）発達障害者の家族等への支援 

 本法第 13 条「発達障害者の家族等への
⽀援」において、「発達障害者の家族その
他の関係者に対し、相談、情報の提供及び
助⾔、発達障害者の家族を互いに⽀えあう
ための活動の⽀援その他の⽀援を適切に⾏
う」とされている。⽀援を⾏うのは、保護
者に限らず兄弟姉妹や⽀援者など多岐にわ
たるため、改正法では、「発達障害者の家
族その他の関係者」と規定している。 
 発達障害児の家族⽀援については、⼦ど
もの特性を親仲間と⼀緒に肯定的に捉えら
れるようにするペアレント・プログラムへ
の参加、発達障害児の⼦育て経験のあるペ
アレント・メンターへの相談など、家族を
⽀えるプログラムからシステムなど、⽀援
⽅法が構築されつつある。今後、これらの
プログラムやシステムを有効的に活⽤する
ための⼯夫が必要になってくるものと推察
する。 
 
６）専門的な医療機関の確保等 

 本法第 19 条「専⾨的な医療機関の確保
等」においては、発達障害の診断や発達⽀
援を⾏うことができる医療機関の確保が必
要とされている。しかしながら、発達障害
の専⾨医に受診するまでに⻑期間の待機を
要することがある。 
 発達障害に対応できる専⾨的な知識また
は技能を有する医師を確保し、受診までの
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待機期間がいたずらに⻑くなることで本⼈
や家族の不安を増⻑させないように対策を
講じる必要がある。 
 
７）国民への普及及び啓発 

 昨今、発達障害について⽿にすることが
増えた。国⺠への啓発は、ある程度は進ん
できたと思われる。 
 本法第 21 条「国⺠に対する普及及び啓
発」において、知識は浸透してきているも
のの「個々の発達障害の特性」までの普及
は不⼗分であるとされている。⾃閉スペク
トラム症、注意⽋如多動症、限局性学習症、
トゥレット症候群、吃⾳症など、個々の発
達障害の特性を知ってもらうことで、彼
ら・彼⼥らを取り巻く⼈たちの更なる理解
の推進や合理的配慮に繋げていくことが重
要である。 
Ｅ 発達障害児の支援サービスマップの作

成 

 １〜３において、発達障害児の⽀援につ
いて児童福祉法の改正の経緯を追いながら、
障害児⽀援のありかたを３期にわけて整理
した。また発達障害者⽀援法において、発
達障害児の⽀援のポイントについても概観
した。 
 以上のことを確認した上で、今後、４名
（発達障害児の実際の⽀援者２名 発達障
害児の⽀援・発達障害児の検査作成などの
研究者 2 名）において発達障害児の⽀援サ
ービスマップを作成した。 
 
１）発達障害児の支援サービスマップ作成

の手順 

① 発達障害児の⽀援のための機関・事
業・サービス等、公的⽀援の基礎データを

ピックアップする。（表 5） 
② 発達障害児への⽀援を実践者にヒアリ
ング調査を⾏い、⽀援の流れを「事例化前
の時期」「事例化の時期」「前⽀援期」「直
接⽀援の時期」「移⾏の⽀援時期Ⅰ」「学齢
期の⽀援」「移⾏の⽀援時期Ⅱ」と分け、
更に、各⽀援の時期において実際にどのよ
うな⽀援内容や機能が必要なのかを細分
化・明確化していく。 
③ ①でピックアップしたデータの中で地
域での⽀援機能を確認していくのに、必要
と思われる機関・事業・サービスを選択す
る。 
④ ②で作成した項⽬を縦軸、③で選択し
た項⽬を横軸として、発達障害児の⽀援サ
ービスマップを作成する。 
 本研究においては、①と③を実施した。 
 
２）発達障害児の支援サービスマップのた

めの必要となる機関・事業・サービスの基

礎データの選択 

 表 5 の 54 項⽬の機関・事業・⽀援サー
ビスのうち、以下の A〜F に該当する 31 項
⽬（保留２項⽬を含む）を除外した。 
Ａ 胎⽣期・直後の⽀援サービス８項⽬ 
  （１・２・3・４・５・６・7・17） 
Ｂ 児童養護（虐待対応）関連の⽀援サー

ビス８項⽬ 
（12・13・16・46・47・49・50・51） 
Ｃ 協議会・体制整備などの３項⽬ 
  （38・41・44） 
Ｄ 設置状況３に該当する７項⽬ 
  （19・20・21・23・33・34・35・

36・40・42） 
  ※但し、4 名での合議により、20・21・23 は、

地域により実際の⽀援機能の格差があり、
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⽀援サービス機能のチェックに⽋かせな
い項⽬であるとして除外しないこととし
た。 

Ｅ ⼊所に関しての⽀援 3 項⽬ 
  （52・53・54） 
F マップ作成時において、該当項⽬決定

を保留した 2 項⽬ 
  （８・18） 
 残った 23 項⽬(表 6)を、発達障害児の⽀
援サービスマップ機関・事業・サービスの
基礎データとした。 
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表 5 発達障害児の支援サービスマップ 機関・事業・サービスの基礎データ（54 項目） 

 

＊次項に続く 

 

事業名 機関名
設置
※１

対象
※２

目的・機能など

1 妊娠中の母親・両親学級（母子保健事業） 3 1 妊婦だけでなく父親も含めた夫婦に対して出産 前の準備教育がなされる場

2 妊婦家庭訪問(保健師・助産師） 1 1 保健師・助産師による家庭への訪問による指導

3 妊婦健診（母子保健事業） 1 1 妊婦に対し、14回程度の妊婦健診費用の公費助成

4 産婦健診（母子保健事業） 1 1
産後2週間、産後1か月など出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復や授乳状
況の把握等を行う

5 新生児訪問・未熟児訪問（母子保健事業） 1 1
新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児上重要な事項の指導を目的として、生後28日以
内（里帰りの場合は60日以内）に保健師や助産師が訪問

6 産前・産後サポート事業 3 1
子育て世代包括支援センターの利用者で、身近に相談できる者がいないなど、支援を受けることが適
当と判断された妊産婦等

7 産後ケア事業 3 1 心身の不調又は育児不安がある者、その他、特に支援が必要と認められる者

8 子育て世代包括支援センター 2 1
妊娠初期から子育て期にわたり、妊娠の届出等の機会に得た情報 を基に、妊娠・出産・子育てに関
する相談に応じ、必要に応じて個別に支援プラ ンを策定し、保健・医療・福祉・教育等の地域の関係
機関による切れ目のない支援を行う

9 保育所 1 1
日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設　（保
育士の加配　研修に「障害児保育」を盛り込む　障害児保育の地方交付税の拡充）

10 幼稚園 1 1

3歳以上の幼児を対象として，幼児を保育し，適当な環境を与えて，その心身の発達を助長することを
目的とする学校（障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体
的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持て
る力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援）

11 認定こども園 1 1
教育･保育を一体的に行う施設で､いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設（保育
所と同様の支援）

12 乳児家庭全戸訪問（事業） 1 1
生後4か月を迎える日までの赤ちゃんがいる全ての家庭　　1、育児に関する不安や悩みの傾聴、相
談　　2、子育て支援に関する情報提供　　3、乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把
握　　4、支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整

13 養育支援訪問事業 1 2
養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師・助産師・保育士等がその居宅を訪問し、
養育に関する指導、助言等を行う

14
1歳６か月児健康診査・3歳児健康診査
 (乳幼児健康診査）

1 1
定期的に健康診断および検査を受け、常にその健康状態を明らかにして乳幼児の健康の保持増進を
図る（1歳6か月健康診査　3歳時健康診査）

15 事後指導（乳幼児健康診査） 1 1 乳幼児健康診査の受診者等に対し、結果を口頭、通知し、必要に応じて適切な指導を行う。

16 児童委員（主任児童委員）制度 1 1
地域の子どもたちが元気で暮らせるよう、見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支
援等

17 特定妊婦への支援 2 2
出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対して、要対
協につなげ、情報共有や連絡調整により、必要な支援を行う。

18 地域子育て支援拠点（事業）
子育て支援センター
（保育所・児童館などに設置）

2 1
地域の子育て支援 機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援 す
る

19 利用者支援事業（保育コンシェルジュ） 3 1
障害児、多胎児のいる家庭など、配慮が必要な子育て家庭等の状 況に対応して、よりきめ細かい相
談支援等ができるよう専門的な知識・経験を有する職員を配置する

20
巡回支援専門員整備
（地域生活支援事業）

3 3
子どもや親が集まる施設・場に巡回等支援を実施し、障害が「気になる」段階から支援を行うための体
制の整備を図り、保育所等訪問支援等との連携により、発達障害児等の福祉の向上を図る。

21
障害児等療育支援事業
（地域生活支援事業）

3 2
訪問・外来による療育指導・療育相談　障害児の通う保育所や放課後児童クラブや障害児通園事業
等の職員の療育技術の指導　療育機関への支援

22 診察（小児科・児童精神科） 2 2
現れる症状について医師が問診や行動観察を行い、問診で得た情報をもとに、心理検査や発達検査
などを行い、それらの結果から、『DSM-5』や『ICD-10』などの診断基準を満たしているかどうか、また
日常生活・社会生活に著しい不適応を起こしているかどうかなどを総合的にみて診断する。

23 障害児（者）リハビリテーション 3 2
心身に障害がある者が社会人としての生活ができるようにすること。実際には、社会復帰、職場への
復帰、家庭への復帰あるいは学校への復帰を促進することにより、身体的、精神的、社会的、職業的
にその機能を最大限に発揮させ、最も充実して生活できるようにすること

24
基幹相談支援センター
（地域生活支援事業）

2 2
総合的・専門的な相談の実施 地域の相談支援体制強化の取組 地域の相談事業者への専門的な 指
導助言、人材育成 地域の相談機関との連携強化 地域移行・地域定着の促進の取 組 権利擁護・虐
待の防止

25 障害児相談支援 2 2
障害児の自立した生活を支え、障害児の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマ
ネジメントによりきめ細かく 支援する

26 児童発達支援 1 2
障害の気づきの段階から継続的な支援を行 い、将来の子どもの発達・成長の姿を見通しながら、日
常生活や社会生 活を円滑に営めるよう、今、どのような支援が必要かという視点を持ち、 子どもの自
尊心や主体性を育てつつ発達上の課題を達成させること

27 保育所等訪問支援 1 2
障害のある児童が集団生活に適応するための支援として、専門職員が保育所等を訪問し、児童への
直接支援や訪問先施設スタッフへの技術的助言等を行う

28 巡回相談（特別支援教育） 2 2
児童生徒一人一人のニーズを把握し，児童生徒が必要とする支援の内容と方法を明らかにするため
に，担任，特別支援教育コーディネーター，保護者など児童生徒の支援を実施する者の相談を受け，
助言すること

29 就学時健康診断 1 2
初等教育を受ける5ヶ月から6ヶ月前に行われる健康診断を指します。学校保健安全法により、次年度
に初等教育を受ける予定である子どもにたいして、心身の健康を確認するために行われる。

30 就学相談・就学先決定（教育支援委員会） 1 2
本人の障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見
地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組み

31 特別支援学校におけるセンター的機能 2 2
幼稚園・学校に在籍する障害のある児童生徒について、その教育的ニーズに応じた適切な教育を提
供していくためには、特別支援学校が、教育上の高い専門性を生かしながら地域の小・中学校を積極
的に支援していく

32 通級による指導（通級指導教室） 1 2 障害による学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服することを目的とする指導（幼・小・中・高）

33 子どもの心の診療ネットワーク事業 3 2
さまざまな子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応するため、都道府県域における拠点病院
を中核とし、各医療機関た保健福祉機関等と連携した支援体制の構築を図るための事業を実施する
ともに災害時の子どもの心の支援体制づくりを実施する。

34 かかりつけ医等発達障害対応向上研修事業 3 3
発達障害における早期発見・早期支援の重要性に鑑み、どの地域においても一定水準の発達障害
の診療、対応が可能となるように医療従事者の育成の取り組み

35
発達障害診断待機解消事業
（発達障害専門医療機関初診待機解消事業）

3 3
発達障害の診断を行っている専門的な医療機関において、アセスメントやカウンセリングができる医
師以外の職員を新たに配置することや、地域の児童発達支援センター等の機関に委託し、アセスメン
トや保護者へのカウンセリング等を行い、その内容を医療機関に伝達する等、また効果測定の事業
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36
発達障害診断待機解消事業
（発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業）

3 3
発達障害の専門的医療機関の確保を目的として、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を行う
ための実地研修等の実施や医療機関の研修の実施のコーディネートを行う発達障害医療コーディ
ネーターの配置

37 発達障害者支援センター運営事業 発達障害者支援センター 1 3
各都道府県・指定都市の設置する発達障害者支援センターにおいて、発達障害者やその家族等に対
して、相談支援・発達支援・就労支援及び情報提供を等を行う。

38
発達障害者支援体制整備事業
(発達障害者地域支援マネージャー）

2 3
各ライフステージに対応する一貫した支援の提供を目的として、関係機関等のネットワークの構築、家
族支援体制の整備、研修会の実施、地域支援機能の強化を行う事業

39 発達障害児及び家族等支援事業 2 3
発達障害者の家族が互いに支え合うための活動等を行うことを目的とし、ペアレントメンターの養成や
活動の支援、ペアレントプログラム、ペアレントトレーニングの導入、ピアサポートの推進及び青年期
の居場所作り等を行い、発達障害児者及びその家族に対する支援体制の構築を図る。

40
家庭・教育・福祉連携推進事業
（地域連携推進マネージャー）

3 3
「家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクト」に基づき、教育と福祉の連携を推進し、保護
者支援を推進するための方策を実施し、その検証結果に基づいて報告を行う事業

41 発達障害者支援地域支援協議会 2 3
地域における発達障害者の課題について情報共有を図るとともに、支援体制の整備状況や発達障害
者支援センターの活動状況等について検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議・検討を
行う。

42 発達障害児者の地域生活支援モデル事業 3 3
発達障害児者やその家族が地域で安心して暮らしていけるよう、関係する分野との協働による切れ目
のない支援等が可能となるような先駆的な取組を通じて有効な支援手法を開発・普及し、地域生活支
援の向上を図る。

43 児童館 1 1
18歳未満のすべてのこどもを対象とし、地域における遊び及び生活の援助と子育て支援を行い、子ど
もの心身を育成し、情操をゆたかにすることを目的とする施設　障害のある子どもの利用にあたり、合
理的配慮に努めること

44 （自立支援）協議会 1 2
地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課題を共有し、その
課題を踏まえて、地域の サービス基盤の整備を着実に進めていく役割

45 放課後児童健全育成事業
放課後児童クラブ（児童クラブ・
学童クラブ・学童保育）

1 1

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学
校の余裕教室や障害児を５人以上受け入れている場合の加配職員の配置児童館等を利用して適切
な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの（障害児を５人以上受け入れている場合
の加配職員の配置）

46 要保護児童対策地域協議会 1 2
要保護児童・要支援児童及びその保護者又は特定妊婦に関する情報その他要保護児童の適切な保
護又 は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うととも
に、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うもの

47 児童家庭支援センター 1 2 地域の子どもの福祉に関する各般の問題に関する相談、必要な助言等

48 児童相談所 1 2
市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ、子どもが
有する問題又は子どもの真のニ－ズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子ども
や家庭に最も効果的な援助を行い、子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護する行政機関

49 児童心理治療施設 2 2
心理的問題を抱え、社会生活への適応が困難な満20歳未満の子どもたちを対象として短期間の入所
を行ったり、保護者の元から通所し、医療的な視点から、生活支援や心理治療を行う児童福祉施設

50 乳児院 1 2
保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する児童福祉施設。乳幼児の基本的な養育機能に加
え、被虐待児・病児・障害児などに対応できる専門的養育機能を持つ。

51 児童養護施設 1 2
保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えると
ともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成
長とその自立を支援する機能をもつ児童福祉施設。

52
障害児入所支援
（医療型・通所型）

1 2 重度・重複障害や被虐待児への対応を図るほか、自立（地域生活移行）のための支援

53 短期入所 1 2
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への
短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び
食事の介護その他の必要な支援

54 日中一時支援事業 2 2
障害者または障害児の日中における活動の場の確保とともに家族の 就労支援と一時的な休息を目
的に日中、障害福祉サービス事業所や障 害者支援施設において、見守りや集団生活に適応するた
めの訓練等の支援

設置
※１

設置状況１　全国に必置しなくてはいけない施設、もしくは全国で必須の事業
設置状況２　努力義務など、多くの都道府県・市町村で実施されている
設置状況３　法的には位置付けられているが、使われていない・事業化されていないことが多い

対象
※２

利用対象１　子どもに関する制度・施設・事業なかに障害児支援が含まれている
利用対象２　障害児全般もしくは養育環境に課題を有している子どもを対象としている
利用対象３　発達障害児支援に特化している
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表 6 発達障害児の支援サービスマップ 機関・事業・サービスの基礎データ（23 項目） 

 

 

  

23項目 54項目 事業名 機関名
設置
※１

対象
※２

1 9 保育所 1 １

2 10 幼稚園 1 １

3 11 認定こども園 1 １

4 14
1歳６か月児健康診査・3歳児健康診査
 (乳幼児健康診査）

1 １

5 15 事後指導（乳幼児健康診査） 1 1

6 20
巡回支援専門員整備                                            （地域
生活支援事業）

3 3

7 21
障害児等療育支援事業                                         （地域
生活支援事業）

3 2

8 22 診察（小児科・児童精神科） 2 2

9 23 障害児（者）リハビリテーション 3 2

10 24
基幹相談支援センター
（地域生活支援事業）

2 2

11 25 障害児相談支援 2 2

12 26 児童発達支援 2 2

13 27 保育所等訪問支援 3 2

14 28 巡回相談（特別支援教育） 2 2

15 29 就学時健康診断 1 1

16 30 就学相談・就学先決定（教育支援委員会） 1 2

17 31 特別支援学校におけるセンター的機能 2 2

18 32 通級による指導（通級指導教室） 1 2

19 37 発達障害者支援センター運営事業 発達障害者支援センター 2 3

20 39 発達障害児及び家族等支援事業 3 3

21 43 児童館 1 １

22 45 放課後児童健全育成事業
放課後児童クラブ
（児童クラブ・学童クラブ・学童保育）

1 1

23 48 児童相談所 1 2

設置※１
設置状況１　全国に必置しなくてはいけない施設、もしくは全国で必須の事業
設置状況２　努力義務など、多くの都道府県・市町村で実施されている
設置状況３　法的には位置付けられているが、使われていない・事業化されていないことが多い

対象※２
利用対象１　子どもに関する制度・施設・事業なかに障害児支援が含まれている
利用対象２　障害児全般もしくは養育環境に課題を有している子どもを対象としている
利用対象３　発達障害児支援に特化している
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Ｆ 健康危険情報 該当なし 
Ｇ 研究発表 

1．論⽂発表 なし 
2．学会発表 なし 

Ｈ 知的財産権の出願・登録状況 

 該当なし 
Ｉ 引用・参考文献 
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産後ケア事業ガイドライン 令和 2 年 8 ⽉ 
平成 28 年度⼦ども・⼦育て⽀援推進調査
研究事業「産前・産後⽀援のあり⽅に関す
る調査研究」 公益社団法⼈ ⺟⼦保健推
進会議（主担当研究班）公益社団法⼈ ⽇
本産婦⼈科医会 公益社団法⼈ ⽇本助産
師会（分担研究班）の調査研究報告等を⺟
⼦保健推進会議において取りまとめ 
〇8 ⼦育て世代包括⽀援センター 
・⼦育て世代包括⽀援センターの設置運営
について（通知） 雇児発 0331 第 5 号 
厚⽣労働省雇⽤均等・児童家庭局⻑通知 
平成 29 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId
=00tc2680&dataType=1&pageNo=1 
（2022/02/03） 
・⼦育て世代包括⽀援センター業務ガイド
ライン 平成 29 年 8 ⽉ 平成 28 年度⼦ど
も・⼦育て⽀援推進調査研究事業「⼦育て
世代包括⽀援センターの業務ガイドライン
案作成のための調査研究」 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-11900000-
Koyoukintoujidoukateikyoku/kosodatesedai
gaidorain.pdf（2022/01/10） 
〇９ 保育所 
〇10 幼稚園 
〇11 認定こども園 
・幼稚園・保育園での発達障害の考え⽅と
対応 平岩幹男 少年写真新聞社 2008 

・幼稚園・保育園での発達障害の考え⽅と
対応 役に⽴つ実践編 平岩幹男 少年写真
新聞社 2010 
・障害児保育: 障害のある⼦どもから考え
る教育・保育 (乳幼児教育・保育シリーズ)  
久保⼭ 茂樹、 ⼩⽥ 豊 光⽣館 2018 
・ポケット判 保育⼠・幼稚園教諭のための
障害児保育キーワード 100 ⼩川 英彦 
福村出版 2017 
・障害児保育 鶴 宏史 晃洋書房 2018 
・⽇本の障害児(者)の教育と福祉―古くて
新しい課題 浅井浩 ⽥研出版 2012 
〇12 乳児家庭全⼾訪問事業 
・乳児家庭全⼾訪問事業ガイドライン 厚
⽣労働省 HP 
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/b
unya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/dl/13
1030_03-02.pdf（2022/01/10） 
〇13 養育⽀援訪問事業 
・養育⽀援訪問事業ガイドライン 厚⽣労
働省ＨＰ
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/b
unya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/dl/13
1030_04-02.pdf（2022/01/10） 
〇14・15 乳幼児健診 
・総説 乳幼児健康診査制度の変遷と健康
診査情報の利活⽤について 梅⽊和宣 ⼩
児保健研究第 77 巻第 6 号 2018  
・乳幼児⾝体発育評価マニュアル 令和 3
年 3 ⽉改訂 平成 23 年度 厚⽣労働科学
研究費補助⾦（成育疾患克服等次世代育成
基盤研究）「乳幼児⾝体発育調査の統計学
的解析とその⼿法及び利活⽤に関する研究」
2021 
・乳幼児健診マニュアル第６版 福岡地区
⼩児科医会 乳幼児保健委員会 医学書院 
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2019 
〇16 児童委員・主任児童委員制度 
・⺠⽣委員・児童委員について 厚⽣労働
省 HP 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit
e/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/mins
eiiin/index.html（2022/01/12） 
・ご存じですか？ 地域の⾝近な相談相⼿
「⺠⽣委員・児童委員」政府広報オンライ
ン 内閣府⼤⾂官房政府広報室 HP 
https://www.govonline.go.jp/useful/ 
article/201305/1.html（2022/01/12） 
・⺠⽣委員のための障害児⽀援ハンドブッ
ク ⼩林雅彦著 中央法規 2019 
〇17 特定妊婦への⽀援 
・⼦ども虐待対応の⼿引き（平成 25 年 8
⽉ 改正版）厚⽣労働省雇⽤均等・児童家
庭局総務課 P261〜P264  
・特定妊婦への対応と課題 ⽇本周産期・
新⽣児医学会雑誌第 56 巻第４号ワークシ
ョップ２「社会的ハイリスク妊婦」 ⽔主
川純 2021 
〇18 地域⼦育て⽀援拠点   
・「地域⼦育て⽀援拠点事業の実施につい
て」五次改正 ⼦発０３２６第 7 号 令和
3 年 3 ⽉ 26 ⽇ 厚⽣労働省雇⽤均等・児童
家庭局⻑通知 
https://www.mhlw.go.jp/content/0006384
81.pdf（2022/01/10） 
 
〇19 利⽤者⽀援事業 
・利⽤者⽀援事業の実施について 六次改
正 府⼦本第 334 号 ２⽂科初第 1906 号 
⼦発 0326 第 8 号 令和 3 年 3 ⽉ 26 ⽇ 内
閣府⼦ども・⼦育て本部統括官 ⽂部科学
省初等中等教育局⻑ 厚⽣労働省雇⽤均

等・児童家庭局⻑通知  
https://www.mhlw.go.jp/content/0007804
92.pdf（2022/02/03） 
〇20 巡回⽀援専⾨員整備（事業） 
・地域⽣活⽀援事業等の実施について 改
正平成 29 年 9 ⽉ 7 ⽇ 厚⽣労働省社会・
援護局障害保健福祉部⻑通知 任意事業 
（６）巡回⽀援専⾨員整備 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-12200000-
Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/c
hiiki.pdf（2022/02/03） 
〇21 障害児等療育⽀援事業 
・地域⽣活⽀援事業等の実施について 改
正平成 29 年 9 ⽉ 7 ⽇ 厚⽣労働省社会・
援護局障害保健福祉部⻑通知 障害児等療
育⽀援事業 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-12200000-
Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/c
hiiki.pdf（2022/02/03） 
・障害児（者）地域療育等⽀援事業ハンド
ブック その理解と円滑な実施のために 
宮⽥広善編著 ぶどう社 2001 
〇22 診察 
・乳幼児の発達障害診療マニュアル - 健診
の診かた・発達の促しかた 洲鎌 盛⼀ 
医学書院 2013 
・こころの医学⼊⾨: 医療・保健・福祉・
⼼理専⾨職をめざす⼈のために 近藤 直司, 
⽥中 康雄他 中央法規出版 2017 
・ライブ講義 発達障害の診断と⽀援 鵜内
⼭登紀夫 岩崎学術出版社 2013 
・発達障害⽀援の実際 診療の基本から多様
な困難事例への対応まで 内⼭登紀夫 
医学書院 2017 
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・⼦ども家庭相談に役⽴つ児童⻘年精神医
学の基礎知識 ⼩野善論 明⽯書店 2009 
〇23 障害児（者）リハビリテーション 
・理学療法⼠・作業療法⼠・⾔語聴覚⼠が
集うリハビリ情報サイト PT-OT-ST．
NET  H007 障害児(者)リハビリテーシ
ョン料(1 単位)  
〇24 基幹相談⽀援センター 
・詳説・相談⽀援‐その基本構造と形成過
程・精神障害を中⼼に 萩原浩史 ⽣活書
院 2019 
・基幹相談⽀援センターの役割のイメージ 
厚⽣労働省 HP 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-12600000-
Seisakutoukatsukan/0000100547.pdf?mscl
kid=0c603e40c7b211eca8ae5b8d49ddb71c
（2022/04/29） 
〇25 障害児相談⽀援 
・障害児⽀援施策 厚⽣労働省 HP 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit
e/bunya/0000117218.html?msclkid=933ce
44fc7b311eca739c56da6f94e55
（2022/04/04） 
・障害のある⼦の⽀援計画作成事例集 発
達を⽀える障害児⽀援利⽤計画と個別⽀援
計画 ⽇本相談⽀援専⾨員協会編集 中央
法規 2016 
 
〇26 児童発達⽀援 
・児童発達⽀援ガイドライン 厚⽣労働省 
児 童 発 達 ⽀ 援 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 検 討 会
2017 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-12200000-
Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0

000171670.pdf 
（2022/02/03） 
・新版 障害児通所⽀援ハンドブック 児童
発達⽀援 保育所等訪問⽀援 放課後等デイ
サービス ⼭根希代⼦ 酒井康年 岸良⾄ 
エンパワメント研究所 2020 
・児童発達⽀援のための個別⽀援計画の作
成と実践 ⼤塚晃（監修）清⽔直治（監修）
ジアース教育新社 2021 
・障害のある⼦を⽀える児童発達⽀援等実
践事例集 ⼀般社団法⼈全国児童発達⽀援
協議会編集 中央法規 2017 
〇27 保育所等訪問⽀援  
・保育所等訪問⽀援の効果的な実施を図る
ための⼿引書 厚⽣労働省平成 28 年度障
害者総合福祉推進事業 平成 29 年 3 ⽉ ⼀
般社団法⼈全国児童発達⽀援協議会  
https://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-12200000-
Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0
000166361.pdf（2022/02/03） 
〇28 巡回相談（特別⽀援教育） 
・特別⽀援教育について 特別⽀援教育の
体制整備の推進 ⽂部科学省 HP 
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/to
kubetu/main/006/1294930.htm?msclkid=7
17132cfc7b611ecbf0165fa4d5cf84f 
（2022/04/29） 
〇29 就学時健康診断 
・就学時の健康診断マニュアル 平成 29
年度改訂 公益財団法⼈ ⽇本学校保健会 
https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/e
book_H290040/index_h5.html?msclkid=4d
2efc7bc7b711ec9165094fe672425b#1 
（2022/04/29） 
〇30 就学相談・就学先決定（教育⽀援委
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員会） 
・共⽣社会の形成に向けたインクルーシブ
教育システム構築のための特別⽀援教育の
推進 平成 24 年 7 ⽉ 13 ⽇ 就学相談・就
学先決定の在り⽅について ⽂部科学省
HP  
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/ch
ukyo/chukyo3/siryo/attach/1325886.htm?
msclkid=fa153ceec7b711ec9ef431097f2216
15（2022/04/29） 
〇31 特別⽀援学校におけるセンター的機
能 
・特別⽀援教育を推進するための制度の在
り⽅について（答申）平成 17 年 12 ⽉ 8 ⽇ 
中央教育審議会 第 3 章 盲・聾・養護学
校制度の⾒直しについて 2．特別⽀援教
育のセンター的機能について
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/ch
ukyo/chukyo0/toushin/attach/1396568.ht
m?msclkid=95194491c7b811ec9fd4c6b84f
1a207a（2022/04/04） 
〇32 通級による指導（通級指導教室） 
・初めて通級で指導を担当する教師のため
のガイド ⽂部科学省 初等中等教育局 
特別⽀援教育課
https://www.mext.go.jp/tsukyu-
guide/index.html?msclkid=75f9e6a2c7b91
1ecaaefbd8871de1a02（2022/04/04） 
・障害に応じた通級による指導の⼿引 解
説と Q&A（改訂第 3 版） ⽂部科学省 編
著 3 通級による指導の制度的位置付け 
〇33 ⼦どもの⼼の診療ネットワーク事業 
・⺟⼦保健医療対策等総合⽀援事業実施要
綱「⺟⼦保健医療対策等総合⽀援事業の実
施について」平成１７年８⽉２３⽇ 雇児
発第 0823001 号、厚⽣労働省雇⽤均等・

児童家庭局⻑通知 ⼀部改正 平成２３年
３⽉２９⽇ 雇児発 0329 第 12 号 
・厚⽣労働省：⼦どもの⼼の診療ネットワ
ーク事業 国⽴リハビリテーションセンタ
ー 発 達 障 害 情 報 ・ ⽀ 援 セ ン タ ー HP 
http://www.rehab.go.jp/ddis/data/report/
mhlwc/?msclkid=58da3dd9c7ba11eca3914
269fa7e167b 
（2022/04/29） 
〇34 かかりつけ医等発達障害対応向上研
修（事業） 
・かかりつけ医等発達障害対応向上研修テ
キスト 国⽴研究開発法⼈ 国⽴精神・神
経医療研究センター 2013 年 
https://www.ncnp.go.jp/mental-
health/kenshu/dd_taioryokukojo_H29.html
（2022/04/04） 
〇35 発達障害診断待機解消事業（発達障害
専⾨医療機関初診待機解消事業） 
〇36 発達障害診断待機解消事業（発達障害
専⾨医療機関ネットワーク構築事業） 
・発達障害者⽀援施策の概要 厚⽣労働省
HP 発達障害診断待機解消事業の創設
（都道府県、指定都市） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit
e/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi
/hattatsu/gaiyo.html?msclkid=b403fd45c7
bc11ecb1423c3d69118d6c 
〇37 発達障害者⽀援センター運営事業
（発達障害者⽀援センター） 
〇38 発達障害者⽀援体制整備事業（発達
障害者地域⽀援マネージャー） 
〇39 発達障害児及び家族⽀援事業 
〇40 家庭・教育・福祉連携推進事業（ 
地域連携推進マネージャー） 
〇41 発達障害者⽀援地域協議会 
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・令和 4 年度 発達障害者⽀援施策につい
て 令和 3 年度 発達障害⽀援の地域連携
に係る合同会議 厚⽣労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障
害者⽀援室
http://www.rehab.go.jp/application/ 
fil616/4802/4273/R3.pdf?msclkid=da69c2
87c7bd11ec92f5750eae22e830 
（2020/04/29） 
・アスペハート 46 号雑誌 (ペアレント・
トレーニングを地域に広げるために)  岩
坂秀⺒ 井上雅彦 中⽥洋⼆郎 NPO 法
⼈アスペ・エルデの会 2017 
・アスペハート 34 号雑誌(発達障害と家族
⽀援 ペアレント・トレーニングを中⼼に) 
NPO 法⼈アスペ・エルデの会 2019 
・Q&A で考える保護者⽀援:発達障害の⼦
どもの育ちを応援したいすべての⼈に 
中川信⼦ 学苑社 2018 
・家庭や地域における発達障害のある⼦へ
のポジティブ⾏動⽀援 PTR-F――⼦ども
の問題⾏動を改善する家族⽀援ガイド グ
レン・ダンラップ, フィリップ・ストレイ
ン他 明⽯書店 2019 
・発達障害のある⼦と家族の⽀援―問題解
決のために⽀援者と家族が知っておきたい
こと (学研のヒューマンケアブックス) 中
⽥洋⼆郎 学研プラス 2018 
・発達障害医学の進歩 no.24 発達障害児の
家族⽀援 本城秀次 診断と治療社 
2012 
・ペアレント・メンター活動ハンドブッ
ク: 親と地域でつながる⽀援 ⽇本ペアレ
ント・メンター研究会, 井上雅彦他 学苑
社 2014 
・発達障害の早期療育とペアレント・トレ

ーニング ー親も保育⼠も、いつでもはじ
められる・すぐに使えるー 上野良樹⾦沢
こども医療福祉センター・作業療法チーム
他 ぶどう社 2021 
・発達が気になる幼児の親⾯接: ⽀援者の
ためのガイドブック 井上雅彦 原⼝英之 
⽯坂美和 ⾦⼦書房 2019 
・保育者のためのペアレントサポートプロ
グラム ⾼⼭恵⼦ 学研 2016 
〇42 発達障害児者の地域⽣活⽀援モデル
事業  
・厚⽣労働省：発達障害者⽀援開発事業 
国⽴リハビリテーションセンター発達障害
情報・⽀援センターHP  
http://www.rehab.go.jp/ddis/data/report/
mhlw-d/（2022/04/29） 
〇43 児童館 
・児童館ガイドラインの改正について ⼦
ども家庭局⼦育て⽀援課健全育成推進室 
平成 30 年 10 ⽉ 1 ⽇ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000
212051_00003.html?msclkid=408de018c7c
f11eca8e5f3b57efbed2e（2022/04/04） 
〇44 （⾃⽴⽀援）協議会 
・⾃⽴⽀援協議会のあり⽅を探る ⾃⽴⽀
援協議会のあり⽅についての調査研究事業 
調査研究委員会 2010 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaiho
ken/cyousajigyou/jiritsushien_project/seik
a/research_09/dl/result/01-
08a.pdf?msclkid=c46517d5c7cf11ecba7522
fe97243092（2022/04/04） 
〇45 放課後児童健全育成事業（放課後児
童クラブ） 
・放課後児童健全育成事業について 厚⽣
労働省 HP  
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit
e/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/kosod
ate/houkago/houkago.html?msclkid=ad934
e20c7d011ec875175a05031263e 
（2022/04/04） 
〇46 要保護児童対策地域協議会 
・要保護児童対策地域協議会設置・運営指
針 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/d
v11/05.html?msclkid=ef912843c7ce11ec99
5c227d649bc4ae（2020/04/04） 
・要保護児童対策調整機関専⾨職研修テキ
スト――基礎⾃治体職員向け ⾦⼦ 恵美, 
佐⽵ 要平他 明⽯書店 2019 
〇47 児童家庭⽀援センター 
・児童家庭⽀援センターの設置運営につい
て 平成⼀〇年五⽉⼀⼋⽇ 児発第三九七
号 各都道府県知事、各指定都市市⻑あて
厚⽣省児童家庭局⻑通知 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId
=00ta9237&dataType=1&pageNo=1&mscl
kid=9d7b7399c7ce11ec97265ba990883563
（2020/04/04） 
・地域⼦ども家庭⽀援の新たなかたちー児
童家庭⽀援センターが、繋ぎ、紡ぎ、創る
地域養育システム ⼩⽊曽 宏、 橋本達昌 
⽣活書院 2020 
〇48 児童相談所 
・児童相談所運営指針 雇児発 0123002 
号 平成１９年１⽉２３⽇ 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/d
v11/01.html?msclkid=40ac728ec7ce11ec89
5511b9156316bc 
（2022/04/04） 
・児童福祉司研修テキスト――児童相談所
職員向け ⾦⼦ 恵美, 佐⽵ 要平他 明⽯書

店 2019 
・児童相談所 70 年の歴史と児童相談“歴史
の希望としての児童”の⽀援の探究 加藤
俊⼆ 明⽯書店 2016 
・現代児童相談所論 ⽵中哲夫 三和書房 
2000 
・こころの科学 214 特別企画「児童相談
所 は 、 い ま 」 ⾦ 井 剛 編   ⽇ 本 評 論 社 
2020 
〇49 児童⼼理治療施設 
・情緒障害児短期治療施設運営ハンドブッ
ク（平成 26 年 3 ⽉発⾏） 社会的養護第
三者評価等推進研究会 情緒障害児短期治
療施設運営ハンドブック編集委員会 厚⽣
労働省 雇⽤均等・児童家庭局 家庭福祉
課 
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/b
unya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki
_yougo/dl/yougo_book_4.pdf?msclkid=033
53c01c7d111ecb299829a606bf314 
（2022/04/04） 
・児童⼼理治療施設 指導監査セルフチェ
ックリスト（令和４年度）
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/document
s/31512/31512_20220331142408-
1.pdf?msclkid=03368181c7d111ecaa311b1
d02bb788b（2022/04/29） 
・児童⼼理治療施設ネットワーク 全国児
童⼼理治療施設協議会 HP  
https://zenjishin.org/?msclkid=033562a0c
7d111ecb5867dd8b4044c6c 
（2022/04/29） 
〇50 乳児院 
・乳児院運営ハンドブック（平成 26 年 3
⽉発⾏） 社会的養護第三者評価等推進研
究会 乳児院運営ハンドブック編集委員会 
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厚⽣労働省 雇⽤均等･児童家庭局 家庭
福祉課 https://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-11900000-
Koyoukintoujidoukateikyoku/0000080103.
pdf?msclkid=5e21262cc7d211ec96a94368f
5fd6c8f（2022/04/04） 
・乳児院運営指針 平成２４年３⽉２９⽇ 
厚⽣労働省雇⽤均等･児童家庭局⻑通知 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/s
yakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_05.pdf?
msclkid=5e20aae2c7d211ec8eba08a4d65b7
f65（2022/04/04） 
〇51 児童養護施設 
・社会福祉法⼈ 社会福祉協議会 全国児
童養護施設協議会 HP 
https://www.zenyokyo.gr.jp/about/?msclki
d=402c08e2c7d311ec994304bba2585b86
（2022/04/04） 
・児童養護施設運営指針 平成２４年３⽉
２９⽇ 厚⽣労働省雇⽤均等･児童家庭局
⻑通知 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/s
yakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_04.pdf?
msclkid=402fb83bc7d311ecb23b6a90b112

d776（2022/04/04） 
〇52 障害児⼊所⽀援（医療型・福祉型） 
・障害児⼊所⽀援 厚⽣労働省 HP 
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/b
unya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/ka
iseihou/dl/sankou_111117_01-
08.pdf?msclkid=dcb93e4cc7d311ec8922aa
90970578ef（2022/04/04） 
〇53 短期⼊所 
・障害福祉サービスについて 厚⽣労働省
HP  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit
e/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi
/service/naiyou.html?msclkid=3904f5dac7
d411ec872e470def580bab 
（2022/04/04） 
〇54 ⽇中⼀時⽀援 
・地域⽣活⽀援事業の実施について 障発
第０８０１００２号 厚⽣労働省社会・援
護局 障害保健福祉部⻑ 市町村任意事業
実施要領 
https://www.mhlw.go.jp/content/0007632
93.pdf（2022/04/04） 
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Ａ はじめに 

 本稿は、報告書Ⅰを受けて、発達障害の⽀
援サービス機能を以下の⽅法を使ってリス
トアップすることを⽬的とする。 
  
Ｂ 方法 

 発達障害における⽀援サービスマップの
⽀援サービス機能について、児童精神科医
1 名、発達相談に従事している専⾨家７名
（公認⼼理師・臨床⼼理⼠ 約 25 年以上 
2 名、臨床発達⼼理⼠・公認⼼理師 約 15
年以上 2 名、公認⼼理師・臨床⼼理⼠ 5
年未満 3 名）により、市町村⺟⼦保健にお

ける園訪問、健診、相談業務について報告し
合い、⽀援サービスの機能について確認し
た。７回の会議を⾏う中で、発達障害⽀援の
ステージをⅦ段階に分類・整理し、各期にお
ける⽀援サービス機能をリストアップした。 
 
Ｃ 結果と考察 

乳児期から学童期にかけて発達障害児と
その家族を⽀援するために必要な⽀援サー
ビスの機能についてリストアップした。 
以下にその機能について⽰していく。 

 

厚⽣労働科学研究費補助⾦（障害者政策総合研究事業）分担研究報告書 

児童福祉領域からみた発達障害児支援 

－Ⅱ 発達障害児のための支援サービス機能の分析－ 

 
研究分担者 ⼩林 真理⼦ ⼭梨英和⼤学 ⼈間⽂化学部 
研究協⼒者 中嶋 彩   信州⼤学医学部⼦どものこころの発達医学教室 
             (福)⼦育ち・発達の⾥ こころのサポートセンターネストやまなし 
研究代表者 本⽥ 秀夫  信州⼤学医学部⼦どものこころの発達医学教室 
研究協⼒者 槻舘 尚武  ⼭梨英和⼤学 ⼈間⽂化学部 
      有泉 ⾵   (福)⼦育ち・発達の⾥ こころのサポートセンターネストやまなし 
 

研究要旨  
本研究は発達障害児のための⽀援サービス機能を整理し、就学前までの⽀援サービス

機能をリストアップして明確にすることを⽬的とする。 
⽇頃、発達相談に従事している⽀援者８名により、発達相談の実際について情報交換

の後、概観した。その情報をもとに、合議制により発達障害児の⽀援において、「Ⅰ事
例化前段階」「Ⅱ事例化・スクリーニング段階」「Ⅲインターフェイス段階」「Ⅳ直接⽀
援段階 」「Ⅴ就学移⾏の⽀援段階」「Ⅵ学齢期の⽀援段階」「Ⅶ就労移⾏⽀援段階」に分
類することができた。本稿ではⅠ〜Ⅳの詳細な内容について報告した。 
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図１ 事例化前から就学以降段階までの支援プロセス 

 
1） 発達障害のための支援サービスマップ

の概要 

 発⾒から就学に向けての移⾏⽀援までの
⽀援サービスの機能について、Ⅰ〜Ⅶまで
の段階に分け⽀援サービスの機能を整理し
た。図１は、イングランド公衆衛⽣局（PHE）
のスクリーニングテスト図をもとにして、
⽇本における発達障害⽀援にかかる「事例
化前から就学移⾏段階までの⽀援プロセス」
に置き換えて図にしたものである。 
 
Ⅰ 事例化前段階 

発達障害⽀援では、⼦育てに関わるもの
が⼦どもの成⻑の状態を把握し、介⼊して
いくことを前提としている。そのため、⼦ど
もの周囲が発達障害について正しく理解し
ていることが、発達障害の発⾒に寄与し、適
切に早期介⼊へと導くことにつながる。発

達障害⽀援とは、事例化する前から始まっ
ているものである。 

 
Ⅱ 事例化・スクリーニング段階 
 乳幼児健診を中⼼としたスクリーニング
システムにより発達障害が、早期発⾒され、
介⼊が始まる。発達障害は特性が弱い場合
や、⼦どもの発達に関する情報を家族から
の間接情報に頼ることも多く、1 回のスク
リーニングで把握するかどうかの判断に迷
うことも少なくない 1)。また家族が障害に
気づいていなかったり、指摘されたくない
ことも多い。そのため、⼦育て⽀援の枠組み
の中で、⼦育て相談等の育児活動を通して
絞り込んでいくプロセスを本⽥ら 2)は「抽
出・絞り込み法」と名付けている。そのプロ
セスにおいて、⼦育ての⼤変さに寄り添い
つつ、育て⽅の悩みについての⼦育て相談 
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表１ 発達障害のための支援サービス機能(概要) 

 段 階 名 内  容 
Ⅰ 事例化前〔段階〕 啓発、発⾒、情報提供 
Ⅱ 事例化・スクリーニング〔段階〕 『⼦育て相談』、 

相談関係の構築と『気づき』の⽀援 
Ⅲ インターフェイス〔段階〕  『発達相談』 特性理解の促進と医療へ

の『つなぎ』の⽀援 
Ⅳ 直接⽀援〔段階〕  直接⽀援と⽀援体制の構築 
Ⅴ 就学移⾏の⽀援〔段階〕  就学先への移⾏に向けた⽀援  
Ⅵ 学齢期の⽀援〔段階〕 ライフステージに応じた⽀援 
Ⅶ 就労移⾏の⽀援〔段階〕  就労への移⾏の⽀援 

 
から、⼦ども⾃⾝に何らかの育てづらさの
要因があることを家族が受け⽌め、事例化
していくこととなる。 
 
Ⅲ インターフェイス段階 

⼦育ての悩みや不安を解消していくため
の相談『⼦育て相談』から、⼦どもの発達を
理解していく『発達相談』が開始される。ス
クリーニングにより、障害が発⾒され、すぐ
に直接⽀援が開始される場合もあるが、⽀
援が開始されているのにもかかわらず、家
族がわが⼦の障害について受け⽌め切れず、
不安が⾼まっていることも少なくない。こ
うした家族の⼼情に配慮しながら、受診を
含めた医療機関の利⽤に向けて、動機づけ
を⾼め、納得して受診へとつながっていけ
るよう⽀援することが⼤切である。 
 
Ⅳ 直接⽀援段階 

受診をきっかけにリハビリテーションや
発達⽀援（療育）などさまざまな直接⽀援が
開始される。それと同時に直接⽀援以外に
も、本⼈を取り巻く家族や⽀援者、⽣活環境
への調整など間接的な⽀援体制を整えてい

く。この時期、障害についての理解や受診の
動機づけが低いまま直接⽀援が始まると、
家族が障害を“治そう”とする気持ちが強く
なりやすく、本⼈の状態に合わない関わり
や過度なしつけを強いてしまう場合もある。 

 
Ⅴ 就学移⾏の⽀援段階 

直接⽀援が開始されると次に⼼配される
のは、就学により⽀援機関との繋がりが、そ
れがたとえ⼀時的だとしても、途切れてし
まうケースである。⼦どもの所属機関の移
⾏においては、次の所属機関へスムーズに
引き継がれるように⽀援していくことが必
要であり、その後所属先が変わるごとに途
切れない⽀援を続けていくことが望ましい。 
 
Ⅵ 学齢期の⽀援段階 

就学後は、学齢期、思春期とライフステー
ジに応じた⽀援が必要であり、学校教育を
中⼼として、特別⽀援教育によるさまざま
な⽀援が開始される。また福祉サービスに 
おいても同様に個⼈のライフステージを背
景に、家庭、本⼈と連携をしながら、⽀援が
継続されていく。 
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表 2 各段階における支援サービス機能の分析 

 
  

Ⅰ  事例化前段階 （啓発、発見、情報提供） 

 a 知識啓発 （地域） 

 b 知識啓発 （家族） 

 c 早期発見・気づき  

 d つなぐかどうかの見極め  

 e 在籍機関への助言 （コンサルテーション、介入の接点探し、情報提供等） 

 f 家族への情報提供 （社会資源や制度など） 

Ⅱ  事例化段階 （相談関係の構築と気づきの支援） 

 a スクリーニング  

 b 初期相談『子育て相談』  （関わり方、子育て不安、発達の心配） 

 c 初期アセスメント 情報収集 

 d 『気づき』の支援 （相談契約・相談目的の共有） 

Ⅲ  前支援段階：  信頼関係の維持と特性理解の促進・つなぎの支援 

 a 

家族へのガイダンス 

『特性理解』の支援 

 

b 専門的アセスメントⅠ 情報の整理（アセスメント：子、家族、関係性、集団） 

c 個別発達相談 （関わり方の支援、育児不安、発達の心配等） 

 d 親子グループ支援 （本人支援、関わり方、育児不安、発達の心配等） 

 e 親グループ支援 （不安の解消、支持的支援等） 

 f 『つなぎ』の支援：  （情報共有、受診勧奨等） 

Ⅳ  直接支援段階：  直接支援の開始と支援体制の構築 

 a 診察  

 b 専門的アセスメントⅡa （心理、発達検査、行動観察等） 

 c 

環境の調整（家庭・集団）『訪問支

援』 

 

 d 発達支援・療育 （個別、グループ） 

 e リハビリテーション （作業療法、理学療法、言語療法、心理療法） 

 f 家族への心理教育 （特性に応じた対応） 

 g ペアレントトレーニング （行動に着目した対応） 

 h 機関連携 （支援体制の構築） 

 i 当事者団体の支援、 （ペアレントメンターシステムの支援） 
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Ⅶ 就労移⾏⽀援段階 
学齢期が過ぎると就労へと移⾏⽀援が開

始されていく。 
 
２）各段階における支援サービス機能の分

析（表２） 

 
Ⅰ 事例化前段階 
 
 
 
 
 
 
 
 
 事例化前段階は、周囲が発達障害につい
て正しい知識を得られるよう、啓発してい
くことから⽀援が始まる。 

 
a) 知識啓発(地域)」及び b) 知識啓発(家
族) 

発達障害は、その特性がみられても現段
階で⽣活に⽀障がない、あるいは特性が薄
いなどの場合、受診しても発達障害の疑い
を指摘されるだけで、しばらく様⼦を⾒る
ように⾔われるか、もしくは家族や周囲が
そのことに全く気付かないままになること
もあり得る。その結果、⼦どもだけが⽣きに
くさを感じ、それを抱えていることもある。
しかし、⼦どもの⽣きにくさが⽇々の⾏動
として顕在化するような状況が⻑引くと、
家族、とりわけ親は⾃分の育て⽅のせいに
しやすく、また⼦どもに対しても悪い⾯ば
かりに⽬がいき、過度なしつけや厳しい養
育態度に及んでしまうこともある。更には、

他の⼦どもと⽐較されやすいような場や同
世代の⼦を持つ親との交流を避けてしまう
こともある。 

そのため家族が⼦育ての⼤変さを抱えこ
まないようにするためにも、本⼈が苦しみ
続けないためにも、⽣きにくさ・⽣活のしづ
らさの⼀要因として、発達障害がある場合
が考えられることを、わかりやすく知らせ
ていく必要がある 3)。家族や地域に啓発し、
知識として広めていくことが、⼀⼈で悩ん
でいる家族や本⼈を⽀えていくことになる。
そして周囲が発達障害について正しく理解
することが発達障害の早期発⾒に寄与し、
適切な早期介⼊へと導いていくのである。 

そのために発達障害の⽀援の最初に必要
な前提とは、⼦育てに関わる家族や⽀援者
が「発達障害を知っている」ことであろう。 

 
ｃ）早期発⾒・気づき 

発達障害児⽀援は、⺟⼦保健における『育
児（⼦育て）⽀援』の取り組みとして始まる
ことが多い。⺟⼦保健法では、市町村が⺟⼦
保健事業の実施主体となり、妊娠から出産、
その後の親⼦の成⻑を継続して⾒守ること
になっている。そのため⽇頃から⼦どもの
様⼦をみている保育⼠や親⼦教室（⼦育て
⽀援事業）などの⼦育て⽀援員によって、発
達障害が発⾒されることは多い。 

また近年では発達障害への理解が進んだ
ことで、当事者家族が我が⼦の発達障害を
⼼配し、⼦育て相談を通じて、介⼊に⾄る場
合もある。 
 
ｄ）つなぐかどうかの⾒極め 

他の⼦と違うと感じても、また特性があ
っても⽣活の⽀障がそれほどないために

a) 知識啓発（地域） 

b) 知識啓発（家族） 

c) 早期発見と気づき 

d) つなぐかどうかの見極め 

e) 在籍機関への助言（コンサルテーシ

ョン、介入の接点探し、情報提供等） 

f) 情報提供（社会資源や制度など） 
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ASD と診断されない⼈たちが存在すること
も知られている 4)。そのため、保育⼠等は⼼
理・発達の専⾨職につないで、早期⽀援を⾏
うべきかどうか迷うことが多い。 
 つなぐかどうかを⾒極めるための判断に、
現場の保育⼠等だけでなく、⼼理・発達の専
⾨職等の助⾔が加わることで、広い視野で
⼦どもの⽀援の⽅向性を判断しやすくなる。
そしてなにより、⽀援の⽅向性を保育所な
どの現場だけで判断させないことは、保育
⼠等の不安を解消し、安⼼して⽀援をしや
すくさせる。そのための準備として、保育⼠
等が⼦どもの⽇常の様⼦を観察しながら情
報を整理収集していくことが、まず必要と
なる。 
 
e) 在籍機関への助⾔(コンサルテーション、
介⼊の接点探し、情報提供等) 

⼼理・発達の専⾨職によるコンサルテー
ションにより⽀援の⽅向性が⾒い出される
と、保育⼠等にとってはその⼦の対応につ
いての不安が解消され、安⼼して⼦どもと
関わることができるであろう。また⼦ども
の状態に応じて、どのように介⼊していけ
ばよいか、どこにつないでいけばよいかな
ど、コンサルテーションに基づいた最新の
情報をもたらすこともできる。また⼦ども
の⽀援は家族への対応が鍵である。家族へ
の助⾔の仕⽅等についても、⼼理・発達の専
⾨職の⽴場からコンサルテーションを受け
られるのは保育⼠らにとって⼤きな助けと
なる。そのためには、この専⾨職は、短時間
の⾏動観察だけでなく、⼦どもの⽇常⽣活
の様⼦を個⼈情報に留意しながら、確認す
る必要がある。 

 

ｆ）情報提供（社会資源や制度など） 
⼦どもの育てづらさを感じている家族が、

⾃分だけで抱え込まなくてよいと感じられ
るよう、気軽に相談できる場を紹介するこ
とが、⽀援者に求められる。 

⼦育てや困りごとに関するさまざまな情
報を得る、あるいは⼦育てに関するちょっ
とした相談をスタッフにする中で、情報の
有⽤性を理解し、より専⾨的に相談してみ
たいという気持ちを後押しする。そして⼼
理職・保健師といったより精度の⾼い専⾨
職に相談するきっかけとなり、必要なサー
ビス（場合によっては医療機関）につなげて
いくことが可能となる。 

どこにもつながっておらず、誰にも相談
できずに悩んでいる場合、発達障害児（者）
の家族が相談しやすい⼈や、相談しやすい
ツールがあると、メールやウェブサイトの
利⽤を通して、必要な相談・援助につながる
ことができる。 

相談を受けている機関や⽀援者にとって
は、家族が⼦どものことについて、専⾨的に
相談をしてみたいという気持ちが⾼まって
いる時や、⼦どもの⾏動について⼼配なの
でよく⾒て欲しいという時に、市の保健師
等が家族に情報提供をし、すみやかにスク
リーニングことで、今後の⽀援の介⼊がさ
れやすくなる。 

このように⽀援者は当事者家族が相談を
求めた時に対応できる相談・援助機能を適
切に使えるようアクセシビリティ機能を⾼
め、発達障害児（者）本⼈またはその家族が
相談したいと感じた時にいつでも介⼊でき
るようどこにつなげばよいかなど、最新の
社会資源の情報を得つつ、保健師・保育⼠な
どの担当者と連携をし、相談希望やきっか
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けができた時にどこにどのようにつなぐか
を話し合っておくことが⼤切となる。 

 
Ⅱ 事例化・スクリーニング段階 

 
⺟⼦保健における育児⽀援は、市町村保

健師等による家庭訪問や乳幼児健診のほか、
⼀般的な⼦育て⽀援として実施している両
親学級や⼦育て教室などがある。また、乳幼
児健診のフォローとして実施している⼼
理・発達の専⾨職や保健師による個別相談
やグループ活動、健康診査事後指導も⺟⼦
保健における育児⽀援の枠組みとして実施
されている。そのような⼀連の⼦育て⽀援
の経過の中で、発達障害が事例化するきっ
かけとなるのが乳幼児健診である。 

発達障害の特徴は、場⾯によって出現の
しかたが変化しやすい。したがって、1 回の
健診で⼦どもの発達の特性を完璧に把握す
ることは難しい。また、健診場⾯で保健師が
⼦どもの発達特性に気づいた場合でも、そ
の懸念を保護者と共有するのには時間がか
かることが多い。そのため、乳幼児健診で何
らかの⽀援ニーズがありそうなケースをい
ったんすべて抽出し、親⼦で参加する遊び
の教室や⼼理⼠による個別の相談などのさ
まざまな育児⽀援活動を通して絞り込んで
いくことが⼀般的である。この「抽出・絞り
込み法」2)によって、親のメンタルヘルスに
配慮しながら、精度の⾼いスクリーニング

を⾏うことが可能となる。 
 

a）スクリーニング 
発達障害のスクリーニングは、1歳６か⽉

健診や3歳児健診を中⼼として⾏われる。健
診の時点では、⼦どもの発達の異常にまだ
家族が気づいていないことも多い。たとえ
気づいていたとしても、発達障害の可能性
と結びつけて考えることには抵抗を感じる
親も多い。また発達障害の特性が弱いケー
スでは、スクリーニングで把握とするかど
うかの判断に保健師が迷うことも少なくな
い。したがって、⼀度で判断を定めてしまう
のではなく、定期的にフォローアップしな
がら判断を固めていくことが多い。 

健診後の介⼊においては、「課題ができ
るようになったか否か」だけに注⽬して介
⼊しようとすると、「できない＝悪い」と
いう印象を家族に強く植え付けてしまい、
むしろ相談する意欲を低下させてしまう可
能性があるので注意が必要である5)。 
その他、保育⼠等が⽇頃の保育活動におい
て、発達の気になる⼦を市区町村の保健師
等につないでくることがある。これも発達
障害のスクリーニングの⼀端を担うことに
なるため、⽇頃から連携体制をつくってお
くことが重要である。 

 
b) 初期相談『⼦育て相談』（関わり⽅、⼦
育て不安、発達の⼼配） 

乳幼児期における⼦育ての不安・⼼配は
⾷事や睡眠の問題などさまざまな内容の相
談であり、その中に発達特性による⾏動問
題が潜んでいる。しかしこの時期、家族は
発達の⼼配を切り⼝に介⼊されることに抵
抗を感じることも少なくない。そのため、

a) スクリーニング 
b) 初期相談『⼦育て相談』（関わり⽅、

⼦育て不安、発達の⼼配） 
c) 初期アセスメント 
d) 『気づき』の⽀援（相談契約・相談⽬

的の共有） 
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幅広く⼦育て（育児）⽀援の枠組みで健診
を⾏い、家族の育児に関するさまざまな相
談を受けるという姿勢を明確に⽰し、場合
によっては細く⻑くでも相談を続けていく
よう⼼掛け、相談関係を構築していく必要
がある。 
 

ｃ）初期アセスメント 
初期相談（⼦育て相談）を通じて、情報収

集を⾏い、発達特性の有無についてアセス
メントしていく。 
 初期アセスメントの段階では、発達特性
の証拠をつきつけるようなアセスメントで
はなく、家族が⼦どもの特性にどれだけ⽬
を向けているか、⼦どもの状態を把握して
いるかにも注⽬し、家族の精神保健への配
慮も⾏う必要がある。 
 
ｄ）『気づき』の⽀援（相談契約・相談⽬的
の共有） 

家族の精神保健に配慮しながら、⼦ども
の育てづらさの要因が育て⽅や関わり⽅の
問題ではなく、⼦ども⾃⾝の特性にあると
いうことに気づくことを⽀援していく。さ
らに、継続的でより専⾨的な相談につなが
ることの意義を説明する。 

この段階では、家族の気持ちは、「障害だ
からつながる」のではなく、あくまでも「⼦
どもについて⼼配なことがある」という事
実の受け⽌めであるため、この段階では「⼼
配なこと＝障害」と結びついていないこと
が多い。不安に揺れる家族の気持ちを理解
し、丁寧に相談⽀援を続けながら、タイミン
グを⾒計らいながら専⾨的な発達相談につ
なげていく。 

 

Ⅲ インターフェイス段階・『発達相談』特
性理解の促進と医療への『つなぎ』の⽀援 

a) 家族へのガイダンス『特性理解』の⽀
援 
b) 専⾨的アセスメントⅠ 
c) 個別発達相談 
d) 親⼦グループ⽀援 
e) 親グループ⽀援 
f) 医療、サービスへの『つなぎ』の⽀援 
 
この段階では、家族が受診への動機づけ

を⾼め、主体的に受診できるような⽀援が
中⼼となる。 

 
a) 家族へのガイダンス『特性理解』の⽀援 

⽀援者は、家族のメンタルヘルスに配慮
しながら、⼦どもの発達特性や⼦どものペ
ースに合わせた⼦育てが重要であることを
伝える必要がある。『特性理解』の⽀援は⼀
度では終わらず、個別の相談や集団療育の
場を利⽤しながら何度も繰り返し⾏い、家
族が⼦どもの障害特性に向き合う⼼の構え
を作っていく。 

 
ｂ）専⾨的アセスメントⅠ：情報の整理（ア
セスメント：⼦ども、家族、関係性、集団） 

⽀援者が直接⼦どもと関わってアセスメ
ントを⾏い、その情報を家族と共有する。加
えて、家庭での様⼦、集団での様⼦を聴取し
ながら、⼦どもの状態をアセスメントして
いく。家族からの情報や１対１（⼦どもと⽀
援者など）の場⾯の情報だけでなく、保育⼠
等と情報共有ができると、より正確なアセ
スメントができる。保育⼠から情報を得る
際には、家族の同意が必要である。 
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ｃ） 個別発達相談（関わり⽅の⽀援、育児
不安、発達の⼼配等） 
 ⼦ども⾃⾝に何らかの育てづらさの要因
があることに家族が気づき、それを受け⽌
めた段階では、相談の内容が⼀般的な⼦育
て相談から発達に特化した相談へと変化し
てくる。 

⼦どもに障害があることについて家族が
抵抗を覚えるのは、⾃然なことである。ま
た、⼦ども⾃⾝の特性だと説明されてもな
お、⾃分を責め、メンタルヘルスに影響の
出る家族は多い。⽀援者は、家族が葛藤や
不安を素直に表出できるよう配慮し、安⼼
して相談できる環境をつくっておく必要が
ある。その際、現在の⼦どもへの関わり⽅
を肯定しながら、⼦ども⾃⾝が困っている
ことに⽬を向けてもらい、現実的、具体的
な対応⽅法について話し合っていく。家族
の不安を和らげながら、より専⾨的な発達
相談あるいは医療機関の利⽤に向けて、家
族の動機づけを⾼めていく。 

 
ｄ) 親⼦グループ⽀援（本⼈⽀援、関わり⽅、
育児不安、発達の⼼配等） 
 健診の事後指導（⼆次フォロー）として集
団療育（親⼦グループ⽀援）を実施する場合
がある。この段階のグループはまだ診断が
ついておらず、家族の不安が⾼い状態であ
るため、⼦どもについて「何かしらの⼼配が
ある」という同じ悩みや⼼配を共有してい
るグループである。このグループでは、「⾃
分だけではない」という安堵感のような思
いを抱き、家族の不安解消につながること
も多い。また、発達特性のある⼦どものいる
家族を孤⽴化させないためにも、このグル
ープでのつながりは重要な役割を持つ。こ

の時期に⽀え合った家族同⼠のつながりは、
将来的に⻑く続くことが多い。そのため、⼦
どもが成⻑し、かつてグループで⼀緒だっ
た⼦ども同⼠の関係がなくなっても、親同
⼠の関係は続いていることがよくある。⾝
近なママ友には、発達特性のある我が⼦の
相談はしにくく、おそらく理解してもらえ
ないと感じているが、このグループで⼀緒
だった親には安⼼して話ができ、共通話題
を得られることが多い。 

同じタイプの⼦ども集団で⼼地よい体験
をすることで、⼦どもは集団に対する肯定
的な認識を持つことができる。家族は、⼼
地よい体験をしている⼦どもの様⼦を⾒る
ことで、⼦どもの成⻑の喜びを感じられる。
⽀援者は、集団での⼦どもの過ごし⽅につ
いてアセスメントすることができる。 

しかしこの段階は、親⾃⾝が⼦どもの障
害を理解し受け⼊れる途中の時期であるた
め、⾃分の⼦どもと他の⼦どもを頻繁に⽐
較するなど過敏になっており、傷つき体験
を抱きやすい。そのため、安全安⼼はもち
ろんのこと、⽀援者によってしっかりとフ
ァシリテートされた中でのグループ⽀援が
必要である。 

 
e）親グループ⽀援（不安の解消、⽀持的⽀
援等） 

親⼦グループが親⼦ともども安定してき
たら、⼦と親とを分離して、親だけをグルー
プ化した⽀援を⾏う。 

親グループにおいて、⼦どもに関しての 
愚痴を⾃由に語れるようになると、障害受
容の初期段階を乗り越えられるようにな
る。この頃には⼦どもの状態について向き 
合う準備ができていることが多い。 
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⼀⽅で、⾼い不安が解消されずにグルー
プ内の他の家族に依存しやすい状況もみら
れるため、依然⽀援者は、⽀持的⽀援などの
配慮が必要である。 

 
ｆ） 医療への『つなぎ』の⽀援（情報共有、
受診勧奨等） 

親が⼦どもの状態について受け⽌められ
るようになった段階で、医療機関への受診
について家族と話し合い、つなぐための準
備に⼊る。 

⽀援者は、地域で発達障がいの診療を⾏
っている医療機関に関する情報を⽇頃から
得ておくのが望ましい。その情報を家族に
伝えるとともに、必要に応じて⽀援の経過
やアセスメントの情報を医療機関に引き継
ぐための資料を作成し、受診の際に家族か
ら医療機関に渡してもらう。 
 
Ⅳ 直接⽀援段階（直接⽀援の開始と⽀援
体制の構築） 

a) 診察 
b) 専⾨的アセスメントⅡa（⼼理・発達検

査等） 
c) 環境調整（家庭・集団）・訪問⽀援 
d) 発達⽀援・療育（個別、グループ） 
e) リハビリテーション（作業療法、理学療

法、⾔語療法、⼼理療法） 
f) 家族への⼼理教育（特性に応じた対応） 
g) ペアレントトレーニング（⾏動に着⽬

した対応） 
h) 機関連携（⽀援体制の構築） 
i) ペアレントメンターシステム、家族同

⼠のつながりの⽀援（家族会、ペアレン
トメンターへの紹介） 

 

Ⅳ段階の中⼼的課題は診断である。また、
受診をきっかけにリハビリや療育などさま
ざまな直接⽀援が開始される。アセスメン
トもより専⾨的になっていく。  

 
a） 診察 
 発達障害の診療を専⾨に⾏っている医療
機関の診察では、診断がなされることの他
に、家族への⼼理教育的な関わりや、他機関
との連携も視野にいれたうえでの助⾔など
も⾏われる。ただし、現状では発達障害の診
療に熟練した医療機関が少ないことが課題
である。 

 
ｂ） 専⾨的アセスメントⅡa（⼼理・発達検
査等） 
 この段階では、認知特性、⾔語、知的機能
を中⼼とした⼼理検査や⽇常⽣活での適応
⾏動の把握などを通して、実際に⽇常⽣活
の中で困っていることを減じてＱＯＬを⾼
めるための有効な⽀援を実施するためのア
セスメントが⾏われる。 
 
ｃ）環境調整（家族・集団）・訪問⽀援 
 発達障害の⽀援では、環境調整がきわめ
て重要である。発達障害のある⼦どもにと
って不快な環境やわかりにくい環境は、不
適応状態や問題⾏動を誘発しやすくなる。
そこで、⽀援者は家庭や保育所に訪問し、発
達障害児の様⼦について情報収集するとと
もに、必要に応じて環境の調整に関する助
⾔を⾏う。たとえば、雑⾳が苦⼿な⼦どもを
エアコン・換気扇から離れた席にする、苦⼿
な状況から回避できる避難スペース（シェ
ルター）を作る、短くてメリハリのある保育
や授業プログラムを⽤意する、などである。 
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ｄ）発達⽀援・療育（個別、グループ）及び
e)リハビリテーション（作業療法、理学療法、
⾔語療法、⼼理療法） 

 発達⽀援・療育及びリハビリテーショ
ンは、診断を受けた後の⽀援サービスの機
能である。発達⽀援・療育は主に福祉領域
で、リハビリテーションは医療領域で⾏わ
れる。⽀援サービスの担い⼿は、前者は保育
⼠や福祉・⼼理職（社会福祉⼠・公認⼼理師
など）が多く、後者では作業療法⼠・理学療
法⼠・⾔語聴覚⼠・公認⼼理師などが多い。 
 
ｆ）家族への⼼理教育（特性に応じた対応）、
ｇ）ペアレントトレーニング（⾏動に着⽬し
た対応）、i）ペアレントメンターシステム 
 直接⽀援段階の家族⽀援については、3 つ
の⽀援サービス機能が必要である。 

⼼理教育的⽀援では、家族が⼦どもの発
達障害に関する知識や、⽀援制度やサービ
スに関する知識を学ぶ場を提供する。 

ペアレント・トレーニングは、家族が発達
障害のある⼦どもへの接し⽅を学ぶために
開発されたプログラムである。 

ペアレントメンターシステムは、ピアを
活⽤した家族⽀援である。発達障害のある
⼦どもの⼦育てを経験した先輩である親が、
後輩の親への共感的なサポートを⾏う。 
 その他、⼦どもの⼆次的な精神健康問題
障害への対応について、家族への⼼理教育
的な⽀援も⾏われる。 
ｈ）機関連携（⽀援体制の構築） 
 直接⽀援段階に⾄ると、多くの領域の⽀
援者が関わるようになる。具体的には、⺟⼦
保健の担当者（保健師）、市区町村の障害福
祉担当者、保育⼠や幼稚園教諭等、児童発達
⽀援の福祉職（保育⼠・公認⼼理師・社会福

祉⼠など）、障害児リハビリテーションの医
療職（医師・作業療法⼠・⾔語聴覚⼠・公認
⼼理師など）などが挙げられる。 
 そこで、必要な時に⽀援サービスについ
て協働、補完ができるよう、定期的に情報共
有ができるような連携の仕組みづくりが必
要となる。 
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本稿においては、就学前までの⽀援機能
をリストアップすることを⽬的としている
ため、「Ⅴ 就学移⾏の⽀援段階」〜「Ⅶ 就
労移⾏の⽀援段階」については、各⽀援サー
ビス機能を記載するのみにとどめる。 
 
Ⅴ 就学移⾏の⽀援段階（就学先への移⾏） 

 
Ⅵ 学齢期の⽀援段階（ライフステージに
応じた⽀援） 

 
Ⅶ 就労移⾏の⽀援段階 

 
Ｄ おわりに 

結果と考察を通して「発達障害児の⽀援 
サービスマップの新サービス機能のⅠ〜Ⅳ 
の⼀覧を提⽰することで、本稿のまとめと 

する。 
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Ａ はじめに 

本稿では、報告書１・報告書Ⅱを受けて、
「発達障害児のための⽀援サービスマップ」
の作成を検討した。 

また、この「発達障害児のための⽀援サー
ビスマップ」を⽤いて、3 基礎⾃治体にヒア
リング調査を⾏った。 
 
Ｂ 研究１ 

（１）方法 

報告書Ⅰによる「発達障害児の公的⽀援
の基礎データ」23 項⽬（表１）を１軸とし、
報告書Ⅱによる「発達障害児の⽀援サービ
ス機能」Ⅰ〜Ⅶ段階（表２）を２軸として、

以下のような⼿順で「発達障害児のための
⽀援サービスマップ」（表３）を作成した。 
（手順１）  

市町村⺟⼦保健における相談業務に従事
している専⾨家７名（公認⼼理師・臨床⼼理
⼠ 約 25 年以上 2 名、臨床発達⼼理⼠・
公認⼼理師 約 15 年以上 2 名、公認⼼理
師・臨床⼼理⼠ 5 年未満 3 名）と児童精
神科医１名の計８名により、予め作成した
「発達障害児のための⽀援サービスマップ」
を基に、実際の発達相談の場⾯について報
告しあい、相談前から相談中、そしてその後
までの⼀定の流れを確認した。 

 

厚⽣労働科学研究費補助⾦（障害者政策総合研究事業）分担研究報告書 

児童福祉領域からみた発達障害児支援 

－Ⅲ 発達障害児のための支援サービスマップ作成の検討－ 

 
研究分担者 ⼩林 真理⼦ ⼭梨英和⼤学 ⼈間⽂化学部 
研究代表者 本⽥ 秀夫  信州⼤学医学部⼦どものこころの発達医学教室 
研究協⼒者 中嶋 彩   信州⼤学医学部⼦どものこころの発達医学教室 
             (福)⼦育ち・発達の⾥ こころのサポートセンターネストやまなし 
研究協⼒者 槻舘 尚武  ⼭梨英和⼤学 ⼈間⽂化学部 
      有泉 ⾵   (福)⼦育ち・発達の⾥ こころのサポートセンターネストやまなし 
 

研究要旨  
本研究は、就学前までの発達障害に関する 23 の機関、事業、サービス等の公的⽀援の基

礎データ（報告書Ⅰ）を１軸とし、発達障害児のための⽀援サービス機能「Ⅰ事例化前段
階」「Ⅱ事例化・スクリーニング段階」「Ⅲインターフェイス段階」「Ⅳ直接段階」（報告書Ⅱ）
を 2 軸として、「発達障害児のための⽀援サービスマップ」の作成を検討した。 
また、今回仮作成した「発達障害児のための⽀援サービスマップ」を使って、Ａ市・Ｂ市・
Ｃ市にヒアリング調査を⾏った結果を報告した。 
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表１ 発達障害児の支援サービスマップ 機関・事業・サービスの基礎データ（23 項目） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23項目 54項目 事業名 機関名
設置
※１

対象
※２

1 9 保育所 1 １

2 10 幼稚園 1 １

3 11 認定こども園 1 １

4 14
1歳６か月児健康診査・3歳児健康診査
 (乳幼児健康診査）

1 １

5 15 事後指導（乳幼児健康診査） 1 1

6 20 巡回支援専門員整備（地域生活支援事業） 3 3

7 21 障害児等療育支援事業（地域生活支援事業） 3 2

8 22 診察（小児科・児童精神科） 2 2

9 23 障害児（者）リハビリテーション 3 2

10 24
基幹相談支援センター
（地域生活支援事業）

2 2

11 25 障害児相談支援 2 2

12 26 児童発達支援 2 2

13 27 保育所等訪問支援 3 2

14 28 巡回相談（特別支援教育） 2 2

15 29 就学時健康診断 1 1

16 30 就学相談・就学先決定（教育支援委員会） 1 2

17 31 特別支援学校におけるセンター的機能 2 2

18 32 通級による指導（通級指導教室） 1 2

19 37 発達障害者支援センター運営事業 発達障害者支援センター 2 3

20 39 発達障害児及び家族等支援事業 3 3

21 43 児童館 1 １

22 45 放課後児童健全育成事業
放課後児童クラブ
（児童クラブ・学童クラブ・学童保育）

1 1

23 48 児童相談所 1 2

設置※１
設置状況１　全国に必置しなくてはいけない施設、もしくは全国で必須の事業
設置状況２　努力義務など、多くの都道府県・市町村で実施されている
設置状況３　法的には位置付けられているが、使われていない・事業化されていないことが多い

対象※２
利用対象１　子どもに関する制度・施設・事業なかに障害児支援が含まれている
利用対象２　障害児全般もしくは養育環境に課題を有している子どもを対象としている
利用対象３　発達障害児支援に特化している
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Ⅰ  
事例化前段階 （啓発、発見、情報提供） 

 a 知識啓発 （地域） 

 b 知識啓発 （家族） 

 c 早期発見・気づき  

 d つなぐかどうかの見極め  

 e 在籍機関への助言 （コンサルテーション、介入の接点探し、情報提供等） 

 f 家族への情報提供 （社会資源や制度など） 

Ⅱ  事例化段階 （相談関係の構築と気づきの支援） 

 a スクリーニング  

 b 初期相談『子育て相談』  （関わり方、子育て不安、発達の心配） 

 c 初期アセスメント 情報収集 

 d 『気づき』の支援 （相談契約・相談目的の共有） 

Ⅲ  前支援段階：  信頼関係の維持と特性理解の促進・つなぎの支援 

a 

家族へのガイダンス 

『特性理解』の支援 

 

b 専門的アセスメントⅠ 情報の整理（アセスメント：子、家族、関係性、集団） 

 c 個別発達相談 （関わり方の支援、育児不安、発達の心配等） 

 d 親子グループ支援 （本人支援、関わり方、育児不安、発達の心配等） 

 e 親グループ支援 （不安の解消、支持的支援等） 

 f 『つなぎ』の支援：  （情報共有、受診勧奨等） 

Ⅳ  直接支援段階：  直接支援の開始と支援体制の構築 

 a 診察  

 b 専門的アセスメントⅡa （心理、発達検査、行動観察等） 

 c 

環境の調整（家庭・集団）『訪問

支援』 

 

 d 発達支援・療育 （個別、グループ） 

 e リハビリテーション （作業療法、理学療法、言語療法、心理療法） 

 f 家族への心理教育 （特性に応じた対応） 

 g ペアレントトレーニング （行動に着目した対応） 

 h 機関連携 （支援体制の構築） 

 i 当事者団体の支援、 （ペアレントメンターシステムの支援） 

表２ 発達障害児の支援サービスマップ 支援サービス機能一覧 
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発達障害のための⽀援サービスマップ
1歳6⽉健診・3
歳児健診（乳幼
児健康診査）

事後指導等
（乳幼児健康
診査）

児童相談所
保育所、幼稚
園、認定こど
も園

放課後健全育成
事業（放課後児
童クラブ）

巡回⽀援専⾨
員整備事業
（地域⽣活⽀
援事業）

障害児等療育⽀
援事業（地域⽣
活⽀援事業）

診療（⼩児
科・児童精神
科医療）

障害児（者）リ
ハビリテーショ
ン

障害者基幹相
談⽀援セン
ター（地域⽣
活⽀援事業）

障害児相談
⽀援

児童発達⽀援 保育所等訪問
⽀援

関係法 ⺟⼦保健法 ⺟⼦保健法 児童福祉法 児童福祉法
学校教育法
改正認定こど

も園法

児童福祉法 障害者総合⽀
援法

障害者総合⽀援
法

医師法等 健康保険法等 障害者総合⽀
援法

児童福祉法 児童福祉法 児童福祉法

事業の実施の有無 ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

Ⅰ 事例化前の時期：啓発、発⾒、情報提供

１ 知識啓発（地域） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

２ 知識啓発（家族） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

３ 早期発⾒・気づき ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

４ つなぐかどうかの⾒極め ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

５ 在籍機関への助⾔（コンサルテーション、介⼊の接点探し、情報提供等） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

６ 家族への情報提供（社会資源や制度など） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

Ⅱ 事例化の時期：相談関係の構築と気づきの⽀援

１ スクリーニング ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

２ 初期相談（⼦育て相談）：（関わり⽅、⼦育て不安、発達の⼼配） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

３ 初期アセスメント：情報収集 ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

４ 『気づき』の⽀援（相談契約・相談⽬的の共有） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

Ⅲ 前⽀援期：信頼関係の維持と特性理解の促進・つなぎの⽀援

１ 家族へのガイダンス（『特性理解』の⽀援） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

２ 専⾨的アセスメントⅠ：情報の整理（アセスメント：⼦、家族、関係性、集団） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

３ 個別発達相談（関わり⽅の⽀援、育児不安、発達の⼼配等） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

４ 親⼦グループ⽀援（本⼈⽀援、関わり⽅、育児不安、発達の⼼配等） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

５ 親グループ⽀援（不安の解消、⽀持的⽀援等） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

６ 『つなぎ』の支援：（情報共有、受診勧奨等） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

Ⅳ 直接⽀援の時期：直接⽀援の開始と⽀援体制の構築

１ 診察 ２・１・０ ２・１・０

２ 専⾨的アセスメントⅡa（⼼理検査、⾏動観察等） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

3 家庭環境・集団参加の環境の調整 ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

4 発達⽀援・療育（個別、グループ） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

5 リハビリテーション（作業療法、理学療法、⾔語療法、⼼理療法） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

6 家族への⼼理教育（特性に応じた対応） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

7 ペアレントトレーニング（⾏動に着⽬した対応） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

8 機関連携（⽀援体制の構築） ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０ ２・１・０

9 ペアレントメンター ２・１・０ ２・１・０

表３ 発達障害児の支援サービスマップ ヒアリング用 
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表 4 8 名の合議による支援サービス機能評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（手順２） 

「発達障害児のための⽀援サービスマッ 
プ」の１軸・２軸でクロスする項⽬につい
て、⽀援サービス機能を 

２：⼗分に担っている  
１：⼗分ではないが、担っている  
０：⾏っていない 

の 3 段階（２ １ ０）を⽤いて 8 名がそ
れぞれ評価した。意⾒が異なる場合は、合議
制により、最終評価を決定した。その結果を
表 4 に⽰す。 
※１軸による【設置状況−利⽤対象】は、表
5 のようになる。 
 

表 5 第 1 軸による設置状況－利用状況 

設置 

状況１  

全国に必置しなくてはならない施設、もし

くは全国で必須の事業 

設置 

状況２ 

努⼒義務など、多くの都道府県・市町村で

実施されている 

設置 

状況３ 

法的には位置付けられているが、使われて

いない、事業化されていないことが多い 

利⽤ 

対象１ 

⼦ども全般に関する制度・施設・事業の中

に障害児⽀援が含まれている 

利⽤ 

対象２ 

障害児全般もしくは養育環境に課題を有し

ている⼦どもを対象としている 

利⽤ 

対象３ 

発達障害児⽀援に特化している 

発達障害のための
⽀援サービスマップ

保育所、幼
稚園、認定
こども園

放課後健全育
成事業（放課
後児童クラ
ブ・児童館）

1歳6月健診・
3歳児健診
（乳幼児健康
診査）

事後指導（乳
幼児健康診
査）

児童相談所

発達障害者
支援セン
ター運営事
業

障害者基幹
相談支援セ
ンター（地
域生活支援
事業）

巡回支援専門
員整備事業
（地域生活支
援事業）

障害児等療育
支援事業（地
域生活支援事
業）

発達障害児お
よび家族等支
援事業

診察（小児
科・児童精神
科）

障害児（者）
リハビリテー
ション

障害児相談
支援

児童発達支
援

保育所等訪
問支援

関係法 児童福祉法
学校教育法
改正認定こ
ども園法

児童福祉法 母子保健法 母子保健法 児童福祉法 障害者総合
支援法（発
達障害者支

援法）

障害者総合
支援法

障害者総合支
援法

障害者総合支
援法

障害者総合支
援法（発達障
害者支援法）

医師法等 健康保険法等 児童福祉法 児童福祉法 児童福祉法

設置状況ー利用対象 1ー１ 1ー１ 1ー１ 1ー２ 1ー２ 2ー３ ２ー２ ３ー３ ３ー２ ３ー３ ２ー２ ３ー２ ２ー２ ２ー２ ３ー２

a 知識啓発（地域） 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 1 1
b 知識啓発（家族） 1 0 2 0 0 2 0 2 2 1 0 0 1 1 1
c 早期発見と気づき 2 1 2 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
d つなぐかどうかの見極め 1 1 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
e 在籍機関への助言 0 0 2 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
f 情報提供 1 1 2 1 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0

a スクリーニング 0 0 2 2 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
b 初期相談『子育て相談』 2 1 2 2 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0
c 初期アセスメント 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
d 『気づき』の支援 1 0 2 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0

a 家族へのガイダンス『特性理解』の支援 0 0 1 2 2 2 1 0 1 2 0 0 1 1 0
b 専門的アセスメントⅠ 0 0 1 2 2 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0
c 個別発達相談 0 0 1 2 1 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0
d 親子グループ支援 0 0 0 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0
e 親グループ支援 0 0 0 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0
f 医療、サービスへの『つなぎ』の支援 1 0 2 2 2 2 1 1 2 0 0 0 2 1 0

a 診察 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
b 専門的アセスメントⅡa『心理、発達検査等』 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 2
c 環境調整（家庭・集団）『訪問支援』 0 0 1 2 2 2 2 0 1 0 0 2 1 1 2
d 発達支援・療育（個別、グループ） 1 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 2 0 2 2
e リハビリテーション（OT,PT,ST,CP） 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1
f 家族への心理教育（特性に応じた対応） 0 0 0 2 1 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2
g ペアレントトレーニング（行動に着目した対応） 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0
h 機関連携（支援体制の構築） 1 1 0 2 2 2 2 0 1 0 1 2 2 2 2
i 当事者団体の支援（ペアレントメンター制度の支援 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Ⅰ
事
例
化
前

Ⅱ
事
例
化
-
ス
ク
リ
ổ
ニ
ン
グ

Ⅲ
イ
ン
タ
ổ
フ
ỽ
イ
ス

Ⅳ
直
接
⽀
援
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（手順３） 

表 4 から各期においての⽀援サービス機
能の特徴と課題について整理する。 

 
（２）結果と考察 

Ⅰ 事例化前段階   
①【設置状況１】領域：表 6 赤枠 

―すべての市町村にあるすべての子どもが

利用できる事業― 

 

 

 

 

『Ⅰ事例化前段階』における【設置状況―
利⽤対象】の評価において、【設置状況１】
に該当する、全国に必置しなくてはならな
い施設、もしくは全国で必須の事業を⾚枠
で囲んだ。この⾚枠内の【設置状況１】領域
では、⼦ども全般を対象にした事業【利⽤対
象１】から、何らかの課題を有した⼦どもを
対象にした事業【利⽤対象２】がある。 

以下、具体的に検討していく。 
 『I 事例化前段階』に含まれる、「Ⅰｃ早
期発⾒と気づき」の機能をもつ、⾚枠で囲ま
れた事業は、保育所、幼稚園、認定こども園
や放課後健全育成事業（放課後児童クラブ）
である。これらの事業が早期発⾒の役割を
担う。同じく⾚枠内に位置づけられた【設置
状況１―利⽤対象１】の事業に乳幼児健康
診査事業がある。発達障害は 1 歳 6 ⽉、3 歳
児の法定健診で発⾒されやすいが、⺟⼦保
健では、⺟⼦健康⼿帳交付の段階から「⼦育
て⽀援」事業は始まっている。⼦どもの成⻑
を⾒守りながら、何らかの課題がみられる
⼦どもについて早期発⾒していくという⼤
きな役割を担っている。そして⼦どもたち
の保育所等での⽣活や家庭⽣活の中で、何
らかの課題が抽出されると【利⽤対象２】の
⽀援事業である健診や健診事後指導事業に
向けてスムーズに介⼊していく。この連携
の中で「Ⅰf 情報提供等が⾏われていくので
あろう。 

表 6 『I 事例化前段階』における設置状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【設置状況１】領域＆ 

【利用対象１】⇒【利用対象２】 

発達障害のための
⽀援サービスマップ

保育所、幼
稚園、認定
こども園

放課後健全育
成事業（放課
後児童クラ
ブ・児童館）

1歳6月健診・
3歳児健診
（乳幼児健康
診査）

事後指導（乳
幼児健康診
査）

児童相談所

発達障害者
支援セン
ター運営事
業

障害者基幹
相談支援セ
ンター（地
域生活支援
事業）

巡回支援専門
員整備事業
（地域生活支
援事業）

障害児等療育
支援事業（地
域生活支援事
業）

発達障害児お
よび家族等支
援事業

診察（小児
科・児童精神
科）

障害児（者）
リハビリテー
ション

障害児相談
支援

児童発達支
援

保育所等訪
問支援

関係法 児童福祉法
学校教育法
改正認定こ
ども園法

児童福祉法 母子保健法 母子保健法 児童福祉法 障害者総合
支援法（発
達障害者支

援法）

障害者総合
支援法

障害者総合支
援法

障害者総合支
援法

障害者総合支
援法（発達障
害者支援法）

医師法等 健康保険法等 児童福祉法 児童福祉法 児童福祉法

設置状況ー利用対象 1ー１ 1ー１ 1ー１ 1ー２ 1ー２ 2ー３ ２ー２ ３ー３ ３ー２ ３ー３ ２ー２ ３ー２ ２ー２ ２ー２ ３ー２

a 知識啓発（地域） 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 1 1
b 知識啓発（家族） 1 0 2 0 0 2 0 2 2 1 0 0 1 1 1
c 早期発見と気づき 2 1 2 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
d つなぐかどうかの見極め 1 1 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
e 在籍機関への助言 0 0 2 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
f 情報提供 1 1 2 1 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0

Ⅰ
事
例
化
前
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児童相談所は同じ⾚枠内の【利⽤対象２】
にある。児相が⼦育て⽀援という枠組みで
の⽀援に位置づけられているのは、⼦ども
たちの安⼼、安全を守るためには早い段階
で介⼊することが必要不可⽋だからであろ
う。しかし近年の社会的養護の⼦どもの急
増を考えると、児童相談所は社会的養護の
必要がある家庭という限られた利⽤対象へ
の⽀援にならざるを得ない現状がある。そ
のため『事例化前の段階』において、児童相
談所が何らかの課題がある⼦どもたちの⽣
活に寄り添うためには、同【設置状況Ⅰ】内
の市町村設置である事業とは体制に⼤きな
差があることを踏まえ、都道府県と市町村
の分担をより明確にする必要がある。その
上で、相談⽀援の質の担保等体制整備が求
められる。 
 
②【設置状況２または３】領域：表 6 黄枠 

―すべての子どもの生活の場に出向くー 

この『Ⅰ事例化前段階』において、⼦ども
に何らかの課題があることに⽀援者が気づ
き始めると「Ⅰd つなぐかどうかを⾒極め
る」業務が必要となる。しかし、まだスクリ
ーニングもされていない段階であるため、
保健師や⼼理・発達専⾨職らが保育所など、
⼦どもの⽣活の場に出向くことになる。そ
して「Ⅰｄつなぐかどうかの⾒極め」も含
め、「Ⅰe 在籍機関へ助⾔」をすることで、
保育所等の在籍機関は⽀援の⽅向性を⾒出
すことができる。そのため、この段階で必須
の役割を果たす保健師や⼼理・発達専⾨職

が出向くことができる事業を整理した。こ
れが⻩⾊の枠で囲んである領域の事業【設
置状況２あるいは３】である。 

この領域の事業は、【利⽤対象２】の障害
児等療育⽀援事業（地域⽣活⽀援事業）や利
⽤対象を発達障害児⽀援に特化した【利⽤
対象３】の巡回⽀援専⾨員整備事業（地域⽣
活⽀援事業）であるが、【設置状況３（法的
には位置付けられているが、使われていな
い、事業化されていないことが多い）】であ
るため、事業化されていないことも多い。 

 
都道府県等の発達障害者⽀援センター運

営事業は、【設置状況２】領域であるが、【利
⽤対象３】と発達障害に特化しているため、
この『Ⅰ事例化前』の段階で、地域⽣活の場
に寄り添い⽀援をしていく機能を果たすに
は制度設計段階から難しいとも⾔える。 

同領域内に位置づけられている障害者基
幹相談⽀援センター（地域⽣活⽀援事業）
は、総合相談の業務を⾏っているが、障害が
ある、あるいは疑わしい⼈を対象としてお
り、すべての住⺠（⼤⼈も⼦どもも）を対象
にする⼀般相談とは分けて考えられている。
そのため、このⅠ段階での機能を担うこと
は少ないであろう。 

 
③その他の機能「Ⅰa,b 啓発」「Ⅰｆの情報

提供」 

「Ⅰa、ｂ知識啓発」事業の中⼼は、発達障
害者⽀援センター事業である。発達障害者
⽀援センターは【設置状況２】の⻩枠領域で
ありながら、全県に設置されており、【利⽤
対象３】の発達障害に特化した対象を⽀援
する事業であるため、発達障害当事者の代
弁として啓発を⾏っていくのであろう。 

【設置状況２または３】領域＆ 

【利用対象２】＋【利用対象３】 
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また保育所や幼稚園等は家族に向けて、
ポスターを貼る、リーフレットを渡す、保護
者会等講演会を実施するなど各園が⼯夫を
こらして、知識啓発活動を実施している。ま
た障害福祉にまつわる機関もまたが、その
⽀援や実践への“正しい”理解を求めてさま
ざまな啓発活動を⾏っている。 

 
Ⅱ 事例化・スクリーニング段階  
①【設置状況１】領域：表 7 赤枠 

―すべての子どもの身近に専門家の存在が

あるー 

 Ⅱ段階の中⼼課題は、発達障害を「Ⅱa ス
クリーニング」し、事例化していくことであ
る。そのため、この【設置状況１】領域の⾚
枠内の事業においては、【⽀援対象１】のす
べての⼦どもと家族を対象とした、市町村
における乳幼児健診事業や健診事後指導
（【⽀援対象 2】）が中⼼となる。 

健診ならびに、健診事後指導では、医師の
他、栄養⼠、⼼理・発達、⾔語等、多様な多
専⾨職がそれぞれの⽴場ですべての⼦ども
の成⻑に関わっていく。そして、すべての⼦
どもたちの家族にとって、専⾨職⾝近な存

在として感じられること望ましい。ここで
の⼦育てを⽀えられているという感覚と接
点が相談のしやすさを育み、実際の相談の
するきっかけにもなるであろう。 

この段階は気軽に⼦育ての不安や⼼配ご
とを相談できることが⼤切である。具体的
には、「Ⅱｂ初期相談『⼦育て相談』」やアク
セシビリティ機能の⾼い、保育所や幼稚園
や放課後児童クラブ等において、保育⼠ら
が気軽に相談を受けている。 

同じ⾚枠の領域内の児童相談所は、⼦育
てが⾟くなった時にいち早くＳＯＳを受け
⽌める機関としての役割を求められている
のだろう。しかし、実際には、緊急性と強制
性を求められることが多くなっており、介
⼊においては⽴場が難しいものと推察する。 
 
②【設置状況２または３】領域：表 7 黄枠 

―【設置状況１】領域：赤枠を支えるバック

アップ機能― 

Ⅱの段階では、⻩枠の【設置状況２あるい
は３】領域の巡回⽀援専⾨員整備事業（地域
⽣活⽀援事業）や障害児等療育⽀援事業（地
域⽣活⽀援事業）は、⼼理・発達アセスメン 

表 7 『Ⅱ事例化・スクリーニング段階』における設置状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発達障害のための
⽀援サービスマップ

保育所、幼
稚園、認定
こども園

放課後健全育
成事業（放課
後児童クラ
ブ・児童館）

1歳6月健診・
3歳児健診
（乳幼児健康
診査）

事後指導（乳
幼児健康診
査）

児童相談所

発達障害者
支援セン
ター運営事
業

障害者基幹
相談支援セ
ンター（地
域生活支援
事業）

巡回支援専門
員整備事業
（地域生活支
援事業）

障害児等療育
支援事業（地
域生活支援事
業）

発達障害児お
よび家族等支
援事業

診察（小児
科・児童精神
科）

障害児（者）
リハビリテー
ション

障害児相談
支援

児童発達支
援

保育所等訪
問支援

関係法 児童福祉法
学校教育法
改正認定こ
ども園法

児童福祉法 母子保健法 母子保健法 児童福祉法 障害者総合
支援法（発
達障害者支

援法）

障害者総合
支援法

障害者総合支
援法

障害者総合支
援法

障害者総合支
援法（発達障
害者支援法）

医師法等 健康保険法等 児童福祉法 児童福祉法 児童福祉法

設置状況ー利用対象 1ー１ 1ー１ 1ー１ 1ー２ 1ー２ 2ー３ ２ー２ ３ー３ ３ー２ ３ー３ ２ー２ ３ー２ ２ー２ ２ー２ ３ー２
a スクリーニング 0 0 2 2 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
b 初期相談『子育て相談』 2 1 2 2 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0
c 初期アセスメント 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
d 『気づき』の支援 1 0 2 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0
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トができる専⾨職を抱えている。そこでは、
健診による１回のスクリーニングで把握さ
れなかった、あるいは当事者家族と関係を
作ることが出来なかったといった市町村の
スクリーニングシステムにうまく乗れなか
った⼦どもたちの「Ⅱc 初期アセスメント」
や「Ⅱｂ初期相談」を担うことができる。し
かし前述にように【設置状況３】であるた
め、事業化されていないことも多い。 

発達障害者⽀援センター運営事業は、こ
の段階のすべての機能をそろえているが、
【⽀援対象３】の発達障害に特化した事業
であるため、発達障害の可能性について向
き合っている家族のみの利⽤となることが
多い。そのため、実際にこの事業につながる
にはアクセシビリティやアウトリーチ機能
等の⼯夫が必要であろう。 

 
Ⅲ インターフェイス段階  
①【設置状況１】：表 8赤枠＋【設置状況２

あるいは３】領域：表 8 黄枠 

―適切な支援への導き（地域支援との分断） 

と家族のメンタルヘルス機能の支え― 

『Ⅲインターフェイス段階』では、⼦ども
をアセスメントし、適切な⽀援に導くこと

である。しかし家族は、⼦どもの障害に向き
あうこととなるため、メンタルヘルスの悪
化を⽀える⽀援が必要となる。 

この段階の中⼼的⽀援は、「Ⅲc 個別発達
相談」で、事後指導(乳幼児健康診査)が中⼼
となる。 

具体的には、「Ⅲb 専⾨的アセスメント」
を基に、⼦どもの特性を家族が理解し（Ⅲa
家族へのガイダンス、特性理解の⽀援」）、納
得して、適切な専⾨機関に繋げていけるよ
う⽀援していく（「Ⅲｆ医療、サービスへの
『つなぎの⽀援』」）。 

この段階の⽀援機能を補完するのが、【設
置状況２、３ 利⽤対象２，３】領域：⻩枠
の事業となる。しかし、例えば、巡回⽀援専
⾨員整備事業は、個⼈契約などの⽀援では
なく、巡回を計画しての訪問型⽀援のため
事業実施後は⽀援を終了せざるを得えない。
また、障害児等療育⽀援事業（地域⽣活⽀援
事業）は継続⽀援事業ではないため、⽀援度
は下がる。 

⾚枠領域内にある保育所・幼稚園等の⽀
援度はほぼ 0 になっている。この段階にお
いて、家族は、我が⼦以外の⼦どもたちとの
違いに圧倒され、個別的による相談を希望 

表 8 『Ⅲインターフェイス段階』における設置状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発達障害のための
⽀援サービスマップ

保育所、幼
稚園、認定
こども園

放課後健全育
成事業（放課
後児童クラ
ブ・児童館）

1歳6月健診・
3歳児健診
（乳幼児健康
診査）

事後指導（乳
幼児健康診
査）

児童相談所

発達障害者
支援セン
ター運営事
業

障害者基幹
相談支援セ
ンター（地
域生活支援
事業）

巡回支援専門
員整備事業
（地域生活支
援事業）

障害児等療育
支援事業（地
域生活支援事
業）

発達障害児お
よび家族等支
援事業

診察（小児
科・児童精神
科）

障害児（者）
リハビリテー
ション

障害児相談
支援

児童発達支
援

保育所等訪
問支援

関係法 児童福祉法
学校教育法
改正認定こ
ども園法

児童福祉法 母子保健法 母子保健法 児童福祉法 障害者総合
支援法（発
達障害者支
援法）

障害者総合
支援法

障害者総合支
援法

障害者総合支
援法

障害者総合支
援法（発達障
害者支援法）

医師法等 健康保険法等 児童福祉法 児童福祉法 児童福祉法

設置状況ー利用対象 1ー１ 1ー１ 1ー１ 1ー２ 1ー２ 2ー３ ２ー２ ３ー３ ３ー２ ３ー３ ２ー２ ３ー２ ２ー２ ２ー２ ３ー２
a 家族へのガイダンス『特性理解』の支援 0 0 1 2 2 2 1 0 1 2 0 0 1 1 0

b 専門的アセスメントⅠ 0 0 1 2 2 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0
c 個別発達相談 0 0 1 2 1 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0

d 親子グループ支援 0 0 0 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0
e 親グループ支援 0 0 0 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0
f 医療、サービスへの『つなぎ』の支援 1 0 2 2 2 2 1 1 2 0 0 0 2 1 0
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し、ややもすると孤⽴化に陥りやすい。 
以上のように、この時期は、⼦どもの障害

を認めるのが⾟く、家族のメンタルヘの悪
化が懸念される。そのため、家族の不安が⾼
まりやすく、健診事後指導の事業等で⾏っ
ている「Ⅲｄ親⼦グループ⽀援」や「Ⅲe 親
グループ⽀援」は家族の⽀えになるであろ
う。 

この⽀援機能を補強するものとして【設
置状況２，３】領域：⻩枠の中に発達障害児
および家族等⽀援事業がある。家族の不安
が⾼まる時期であるからこそ、家族のサポ
ーターを増やしていく事業であろう。 

 
②支援事業の広がりの影響－福祉サービス

事業：表 8緑枠への広がりー 

 
 
 
 
 
緑枠の契約事業である福祉サービス事業

所が利⽤できる事業所・事業をとして広が
り始める。     

この緑枠は【利⽤対象２】であり、何らか
の課題がある⼦どもが対象になるが、契約
事業であるため、発達障害児の家族が障害
について⼀定の理解していることが前提で
ある。 

この段階は、家族が、⼦どもの障害につい
て向き合わなくてはならなくなる。そのた
め、「専⾨的アセスメントⅠ」を踏まえた⽀
援につながるよう配慮する必要がある。 

⼀⽅でこの段階は、「専⾨的アセスメント
Ⅰ」と家族のメンタルヘルスサポートの両
⽅を担う必要性が⾼いが、これらの機能は

⾚枠内にしかなく、結果として、⼼理・発達
専⾨職による⽀援は減少する。 
 
Ⅳ 直接⽀援段階  
① 支援事業の広がりと診療・専門的アセス

メントの不足 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『Ⅳ直接⽀援段階』において、必要なこと

は、診断または専⾨的アセスメントに基づ
き、発達障害の特性を正しく受け⽌めた上
で⽀援を⾏うことである。また発達障害の
場合は、発達⽀援・療育、家族への⽀援、環
境調整といったさまざまな⽀援機能がある。
その⽀援を⾏う事業は、緑枠の福祉サービ
ス事業が担っていく。しかしこれだけたく
さんの直接⽀援を⾏う機関・事業があるの
にも関わらず、「Ⅳa 診察」は医療機関のみ
である。 
発達障害の診断をするためには「Ⅳb 専⾨
的アセスメントⅡa」が必要である。そのた
め、成育歴聴取や⼼理・発達検査、⾏動観察
など発達障害の診断を⾏うための時間を、
通常の診療時間にどう捻出するかが課題で
あろう。（そのため表の中にはないが、「発達
障害専⾨医療機関初診待機解消事業」など
が平成 31 年度に新設されている。） 

福祉サービス事業 ：  

【設置状況２】 ＋ 【利用対象２、３】 

障害児相談支援、児童発達支援、保育所等訪問支援 

  

医療：【設置状況２、３】＋【利用対象

２】 

診療（小児科、児童精神科） 

障害児（者）リハビリテーション 

 

福祉サービス事業 ：  

【設置状況２】 ＋ 【利用対象２、３】 

障害児相談支援、児童発達支援、保育所等訪問支援 
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表 9 『Ⅳ直接支援段階』における設置状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また診療を使わず緑枠のみの「直接⽀援」
を利⽤する場合は、「専⾨的アセスメントⅡ
a」をする機関が少なく、⼼理アセスメント
の実施に関しては、緑枠の「直接⽀援」先に
委ねられていることが多い。 
 
②支援の中心の変更 表 9 赤枠⇒青、緑枠 

インクルージョン推進のためのアウトリー

チ支援 

この段階で中⼼となる⽀援事業は⻘枠の
医療領域と緑枠の福祉サービス領域となる。
⼀⽅で福祉サービスや医療を必要としない
発達障害児とその家族は、【設置状況Ⅰ】の
⾚枠領域における⽀援が⾏われることにな
る。 

福祉サービスを契約している発達障害児
は、保育所や学校などの地域で⽀援をうけ
るために、保育所等訪問⽀援事業を利⽤す
ることができる。福祉サービスを利⽤しな
い発達障害児への⽀援は、障害児等療育⽀

援事業が担うことができるが、【設置状況３】
と低い。発達障害特性はあるものの診断は
受けずに地域で暮らしている発達障害児も
また、地域（保育所等）で⽣活していくため
の⽀援を必要とするが、受け⼊れ側の保育
所などの地域の⽀援者への助⾔等コンサル
テーションは「障害児等療育⽀援事業」で⾏
われているのみである。 

 
（３）まとめ（研究１） 

Ⅰ 事例化前段階 
「Ⅰ事例化前段階」では⽣活の場である

保育所等に⼼理・発達専⾨家が出向いて保
育⼠らを⽀えていく⽀援モデルが展開され
ていく。それによりすべての⼦どもへの⽀
援について考えていくことができる。また
外部からの⽀援により現場の保育⼠らが⼼
理・発達の専⾨性や発達⽀援について助⾔
を受けることで、保育所等全体が発達障害
の理解を深めていくこととなる。 

発達障害のための
⽀援サービスマップ

保育所、幼
稚園、認定
こども園

放課後健全育
成事業（放課
後児童クラ
ブ・児童館）

1歳6月健診・
3歳児健診
（乳幼児健康
診査）

事後指導（乳
幼児健康診
査）

児童相談所

発達障害者
支援セン
ター運営事
業

障害者基幹
相談支援セ
ンター（地
域生活支援
事業）

巡回支援専門
員整備事業
（地域生活支
援事業）

障害児等療育
支援事業（地
域生活支援事
業）

発達障害児お
よび家族等支
援事業

診察（小児
科・児童精神
科）

障害児（者）
リハビリテー
ション

障害児相談
支援

児童発達支
援

保育所等訪
問支援

関係法 児童福祉法
学校教育法
改正認定こ
ども園法

児童福祉法 母子保健法 母子保健法 児童福祉法 障害者総合
支援法（発
達障害者支

援法）

障害者総合
支援法

障害者総合支
援法

障害者総合支
援法

障害者総合支
援法（発達障
害者支援法）

医師法等 健康保険法等 児童福祉法 児童福祉法 児童福祉法

設置状況ー利用対象 1ー１ 1ー１ 1ー１ 1ー２ 1ー２ 2ー３ ２ー２ ３ー３ ３ー２ ３ー３ ２ー２ ３ー２ ２ー２ ２ー２ ３ー２
a 診察 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
b 専門的アセスメントⅡa『心理、発達検査等』 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 2
c 環境調整（家庭・集団）『訪問支援』 0 0 1 2 2 2 2 0 1 0 0 2 1 1 2
d 発達支援・療育（個別、グループ） 1 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 2 0 2 2

e リハビリテーション（OT,PT,ST,CP） 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1
f 家族への心理教育（特性に応じた対応） 0 0 0 2 1 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2
g ペアレントトレーニング（行動に着目した対応） 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0
h 機関連携（支援体制の構築） 1 1 0 2 2 2 2 0 1 0 1 2 2 2 2
i 当事者団体の支援（ペアレントメンター制度の支援） 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Ⅳ
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すべての⼦どもが⽣活しやすい⽀援を整
えていくサポートであり、ユニバーサルデ
ザイン化の推進となっていくであろう。 
 
現状の課題 

・気づきの段階において地域の支援に出向

いていく発達・心理専門職の不足 

 
Ⅱ 事例化、スクリーニング段階 
 「Ⅱ事例化、スクリーニング段階」では、 
乳幼児健康診査を中⼼としたスクリーニン
グシステムにより発達障害を早期に発⾒し
介⼊が始まる。このように⾚枠では、医師、
⾔語、発達・⼼理等専⾨職が配置されてお
り、地域において⾝近な専⾨家として、⼦ど
もへの⽀援と⼦育て相談（⽀援）を⾏ってい
る。 
 また⻩枠の⽀援は、乳幼児健康診査のス
クリーニングによってうまくつながらなか
った⼦どもたちのスクリーニングを担うバ
ックアップシステムとしての事業が展開し
ていくことにより、⼦育て相談（⽀援）から、
⼦ども⾃⾝に何らかの育てづらさの要因が
あることを家族が受け⽌め、事例化してい
く。 
 
現状の課題 

・児童相談所や発達障害者支援センターな

どのアクセシビリティ問題 

・スクリーニングにより把握されなかった

子どもへのバックアップシステムの不足 

 

Ⅲ インターフェイス段階 
「Ⅲインターフェイス段階」では、⼦育て

相談から発達相談開始の時期であり、家族
は⼦どもの障害について向き合わなければ

ならない。 
そのため専⾨的アセスメントを踏まえた

適切な⽀援への導きと家族のメンタルヘル
スサポートが必要な時期となる。 
 
現状の課題 

・つなぎの支援の重要性の認識の不足 

 
Ⅳ 直接⽀援 

「Ⅳ 直接⽀援」では、多くは受診をきっ
かけにリハビリテーションや発達⽀援（療
育）など直接⽀援が開始される。直接⽀援と
しては、発達⽀援・療育、家族への⽀援、環
境調整といったさまざまな⽀援機能が準備
されている。 

⼀⽅、発達障害特性はあるものの診断は
受けずに地域で暮らしている発達障害児は
地域（保育所等）で⽣活していくための⽀援
を必要とする。また発達障害児を受け⼊れ
る保育所等へのコンサルテーションなども
必要になっていく。 

このことから、医療・福祉領域における直
接⽀援と、⽇常の⼦育ての中での困りごと・
⼼配などに対応する⼦育て⽀援が必要に応
じて利⽤されていく仕組みづくりにより、
インクルージョンの推進に繋がっていく。 
 
現状の課題 

・直接支援の実施機関での専門的アセスメ

ント機能の不足 

・地域（保育所等）生活主体の支援の不足 

 

Ｃ 研究２ 

（１）方法 

 「発達障害児のためのサービスマップ」を
⽤いて、A 市、B 市、C 市の３市にヒアリン
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グ調査を実施した。 
 

（２）結果と考察 

① Ａ市 

Ⅰ 事例化前段階 
・「Ⅰｃ 早期発⾒と気づき」の部分は、保育
所等や児童館では、気になる⼦がいればす
ぐに市に連絡がくるようになっており、市
の地区担当保健師と常に情報共有をしてい
る（「Ⅰ情報提供」）。 
・市の⼦ども包括⽀援事業の中における発
達障害児および家庭等⽀援事業において、
地域の保育所に⼼理専⾨職と保健師が出向
き、⼦どもを観察しながら、「早期発⾒」や
「Ⅰｃ 機関への助⾔」を⾏っている。 
・市の事業による保育所等訪問では、回数
が⾜りない、または困難事例等においては、
Y 県障害児（者）地域療育等⽀援事業による
園訪問において地域療育コーディネーター
や⼼理専⾨職を派遣し、共に出向きフォロ
ーしている。この事業による園訪問は、Ⅳ段
階の困難事例等の対応まで⾏われる。 
・児童相談所は、A 発達障害者⽀援センタ
ーを利⽤しているため、発達障害の⽀援を
⽬的に利⽤することはない。 
・「啓発」は、過去に市⺠向け講座を市の独
⾃の事業として⾏ったことがある。 
 
Ⅱ スクリーニング段階 
・健診や⼦育て相談を充実させており、す
べての⼀⼈⽬の⼦が⽣まれた時に、親⼦教
室を⾏い、⼦育ての相談を受けるなど市の
保健師との関係を築いている。 
・健診でフォローできなかった⼦や健診で
つなぐほどではないが、気になる⼦の対応
について、市の健診で今後つないでいくか

判断に迷う⼦どもについては、前述の⼦ど
も包括⽀援事業における園訪問を利⽤し、
⼦どもの様⼦を観察し、必要に応じて「⼦育
て相談」につないでいる。また園を通じて家
族から相談を受け付けている。 
・さらに就学に向けて⼦ども包括⽀援事業
において、教育委員会と⺟⼦保健課が連携
し、園への巡回訪問を実施し、教育相談を⾏
い、就学へ移⾏している。 
 
Ⅲ インターフェイス段階 
・健診事後指導において、⼼理、⾔語、医師
の専⾨職による個別の相談を⾏っている。 
・⼦ども包括⽀援事業の中にある発達障害
児および家庭等⽀援事業において、発達障
害の疑いがある、あるいは発達障害特性は
あるが、⼩児リハビリや児童発達⽀援事業
所に⾏くほどではないといった⼦どもの親
⼦に対し、未満児、幼児、就学前幼児を対象
にした、親⼦のグループを実施し、集団での
様⼦を観察しながら、家族に対し、特性があ
る⼦どもの理解と⼦育てセミナーを実施し
ている。 
・重度の障害を持つ⼦どもに対しては地域
の児童発達⽀援センターで、福祉サービス
の契約前の⼦どもを対象にした親⼦グルー
プを利⽤している。 
 
Ⅳ 直接⽀援段階 
・何らかの障害が明確な場合、⼩児リハビ
リを実施している病院や児童発達⽀援セン
ターを利⽤している。 
・知的に遅れのない発達障害の場合は、A 発
達障害者⽀援センターや県の発達障害診断
待機解消事業を利⽤し、診断を受ける。その
後は、地域の園と市が連携しながら対応し
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ている。 
・A 発達障害者⽀援センター内の医療機関
の待機が⻑く、発達障害診断待機解消事業
を利⽤している。 
・地域の園を利⽤する発達障害の⼦どもが
多いが、地域（園）⽣活をフォローする事業
が県の単独事業で実施している Y 県障害児
（者）地域療育等⽀援事業しかなく、困難事
例のみの対応となっているが、園から市へ
の⽀援依頼は多い。 
・⼦どもの発達⽀援、療育が開始されてか
らは、回数が少ないが家族に対して障害の
ある⼦どもの⼦育てについて発達相談で対
応している。 
・直接⽀援を開始している⼦どもの⽣活を
⽀える保育所等訪問⽀援の事業所が地域に
ないため利⽤者が少ない。 
・就学に向けて、健康増進課、学校教育課と
連携して園の訪問を実施し、学校につない
でいる。相談を利⽤するかどうか今まで迷
っていた家族が、訪問をきっかけに市の相
談につながってくることも少なくない。 
・しかし年⻑時に新しくつながってきた場
合、受診を希望しても、診察が込み合ってお
り時間がかかってしまう。 
 
② Ｂ市 

Ⅰ 事例化前段階 
・市の独⾃の事業として、5 歳児健診の代わ
りに、保健師が園を年 2 回巡回している。 
・さらに地活の巡回⽀援専⾨員整備事業を
昨年度より開始し、専⾨家が市内の保育園
を巡回し、園に在籍している多くの気にな
る⼦どもに対し、⼦どもをアセスメントし
た上で、⽅向性について助⾔をしてもらえ
るようになった。さらに地域の園に通う発

達障害の⼦どもが増えている中、保育⼠の
スキルアップを期待できる。 
・Y 県障害児（者）地域療育等⽀援事業にお
ける巡回相談は、当市は県の管轄になって
おり、回数も年 1 回と限られているため、
市のニーズと合わず連携が難しい。 
・児童相談所は虐待対応が主であるため発
達が主訴のケースを相談することはほとん
どなく、実態が把握できない。 
 
Ⅱ スクリーニング・事例化期段階 
・地域⼦育て⽀援拠点事業における⼦育て
⽀援センターを駅前に設置し、「⼦育て相談
会」を実施しており、⼦育てについて初期相
談の対応をしている。そして発達の気にな
る⼦は市と情報共有をし、対応している。 
・基幹相談⽀援センターは、障害福祉を中
⼼とした相談窓⼝であるため、診断前の⽅
の相談を受ける機会は少ない。しかし市の
福祉課の事業であり、市の保健師が在籍し
ているため、福祉課の事業として、巡回整備
専⾨員における園巡回のマネージメントや
市の保育⼠の資質の向上など発達障害を地
域で受け⼊れるための⽀援を⾏っている。 
 
Ⅲ インターフェイス段階 
・健診事後指導の⼀環である親⼦グループ
⽀援は、市の⼦育て⽀援センターにて、⼦育
て広場や⼦育て相談会を開催し、対応して
いる。 
・個別の発達相談と市の園巡回を通じて、
園と連携し、家族の悩みと園での⼼配ごと
について連携して⾏っている。 
 
Ⅳ 直接⽀援 
・市内の児童発達⽀援センターは医療型し
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かなく、市内の利⽤者が少ないため、地域と
つながりは少ない。  
・市内に県の B 医療福祉センターがあるた
め、⼦どものリハビリにはつながりやすい。 
 
③ Ｃ市 

Ⅰ 事例化前段階 
・市の障がい者⽀援担当課と基幹相談⽀援
センター職員が中⼼となり、巡回⽀援専⾨
員整備事業を⾏っている。市内の園を地域
の児童発達⽀援事業所職員とともに巡回し、
気になる⼦の把握を⾏っている。 
 
Ⅱ スクリーニング・事例化段階 
・健やかサポート訪問で把握した⼦どもが
適切な⽀援につながるよう、訪問にて継続
的に⽀援を⾏っている。 
・Y 県の発達障害児（者）地域療育等⽀援事
業による保育所等訪問⽀援事業が園のニー
ズにより⾏われている。 
 
Ⅲ インターフェイス段階 
・健診事後指導として、個別の発達相談を
⾏っているが、いっぱいで⼊れない、 
・巡回⽀援専⾨員整備事業において、園訪 
問の次のステップとして、専⾨相談を実施 
し、訪問して気になる⼦どもと家族または、 
⼦どもについて⼼配している家族に対し、 
⼼理職による個別の専⾨相談を⾏い、適切 
な⽀援へつないでいる。⼼理相談の後は、発 
達⽀援課の保健師や基幹センター職員らが 
継続してフォローしている。 
・把握する⼦どもの数が多くなりすぎてし
まっているのだが、巡回⽀援は発達障害に
対しての事業であるため、課を超えた業務
分担が難しい。 

 
Ⅳ 直接⽀援段階 
・市内に児童発達⽀援センターや児童発達
⽀援事業所があり、多くの⼦どもたちが通
っている。また保育所等訪問⽀援事業を実
施されている 
・気になる⼦を発⾒してもその先のつなぎ
の資源がない。 

 
（３）まとめ 

〇 3 市にヒアリング調査を⾏ったが、以
下のような発達障害児に関して地域での特
性がわかった。 

A 市は、早期発⾒システムを充実させてお
り、市における親⼦療育⽀援を中⼼として
事業を⾏っている。 
B 市は、⼦育て⽀援を充実させており、医
療型の児童発達事業所しかないため、地域
保育所の障害児保育のスキル向上を⽬指し、
巡回⽀援や研修会に⼒を⼊れている。 
C 市は、児童発達⽀援センターもあり、保
育所等⽀援も⾏われているが、地域の保育
園で⽣活している診断前の⼦どもたちに対
する⽀援を充実させるために訪問を⾏って
いる。障害児通所⽀援事業所はあるため、す
ぐに⽀援につながりやすいが、診断のため
の医療機関へのつなぎ先が少ない。 
 
〇 以下の 2 点について、ヒアリング調査
を経て、「発達障害児のための⽀援サービス
マップ」について検討していく必要がある。 
・⽀援サービス機関（⼦育て⽀援関連の施
設）について 
・⽀援サービス機能の評価の得点（障害者
基幹相談⽀援センターの評価得点） 
について 
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Ｄ 健康危険情報 該当なし 
Ｅ 研究発表 

1．論⽂発表 なし 
2．学会発表 なし 

Ｆ 知的財産権の出願・登録状況 該当な
し 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

学校教育における発達障害者支援に関する学校と関係機関との連携体制に関す

る調査研究 
 

研究代表者  本田秀夫 （信州大学医学部子どものこころの発達医学教室） 
研究協力者  田中裕一 （公益財団法人兵庫県青少年本部 兵庫県立 山の学校） 

 

研究要旨：学校教育における発達障害児支援に関する学校と関係機関との連携体制につ

いて把握することを目的として、法令や文部科学省の通知等を基に整理を行った。2007

年４月の特別支援教育の制度化により、学校教育における発達障害児への教育が全国的

に開始されることとなる。それに先駆けて、学校の体制整備を目的として「小、中学校

における LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥／多動性障害）、高機能自閉症の児童生徒

への教育支援体制整備のためのガイドライン（試案）」（2004）を文部科学省が作成し、

そこでは学校と関係機関との連携の必要性について触れられている。その後も、特別支

援教育推進のために福祉等との連携の必要性を示した「特別支援教育の推進について

（通知）」（2007）、教育の充実や合理的配慮の提供のための関係機関との連携を示した

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推

進（報告）」（2012）、就学先決定等における関係機関との連携を示した「障害のある子

供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて

～」（2021）、個別の教育支援計画作成時に関係機関との情報共有の必要性を示した「学

校教育法施行規則改正」（2018）などにより、学校と関係機関が連携するための体制づ

くりは行われてきた。年々、連携体制が構築されてはいるものの、地域や学校により格

差があると思われる。今後は、全国、どの学校に在籍したとしても、幼児児童生徒の自

立と社会参加のために、学校と関係機関との連携が実施できる体制づくりが求められて

いる。 

A．概要と目的 

学校教育における発達障害児支援に関す

る学校と関係機関との連携体制のための制

度構築の状況について整理を行った。 

 

B．研究方法 

発達障害児の教育が位置付けられた特別

支援教育の制度化以降の教育関連の法令や

文部科学省の通知等から、発達障害に関す

るものを整理するとともに、学校と関係機

関との連携についての法令等について整理

する。 

（倫理面への配慮） 

本報告は、公にされている文献の概要を

取り扱う調査であり、人権上の不利益に繋

がる内容、企業等との利益相反は無い。 

 

 



80 
 

C．研究結果 

特別支援教育の制度化以降の教育関連の

法令や文部科学省の通知等から発達障害に

関するものを整理した（表「学校教育にお

ける発達障害者支援に関する主な施策、法

令、報告等」参照）。 

そのうち、本研究と関連の深い学校と関

係機関との連携に関する法令や通知につい

て報告する。 

 

（１）「小、中学校における LD（学習障

害）、ADHD（注意欠陥／多動性障害）、高

機能自閉症の児童生徒への教育支援体制整

備のためのガイドライン（試案）」文部科

学省（2004） 

2007 年度の特別支援教育の制度化に向

けて、すべての小、中学校がどのような体

制を構築すべきかについて示したガイドラ

イン。発達障害のある子どもの教育におい

て、小、中学校において関係機関との連携

の必要性を示した。 

その中では、国レベルの教育・福祉・医

療等の関係機関との連携体制のための特別

支援教育ネットワーク推進委員会の設置

を、都道府県レベルでは広域特別支援連携

協議会の設置、一定規模の地域レベルでは

特別支援連携協議会の設置を求めている。

また、教員だけでなく、心理学の専門家、

医師等で構成する専門家チームの設置を都

道府県に求めた。 

さらに、各学校に対して、医療、福祉等

の外部の専門機関等との連携の推進や専門

家チームの活用を求めた。 

 

（２）「特別支援教育の推進について（通

知）」文部科学省（2007） 

これまでの特別支援学校を中心とした特

殊教育からの転換により、障害のある子ど

もが在籍するすべての学校で実施されるこ

ととなった特別支援教育において、（１）

ガイドラインに示されている内容を設置者

や学校に求める通知。 

各学校及び各教育委員会等に対し、必要

に応じて、発達障害者支援センター、児童

相談所、保健センター、ハローワーク等、

福祉、医療、保健、労働関係機関との連携

を図ることを求めた。 

 

（３）「学校教育法施行令の改正」及び

「教育支援資料～障害のある子供の就学手

続と早期からの一貫した支援の充実～」文

部科学省（2013） 

 障害のある児童生徒の就学先決定の仕組

みについて規定している学校教育法施行令

を改正するとともに、その際の各設置者が

実施する就学先決定の手続きに資する資料

として作成した。 

 改正内容として、これまでの就学基準

（学校教育法施行令第 22 条の３）に該当

する障害のある子どもは特別支援学校に原

則就学するという就学先決定の仕組みを改

め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本

人・保護者の意見、専門家の意見、学校や

地域の状況等を踏まえた総合的な観点か

ら、市町村教育委員会が就学先を決定する

こととなった。 

そこで、教育支援資料では、就学先の決

定に当たって、教育委員会担当者、教育・

保育の担当者、保健・福祉の担当者、医療

担当者等、多くの関係者が関わることにな

ることから、これまで以上にこれらの関係

者が相互に密接な連携を図り、本人、保護
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者も含めた関係者の合意形成のもと、円滑

な就学支援ができることが求めている。 

 

（４）「「放課後等デイサービスガイドライ

ン」にかかる普及啓発の推進について（事

務連絡）」文部科学省（2015） 

 小、中学校等に在籍している発達障害児

の利用も多い放課後等デイサービス事業者

の運営等に関するガイドラインを厚生労働

省が作成し、放課後等デイサービス計画と

学校で作成する個別の教育支援計画との連

携を求めた。 

 そこで文部科学省は、学校との間で相互

の役割の理解を深めるため、保護者の同意

を得た上での学校における個別の教育支援

計画等と放課後等デイサービス事業所にお

ける放課後等デイサービス計画を共有する

ことなどにより、学校と放課後等デイサー

ビス事業所との連携を求める事務連絡を発

出した。 

 

（５）「文部科学省所管事業分野における

障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る対応指針の策定」文部科学省（2015） 

 「障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律」（障害者差別解消法）が 2013

年に制定され、障害による差別的取扱いの

禁止や合理的配慮の不提供の禁止が示され

た。制定時には、障害による差別的取扱い

の禁止は国・地方公共団体等（国公立学校

など）、民間事業者（私立学校など）とも

に法的義務があり、合理的配慮の不提供の

禁止については国・地方公共団体等（国公

立学校など）は法的義務があったが、民間

事業者（私立学校など）は努力義務とされ

た（2021 年６月の障害者差別解消法改正

により、民間事業所に対しても法的義務と

なった。ただし，施行については，公布日

から起算して３年を超えない範囲内におい

て政令で定める日となっている）。その努

力義務とはどのようなことであるかを示し

ているものが、対応指針になる。 

 その中では、合理的配慮の合意形成や研

修・啓発などの場面において、医療，保

健，福祉等の関係機関や障害者関係団体と

連携することなどが求められている。 

 

（６）「改正発達障害者支援法」施行

（2016） 

発達障害者支援法は，議員立法により

2004 年 12 月に成立し，2005 年４月１日

から施行された法律であり、この法律によ

り，発達障害の定義と法的な位置づけが確

立され，これまで支援の対象から外れてい

た LD，ADHD，ASD 等が支援の対象とな

った。2016 年 6 月に、その法の目的・基

本理念や定義，および国民の責務，就労の

支援，教育等の内容が改正された。 

そこでは、発達障害者の支援において、

医療、保健、福祉、教育、労働等に関する

業務を行う関係機関および民間団体相互の

緊密な連携の下に、その意思決定の支援に

配慮しつつ、切れ目なく行われなければな

らないことなどが示されている。 

 

（７）「発達障害を含む障害のある子ども

に対する教育支援体制整備ガイドライン～

発達障害等の可能性の段階から、教育的ニ

ーズに気付き、支え、つなぐために～」文

部科学省（2017） 

 障害者差別解消法制定や学校教育法の改

正、学習指導要領の改訂など制度の変更が
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あることから、（１）ガイドラインを全面

的に見直した文書。 

 これまでのガイドラインでも、学校と関

係機関との連携の必要性について示されて

いたが、今回のガイドラインで学校内にお

ける役割分担やその活用方法などについ

て、さらに具体的に記載されることとなっ

た。 

 

（８）「「家庭と教育と福祉の連携『トライ

アングル』プロジェクト」報告」及び「学

校教育法施行規則改正」文部科学省

（2018） 

障害のある子どもの自立と社会参加のた

めに、教育と福祉がより連携して、家庭や

本人を支えることができるよう、文部科学

省と厚生労働省の副大臣が立ち上げた「家

庭と教育と福祉の連携『トライアングル』

プロジェクト」の報告が 2018 年３月なさ

れ、そこでは、学齢期の障害のある子ども

が放課後等デイサービス等の福祉制度を利

用しているが、取組内容の共有や緊急時の

対応などの連携ができていないことが指摘

された。 

そこで、文部科学省は同年８月に学校教

育法施行規則を改正し，「「個別の教育支援

計画」を作成する際には，当該児童生徒又

は保護者の意向を踏まえつつ，保護者や関

係機関等と当該児童等の支援に関する必要

な情報の共有を図らなければならないこ

と」と定めた。 

 

（９）「障害のある子供の教育支援の手引

～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏ま

えた学びの充実に向けて～」文部科学省

（2021） 

2021 年 1 月にまとめられた「新しい時

代の特別支援教育の在り方に関する有識者

会議報告」を受け、（３）「教育支援資料」

の内容について，障害のある子どもの就学

先となる学校（小中学校等，特別支援学

校）や学びの場（通常の学級・通級による

指導・特別支援学級）の適切な選択に資す

るよう改訂を行うとともに，就学に係る一

連のプロセスとそれを構成する一つ一つの

取組の趣旨を，就学に関わる関係者の全て

に理解してもらうために改訂した文書。 

そこには、早期発見と早期支援、一貫し

た教育支援実施、移行期の教育支援、引継

ぎ、進学や就職，就労等に向けた取組など

の場面において、家庭や医療，福祉，保

健，労働等の関係機関との連携強化の必要

性が示されている。 

 

D．考察 

表や（１）~（９）に示したように、学

校と関係機関との連携に関するさまざまな

法令や通知等が示されており、連携を進め

るための法制度は進んできていると言え

る。 

しかし、各設置者、各学校が、現在、関

係機関とどのように連携をし、どのような

ことが課題となっているのかなどについ

て、文部科学省の調査はなく、また、近年

の連携状況について、全国的な状況を調査

した論文も見つからない。 

これらのことから、学校と関係機関との

連携に関する全国的な現状と課題が未整理

の状態であると言える。 

 

E．結論 

法制度の整備や通知等から、設置者や学
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校における環海機関との連携は、少しずつ

進んできていると思われる。 

 しかし、設置者や学校による取組に地域

差があるように、全国の関係者からの聞き

取り等をしている筆者が感じている。 

学校と関係機関との連携をより促進する

ためには、連携の現状を調査するととも

に、その課題を明らかにし、地域や学校規

模等によるモデルを示すことが必要ではな

いかと考える。 

 

F．研究発表 

無し 

 

H．知的財産権の出願、登録状況 

無し 

 

 

＜文献＞ 

・文部科学省（2018）：改訂第３版 障害

に応じた通級による指導の手引：解説と Q

＆A 

 

・文部科学省初等中等教育局特別支援教育

課（2019）：初めて通級による指導を担当

する教師のためのガイド 

 

・田中裕一監修（2019）：新版「特別支援

学級」と「通級による指導」ハンドブッ

ク、東洋館出版 

 

・田中裕一（2022）：通常学級の発達障害

児の「学び」を、どう保障するか～学校・

家庭・福祉のトライアングル・プロジェク

ト～、小学館 
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表 学校教育における発達障害者⽀援に関する主な施策，法令，報告等 

1992.3 通級による指導に関する充実⽅策について（審議のまとめ） 

1999.7 学習障害児に対する指導について（報告） 

2001.1 21世紀の特殊教育の在り⽅について（最終報告） 

2003.3 
今後の特別⽀援教育の在り⽅について（最終報告） 

通常の学級に在籍する特別な教育的⽀援を必要とする児童⽣徒に関する全国実態調査結果公表 

2004.1 
⼩，中学校におけるLD（学習障害），ADHD（注意⽋陥／多動性障害），⾼機能⾃閉症の児童⽣徒への

教育⽀援体制整備のためのガイドライン（試案） 

2005.4 発達障害者⽀援法の施⾏ 

2005.12 
特別⽀援教育を推進するための制度の在り⽅について（答申） 

障害者の権利に関する条約の国連における採択 

2007.4 
学校教育法の⼀部を改正する法律の施⾏（障害種別を超えた特別⽀援学校等） 

特別⽀援教育の推進について（通知） 

2007.9 障害者の権利に関する条約の署名 

2008.4 ⼩学校・中学校の学習指導要領および幼稚園の教育要領の改訂 

2009.8 ⾼等学校における特別⽀援教育の推進―⾼等学校ワーキンググループ報告 

2011.8 障害者基本法の⼀部を改正する法律の施⾏（障害者の定義の⾒直し等） 

2012.7 共⽣社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別⽀援教育の推進（報告） 

2012.12 
通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的⽀援を必要とする児童⽣徒に関する調査結

果について 

2013.4 障害者総合⽀援法の施⾏ 

2013.9 学校教育法施⾏令の改正（就学⼿続き等の改正） 

2013.10 教育⽀援資料〜障害のある⼦供の就学⼿続と早期からの⼀貫した⽀援の充実〜 

2014.1 障害者の権利に関する条約の批准 

2015.4 「放課後等デイサービスガイドライン」にかかる普及啓発の推進について（事務連絡） 

2015.11 ⽂部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の策定 

2016.4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）の施⾏ 

2016.8 発達障害者⽀援法の⼀部を改正する法律（改正発達障害者⽀援法）の施⾏ 

2016.12 学校教育法施⾏規則の⼀部を改正する省令の公布（⾼等学校における通級による指導の制度化等） 
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2017.3 

義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公⽴義務教育諸学校の学級編制及び教職員

定数の標準に関する法律の改正（⼩中学校段階の通級による指導に係る教員定数の基礎定数化等） 

発達障害を含む障害のある⼦どもに対する教育⽀援体制整備ガイドライン〜発達障害等の可能性の段階

から，教育的ニーズに気付き，⽀え，つなぐために〜 

幼稚園教育要領，⼩学校及び中学校学習指導要領公⽰ 

2017.4 特別⽀援学校幼稚部教育要領 ⼩学部・中学部学習指導要領公⽰ 

2018.3 
⾼等学校学習指導要領公⽰ 

「家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクト」報告 

2018.4 ⾼等学校における通級による指導の開始 

2018.8 学校教育法施⾏規則改正（個別の教育⽀援計画作成時の本⼈・保護者の意向確認と情報共有の義務化等） 

2019.2 特別⽀援学校⾼等部学習指導要領公⽰ 

2019.3 初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド 

2020.1 

新しい時代の特別⽀援教育の在り⽅に関する有識者会議 報告 

「令和の⽇本型学校教育」の構築を⽬指して〜全ての⼦供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，

協働的な学びの実現〜（答申） 

2021.3 「令和の⽇本型学校教育」を担う教師の養成・採⽤・研修等の在り⽅について（諮問） 

2021.6 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）の改正 

障害のある⼦供の教育⽀援の⼿引〜⼦供たち⼀⼈⼀⼈の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて〜 

個別の教育⽀援計画の参考様式について（通知） 

2021.7 ⽣徒指導提要の改訂に関する協⼒者会議 第１回 

2021.8 
学校教育法施⾏規則の⼀部改正（医療的ケア看護職員，特別⽀援教育⽀援員，情報通信技術⽀援員等の

名称及び職務内容の規定等） 

2021.10 
「通常の学級に在籍する特別な教育的⽀援を必要とする児童⽣徒に関する調査」有識者会議 第１回 

特別⽀援教育を担う教師の養成の在り⽅等に関する検討会議 第１回 

2021.12 

特定分野に特異な才能のある児童⽣徒に対する学校における指導・⽀援の在り⽅等に関する有識者会議 

論点整理 

特別⽀援学校教諭の教職課程コアカリキュラムに関するワーキンググループ 第１回 

 1 



86 
 

厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

高齢期の発達障害者支援に関する地域支援体制に関する調査研究 
 

研究分担者  日詰正文   （独立行政法人のぞみの園研究部長） 

 

研究要旨：高齢期の発達障害者の実態や支援の実践について把握することを目的として

文献レビューを行った。現状では、把握されている情報は少なく断片的であった。その

中でも、支援現場では発達障害者の特性を踏まえた合理的配慮が浸透しつつあること、

相談先の周知が進んでいることなどが把握されているが、本研究班のテーマとなる支援

機関間の連携やライフサイクルを長期的に捉えた調査研究は少なく、高齢期の発達障害

者に関する地域支援体制に焦点を当てた調査研究の強化が必要であると考えられた。 

A．概要と目的 

高齢期の発達障害者に関する地域支援体

制の状況について、調査研究等の報告でど

のように取り上げられているかについて把

握することを目的とした文献レビューを行

った。 

 

B．研究方法 

 公表されている調査研究報告について、 

WEB サイトでの検索、既刊の図書資料等 

の閲覧等により「高齢期」「発達障害」「地 

域・支援体制」の 3 つを keyword とし検 

索を行い、本研究に関係の深い記述を抽出 

した。なお検索サイトは、厚生労働科学研 

究データベース、障害者総合福祉推進事業 

実施一覧、J-STAGE、医中誌とした。 

（倫理面への配慮） 

本報告は、公にされている文献の概要を

取り扱う調査であり、人権上の不利益に繋

がる内容、企業等との利益相反は無い。 

 

C．研究結果 

上記 3 つの keyword で抽出された調査 

研究は、厚生労働科学研究では 6 件、障害

者総合福祉推進事業では 3 件、J- STAGE で

は 378 件、医中誌では 9 件であった。その

うち、本研究テーマとの関連性が特に高い

報告は 3 件であった。 

 

（１）平成 23 年度（2011）の障害者総合

福祉推進事業「老年期発達障害者（60

代以上）への障害福祉サービス提供の現

状とニーズ把握に関する踏査について」

では、①事例収集とその分析、②医療・

福祉の支援者に座談会（フリートーク）

を行い、 

 ●事例収集では、全国の医療・福祉機関

から収集した 59 事例を分析し、高齢期

発達障害者支援の現場では、“金銭面や

健康面の支援ニーズが高く”、“過去と現

在の障害福祉サービス利用経験、交友関

係の少なさが目立っている“等の状況を

把握していた。 

 ●座談会では、“診断や支援に結びつか

ないまま高齢期を迎えている発達障害者

（特に矯正施設退所者や認知症ケアの現
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場で）へのアプローチ方法についての知

見集積や適切な対応ができる人材の育成

が急がれること”を課題として把握して

いた。 

 

（２）平成 24～25 年度（2012～2013）の

厚生労働科学研究「地域及び施設で生活

する高齢知的・発達障害者の実態把握及

びニーズ把握と支援マニュアル作成」で

は、①海外の研究論文レビュー、②ホー

ムレス支援事業所や生涯学習・社会教育

機関のへのヒアリング調査を行い 

●研究論文レビューでは、“ASD の特性

が無い者に比べて ASD の高齢期では、

寿命の短さや適応行動スキルの低さ

（Perkins&Berkman,2012）”,”高齢期

の発達障害に関するスクリーニングや診

断方法に関する問題（Niekerk,2010）“ 

を指摘する先行研究を紹介していた。 

●ヒアリングでは、高齢化の発達障害

(可能性を含む)者への支援現場では、”健

康面（認知症や他の精神疾患、身体疾

患）への対応緊急性が高いこと”、”生活

困窮や虞犯触法行為、孤立的な暮らしへ

の対応など多分野の連携が必要であるこ

と” を把握していた。 

 

（３）令和 2 年度（2020）の障害者総合

福祉推進事業「発達障害者支援における

高齢期支援に関する実態調査」と令和 3

年度（2021）の障害者総合福祉推進事業

「高齢期発達障害者支援における関係機

関の役割と地域連携の在り方に関する調

査」は一連の調査として行われ、 

 ①先行研究レビュー、②発達障害者支援

センター、地域包括支援センター、社会

福祉協議会の相談実態、相互連携状況に

ついてアンケートやヒアリングを行い、 

●先行研究レビューでは、“高齢期の発 

達障害者について、本人からよりも家族

や関係者からの相談が多いこと“、”物

忘れ外来の受診患者に発達障害の可能性

が考えられる場合が有っても、記録（特

性がいつから存在していたか、脳画像検

査の結果など）の欠如や、医師の専門性

等の理由で診断が難しいこと”などの現

状が把握していた。 

●アンケートやヒアリングでは、“発達

障害者やその家族からの相談を受けた経

験は、発達障害者支援センターの職員は

3 割、地域包括支援センターの職員は 1

割程度であって、現状では相談全体の中

では少ない(マイナーな課題である)こ

と”、“相談機関同士の情報交換等は、ほ

とんど行われておらず、自身の職場での

対応だけでは不足があると感じているこ

と”、その一方で“当事者への説明を行

う際には「紙に書いて視覚化する」「話

を整理してフィードバックする」など,

一定の合理的配慮が実施されているこ

と”、“厚生労働省の「重層的支援体制整

備事業」を活用し地域のコーディネート

役を配置する事例があること”などの支

援技術や体制が進展している状況も把握

していた。 

 

D．考察、 

 高齢期発達障害者に関する地域での支援

体制に関する調査研究の収集を行い、本研

究に関連性の高い 3 件の報告を抽出した。 

 （１）と（３）の調査研究の間には 10

年が経過しており、 
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・「障害福祉の支援現場以外の相談機関で

も発達障害の特性に沿った合理的配慮が提

供されている」、「家族が相談先を見つけら

れるようになっていること」点は、支援体

制整備が若干進んだ結果であると考えられ

た。 

・一方、「当事者の健康管理や仲間や支援

者とのつながりなどライフサイクルを長期

的にとらえたアセスメントや支援計画の作

成、そのモニタリングや記録の保存、引き

継ぎ」、「分野を超えたつながりや人材育成

などの不十分さ」などは依然として課題の

まま残されていると考えられた。 

 

E．結論 

発達障害者の高齢期の生活状況、支援に

関するノウハウ、人材育成や地域体制作り

に関する知見は現状では少なく断片的であ

った。 

 現に高齢期を迎えている発達障害者への

対応と、これから高齢期を迎える発達障害

者への対応の両面に視野を向けた地域実装

に繋がる調査研究が、今後強化されるべき

である。 

 

F．研究発表 

無し 

 

H．知的財産権の出願、登録状況 

無し 

 

 

 

 

 

 

＜文献＞ 

・平成 23 年度障害者総合福祉推進事業

「老年期発達障害者（60 代以上）への障

害福祉サービス提供の現状とニーズ把握に

関する踏査について」（実施主体：社会福

祉法人 萌葱の里） 

 

・平成 24～25 年度厚生労働科学研究「地

域及び施設で生活する高齢知的・発達障害

者の実態把握及びニーズ把握と支援マニュ

アル作成」（研究代表者：遠藤浩） 

＞平成 24 年度報告書 P42-P44 

「高齢期発達障害者の実態把握に向けた予

備的検討―海外文献レビューと精神／神経

科医の聞き取り調査よりー」分担研究者 

橋本創一 

＞平成 25 年度報告書 P47-P52 

「高齢期発達障害者の実態把握に関する基

礎的研究―ホームレス支援事業並びに障害

教育／社会教育機関の調査結果よりー」分

担研究者 橋本創一 

 

・令和 2 年度障害者総合福祉推進事業「発

達障害者支援における高齢期支援に関する

実態調査」（実施主体：国立のぞみの園） 

 

・令和 3 年度障害者総合福祉推進事業「高

齢期発達障害者支援における関係機関の役

割と地域連携の在り方に関する調査」（実

施主体：国立のぞみの園） 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

多領域連携による地域支援体制のための地域診断マニュアルの作成 
  

研究代表者 本田 秀夫 （信州大学医学部子どものこころの発達医学教室） 
研究協力者 今出 大輔 （おかやま発達障害者支援センター） 
研究協力者 天久 親紀 （沖縄中部療育医療センター） 
研究協力者 松田 佳大 （上伊那圏域障がい者総合支援センターきらりあ） 
研究協力者 永春 幸子 （信州大学医学部子どものこころの発達医学教室） 

 

研究要旨： 

本研究の目的は、地域の支援システムの充足度と課題を可視化して評価するための

評価ツールとして開発された「発達障害の地域支援システムの簡易構造評価（Quick 

Structural Assessment of Community Care System for neurodevelopmental 

disorders; Q-SACCS）」を用いて、各基礎自治体の支援従事者や行政担当者が支援体

制に関する地域診断を行うためのマニュアルを作成することである。すでに Q-

SACCS を用いて基礎自治体の地域診断と支援体制整備を行ってきた実績のある発達

障害者支援センターの地域支援マネージャーが、研究協力者として参加した。オンラ

イン形式で研究会議を行い、マニュアルの構成案、執筆分担などについて検討した。

冊子のマニュアルに加えて、より理解を促すため、解説動画の DVD を作成し、冊子

とセットで全国の都道府県および市区町村の発達障害・知的障害担当部署、精神保健

福祉センター、発達障害者支援センターに郵送で配布した。また、マニュアルの内容

のダウンロードと解説動画の閲覧ができるように、専用ウェブサイトを作成した。 

 

Ａ．研究目的 

発達障害の支援は、住んでいる地域で乳

幼児期から切れ目なく多領域連携のもと提

供されることが重要である。一方、自治体の

規模などの要因による地域特性の違いから、

支援体制のあり方も一様ではない。また発

達障害支援における多領域連携の実態につ

いても明らかではない。発達障害児やその

家族が地域で切れ目なく必要な支援が受け

られるよう、各自治体が地域特性を考慮し

た多領域連携による支援体制を構築する必

要がある。 

本田らは、平成 28～29 年度厚生労働科学

研究「発達障害児者等の地域特性に応じた

支援ニーズとサービス利用の実態の把握と

支援内容に関する研究」の中で、地域の支援

システムの充足度と課題を可視化して評価

するための評価ツールとして「発達障害の

地域支援システムの簡易構造評価（Quick 

Structural Assessment of Community 

Care System for neurodevelopmental 

disorders; Q-SACCS）」を作成した[1]。 

Q-SACCS のポイントは、システムを構成

するサブシステム間をつなぐ「インターフ

ェイス」を明示できることである。地域支援

システムをつくるには、基本的なシステム

図を描いておく必要がある。その際、具体的

な支援の場をサブシステムとして想定する
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だけでなく、それらをどのような関係でつ

なぎ、連携させるかも意識しておかなけれ

ばならない。そのようなつなぎ・連携を主た

る機能とするインターフェイスは、縦割り

行政のいわゆる「ポンチ絵」のなかでは明記

されずに現場の努力に委ねられがちである。

そこを曖昧にせずに図示することにより、

各地域の支援体制における強みや課題の残

る部分を抽出することが重要である[2]。Q-

SACCS は、そのようなインターフェイスの

「見える化」を可能とする。 

本研究では、Q-SACCS を用いて各基礎自

治体の支援従事者や行政担当者が支援体制

に関する地域診断を行うためのマニュアル

を作成することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

 すでに Q-SACCS を用いて基礎自治体の

地域診断と支援体制整備を行ってきた実績

のある発達障害者支援センターの地域支援

マネージャーが、研究協力者として参加し

た。 

 オンライン形式で研究会議を行い、マニ

ュアルの構成案、執筆分担などについて検

討した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は，発達障害児の地域支援体制を

検討するためのマニュアル作成であり、患

者等の個人情報を扱うことは全くない。ま

た、企業等との利益相反もない。 

 

Ｃ．研究結果 

研究会議を行い、構成と分担を決めて、マ

ニュアルを作成した（資料）。 

 マニュアルの構成を表 1 に示す。 

表１．マニュアルの構成 

 

はじめに 

ⅠQ-SACCS を用いた地域支援体制の点検 

 ①Q-SACCS の概要 

 ②Q-SACCS の記入法 

 ③Q-SACCS を用いたグループワーク 

 ④Q-SACCS を用いた実践例 

  a.人口 10 万人規模の A 市 

  b.人口 5 万人規模の B 市 

  c.圏域の自立支援協議会における活用 

Ⅱ関連資料 

 ①発達障害とは 

 ②発達障害児者の支援に関連する法制度 

 ③発達障害児者の支援を行う社会資源 

 ④提言：発達障害児とその家族に対する

地域特性に応じた継続的な支援のあり

方 

ⅢQ-SACCS の記入用シート 

 

 

Ⅱ④の提言は、平成 25 年度～27 年度厚生

労働科学研究費補助金「発達障害児とその

家族に対する地域特性に応じた継続的な支

援の実態と評価」（研究代表者：本田秀夫）

のなかで作成され、国立障害者リハビリテ

ーションセンター発達障害情報・支援セン

ターのウェブサイトで公開されているもの

を転載することにした。 

 また、より理解を促すため、解説動画の

DVD を作成し、マニュアルの冊子とセット

で配布することにした。作成した冊子と

DVD のセットを、全国の都道府県および市

区町村の発達障害・知的障害担当部署、精神

保健福祉センター、発達障害者支援センタ

ーに郵送で配布した。 
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 また、マニュアルの内容のダウンロード

と解説動画の閲覧ができるように、専用ウ

ェブサイトを作成した。 

（https://q-saccs.hp.peraichi.com/） 

 

Ｄ．考察 

 Q-SACCS を用いることによって、基礎自

治体（市区町村）の行政担当者が施策を検討

する際に、自治体ですでに達成しているこ

とや課題が残っていることを確認すること

ができる。都道府県・政令指定都市の発達障

害者支援センター、精神保健福祉センター、

発達障害地域支援マネージャー、特別支援

教育コーディネーターなどが、担当する地

域の支援体制を概観するために役立てるこ

とも可能である。また、発達障害に関わる支

援者が、自分の働く地域の支援体制を把握

し、連携すべき他職種を確認するために用

いることもできる。 

 

Ｅ．結論 

 今後、Q-SACCS のマニュアルを基礎自治

体に配布し、各基礎自治体における発達障

害児とその家族への支援体制の到達点と課

題について自己診断を促すことによって、

地域における発達障害児者の支援体制整備

の加速が期待できる。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 特記すべきことなし 

 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 なし 

2. 学会発表 なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 1. 特許取得 なし 

 2. 実用新案登録 なし 

 3. その他 なし 

 

Ｉ．参考文献 

[1] 本田秀夫，篠山大明，樋端佑樹：発達障

害児者等の支援体制を評価するための

「地域評価ツール」の作成と試行。厚生

労働科学研究費補助金障害者政策総合

研究事業（身体・知的等障害分野）：発達

障害児者等の地域特性に応じた支援ニ

ーズとサービス利用の実態の把握と支

援内容に関する研究－平成 28年度総括・

分担研究報告書（H28－身体・知的－一

般－001）, 249-258, 2017。 
[2] Honda H, and Shimizu Y: Early 

intervention system for preschool 
children with autism in the 
community: the DISCOVERY 
approach in Yokohama, Japan. Autism 
6(3): 239-257, 2002. 

 

 



この冊子の本文は見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

発達障害のある子どもと家族を
支援するための地域支援体制づくり

令和3年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）
「地域特性に応じた発達障害児の多領域連携における支援体制整備に向けた研究」

（研究代表者：本田秀夫）
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1

はじめに

発達障害は、早ければ乳児期、遅くとも就学前後までには特有の発達特性が顕在化
し、全てのライフステージを通じて何らかの支援ニーズが持続します。一見症状が目立
たない人も、周囲の人と自分との違いに悩む、誤解されて孤立するなどの問題が生じる
ことがあり、その結果として抑うつや不安などの精神症状の出現、いじめ被害、不登校、
ひきこもりといった二次的な問題を呈することがあります。したがって、発達障害の子ど
もたちを地域で支援するためには、医療、保健、福祉、教育、労働の多領域チーム・アプ
ローチによる息の長い支援体制を作っていく必要があります。

子どもに何らかの発達障害があるかもしれないと思ったとき、保護者はまずどこに相
談すればよいでしょうか? 子どもと家族が住んでいる地域にはどのような社会資源があ
るのでしょうか? 年齢を重ね、所属する社会集団が変わるとき、支援の場・体制はどのよ
うに移行するのでしょうか? 情報の引き継ぎはあるのでしょうか? こうした情報をわか
りやすく整理して住民に公開している自治体は、まだ多くはないと思われます。

支援に携わるさまざまな職種の人たちにとっても、自分が包括的な支援体制の中でど
のような位置づけで仕事をしているのか、連携をとる他職種にどのような人たちがいる
のか、誰から引き継ぎを受け、誰に引き継いでいくのかなど、支援をシステムとしてとら
えるためには、働いている地域の支援体制を理解しておくことは重要です。各自治体で
発達障害のある子どもと家族に関わる支援者、そして行政担当者は、各地域の支援体制
について定期的に点検し、体制が整備されている部分、課題が残る部分について把握し
ておく必要があります。

平成28~29年度厚生労働科学研究費補助金による「発達障害児者等の地域特性に
応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援内容に関する研究」（研究代表者:
本田秀夫）では、発達障害児者等の支援体制を分析・点検するための地域評価ツールと
して「発達障害の地域支援システムの簡易構造評価（Quick Structural Assessment 
of Community Care System for neurodevelopmental disorders:Q-SACCS）」
を開発しました。

Q-SACCSを用いることによって、基礎自治体（市区町村）の行政担当者が施策を検討
する際に、自治体ですでに達成できていることや課題が残っていることを確認することが
できます。それだけでなく、都道府県・政令指定都市の発達障害者支援センターの職員、
発達障害者地域支援マネージャー、特別支援教育コーディネーターなどが担当する地域
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の支援体制を概観するために役立てることもできます。また、発達障害の支援に関わる
支援者が、自分の働く地域の支援体制を把握し、連携すべき他職種を確認するために用
いることもできます。

この本は、Q-SACCSについて紹介し、各地域でQ-SACCSを活用して地域分析をし
ていただくためのマニュアルです。Q-SACCSの概要と記入法について解説し、自治体
で実際にこれを用いて地域分析をした模擬事例を紹介しています。後半には発達障害お
よび関連する法制度や社会資源に関する基礎的情報を掲載しました。Q-SACCSの記
入法については、動画も付録DVDに収載しましたので、参考にしていただければと思い
ます。

この本によって、全国すべての自治体における発達障害の子どもたちとその家族の支
援体制が一層充実することを願ってやみません。

著者を代表して　本田秀夫 
（信州大学医学部子どものこころ発達医学教室）

この本は、令和3年度厚生労働科学研究「地域特性に応じた発達障害児の多領域連携にお
ける支援体制整備に向けた研究」（研究代表者:本田秀夫）によって作成されました。
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Ⅰ. Q-SACCSを用いた地域支援体制の点検

（1）Q-SACCSの概要

（2）Q-SACCSの記入法

（3）Q-SACCSを用いたグループワーク

（4）Q-SACCSを用いた実践例
a.人口10万人規模のA市
b.人口5万人規模のB市
c.圏域の自立支援協議会における活用
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（1）Q-SACCS の概要

「発達障害の地域支援システムの簡易構造評価（Quick Structural Assessment of 
Community Care System for neurodevelopmental disorders; Q-SACCS）」は、
市区町村の支援体制を「見える化」し、現状の強みや課題を明らかにする（支援体制を点
検する）ツールとして開発されました。

市区町村の支援体制づくりの最初の一歩は、現状の支援体制を「点検」することです。
現状の支援体制で、何ができていて（充足していて）、何が課題なのか（足りないのか）を
明確にしていくことが大切です。具体的には、市区町村の各部局や各課が主管する事業
や取り組み、民間事業所への委託事業が、どのような役割を果たしているのか、事業と事
業の「つなぎ」をどのように行っているのかを見える化することで、支援体制の点検が容
易になります。

Q-SACCSは、本田が考案・改変（本田,2014,2016）した地域支援システムのモデル
図をもとに開発されました。Q-SACCSの特長は、「つなぎ」に注目して、地域の支援体制
の充足度を点検することができることです。

市区町村の支援体制をQ-SACCSを用いて点検することで以下の成果を得られます。

①市区町村の取り組みの価値（強み・特色）を確認できます。

③市区町村内で、新たな事業の創出や取り組みを
スタートさせるための根拠が明確になります。

②支援体制の課題が明らかになり、課題解決に向けた取り組み
（複数年でのPlan-Do-Check-Action（PDCA））を

導入しやすくなります。
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また、都道府県内の複数の市区町村がQ-SACCSを用いて支援体制を点検すること
で、自治体同士の情報交換が活性化されます。たとえば、A市の強みはB町の課題解決
のヒントとなる可能性があります。さらに、複数の市区町村に共通する『課題』は都道府
県全体の課題として認識することができ、都道府県の発達障害者支援センターや発達障
害者地域支援マネージャーの市区町村支援の目的が明確になります。

改正発達障害者支援法では、身近な地域において生涯にわたる切れ目ない一貫した
支援の実現、発達支援が必要な子どもと家族への切れ目ない体制づくりが規定されてい
ます。地域で切れ目ない支援体制づくりを進めるためには、単一の部局ではなく、保健・
子育て・教育・福祉等の部局横断的な取り組みが必要になります。発達障害者支援を部
局横断で検討するテーブル（地域自立支援協議会の活用等を含む）をつくることで、自治
体の各部・課・係・担当が発達障害者支援を「我が事」として認識する素地づくりも大切
です。

【引用・参考文献】
本田秀夫（2014）:発達障害の早期支援．精神療法40(2):299-307
本田秀夫（2016）:早期発見から早期支援へ（発達障害の早期発見・早期療育・親支援）．金子書房,東京
本田秀夫（2018）:発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援
内容に関する研究．厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野））
総括・分担研究報告書
今出大輔（2021）:自治体支援を通じて地域での暮らしを整備する．発達障害白書2021:126
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①記入方法

②体制図（ポンチ絵）の準備

（2）Q-SACCS の記入方法 動画あり

Q-SACCSの記入方法を説明します。
Q-SACCSの記入用のシートを準備してください。

シートは、専用URL（https://q-saccs.hp.peraichi.
com/）からパワーポイント・ファイルとしてダウンロード
できます。このマニュアルの「Ⅲ Q-SACCSの記入用シー
ト」のページをコピーして使ってもかまいません。

用意しているシートは、0歳から15歳までのバージョ
ンと成人期まで記入できるバージョンの2種類です。用
途に応じて使い分けてください。原理的に、Q-SACCS
は横軸を伸ばしていくことで、高齢期支援への移行まで
を見据えた市区町村の支援体制づくりを見える化するこ
とができます。

パワーポイントをダウンロードされた場合は、各自治体
の事情に合わせて適宜改変していただいても結構です。

次に、市区町村がすでに作成している体制図
（「ポンチ絵」とも呼ぶ）を準備します。

体制図とは、市区町村内で実施している母
子保健、子育て支援、教育的支援、障害福祉
サービス等の住民サービスを図に記したもの
を指します。

市区町村内に既存の体制図がない場合は、
③に進んでください。

ある自治体の体制図を例にとります。
縦軸には年齢が示され、横軸には1次予防、

2次予防、3次予防（Caplan, 1970）の支援内
容が示されています。

この体制図は、母子保健を管轄する部署で作
成した母子保健支援システム図です。母子保
健、子育て支援、特別支援教育、障害福祉サー
ビスを管轄する部署が集まって合同で体制図
を作っている自治体の場合は、その方がよいで
しょう。この自治体のように体制図を各部署で
作成している場合は、可能であれば各部署で作
成した体制図を集めるようにしてください。

99



7

体制図に書かれた各取り組みを以下のレベルに
分けて、Q-SACCSの白い四角の枠に記入してく
ださい。
レベルⅠ: すべての子どもと家族を対象とした取

り組み
レベルⅡ: 特定の子どもと家族を対象とした取り

組み
レベルⅢ: 医療的ニーズのある子どもと家族を対

象とした取り組み

インターフェイス（つなぎ）を担う事業や取り組み
があれば、Q-SACCSの黄色い四角の枠に記入し
てください。体制図の矢印の部分は、インターフェ
イスとして具体化することが必要かもしれませ
ん。また、すでに事業化されているものの中にもイ
ンターフェイスを担うものがあるかもしれません
ので、その場合は黄色い四角の枠に記入してくだ
さい。

③Q-SACCSの白い四角の枠に記入

■ 体制図に書かれた事業や取り組みをQ-SACCSに転記します。

次に、準備した体制図の中に書かれた事業・取り組み・機関をQ-SACCSに転記します。
体制図がない場合、以下の内容を参照しながら、まずは自身が携わっている事業や取り組みを記入

します。その後、自身が携わっている事業や取り組みの前後で行われている事業や取り組みを、わか
る範囲で記入します。全ての枠を埋めることを目標にする必要はありません。

記入は、白い四角の枠から始めます。
横軸に沿って、年齢帯ごとの事業・取り組み・機関を転記します。ここでは、年齢帯は義務教育卒

業までの15歳を最終年齢とします。
縦軸は、レベルⅠからⅢまでに振り分けて転記します。レベルⅠは、市区町村内のすべての子どもと

家族を対象とした取り組みです。たとえば、乳幼児健診などがレベルⅠに該当します。レベルⅡは、特
定の子どもと家族を対象とした取り組みです。たとえば、児童発達支援事業などがレベルⅡに該当
します。レベルⅢは、医療的ニーズのある子どもと家族を対象とした取り組みです。地域で発達障
害の診断と治療を行っている小児科、小児神経科、児童精神科などの医療機関を指します。市区町
村内の医療機関だけでなく、市区町村外に立地していても市区町村内に在住している子どもと家
族が受診している医療機関もここに記入します。
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④Q-SACCSの黄色い四角の枠に記入

⑤Q-SACCSの記入例

次に、インターフェイス（つなぎ）を担う事業や取り組みがあれば、Q-SACCSの黄色い四角の枠
に記入してください。体制図の矢印の部分は、インターフェイスとして具体化することが必要かも
しれません。また、すでに事業化されているもののなかにもインターフェイスを担うものがあるかも
しれませんので、その場合は黄色い四角の枠に記入してください。インターフェイスには、紹介や
情報共有などの時間軸を同じくする「共時的インターフェイス」と、引き継ぎなど時間軸が移り行政
内の管轄が移行する「継時的インターフェイス」の2種類があります。

このインターフェイスの部分でどのような事業や取り組みが行われているのかを明確にすること
が、Q-SACCSの特長であり、従来の体制図と異なるところです。市区町村の支援体制を見える化
する上で、インターフェイスの記載は特に重要です。

インターフェイスを記入するときの留意点は、「だれが、いつ、どこで、なにを、どんな目的で、ど
のように」行うのかが具体的にわかるように記入することです。なお、「だれが」を記載する場合は、
地区担当保健師などの人（専門職種や立場）を記す場合と、「相談支援ファイル」、「サポートブック」、

「保こ幼小連絡会」などの事業や取り組みを記す場合とがあります。両方ともある場合、すべて記
入してください。

例示した自治体の体制図から発達障害の支援
に関連する事業・取り組み・機関をQ-SACCSに
転記したところ、図のようになりました。体制図が
母子保健のものであるため、0~3歳のところが
多く、4歳以降のところは転記できる事業・取り
組み・機関があまりありません。

そこで、体制図に記載されていない事業・取り
組み・機関を把握している範囲で記入します。複
数の部署から集まって協力すると、より網羅的に
記入できます。

わかる範囲で記入した状態を図に示します。
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⑥事業・取り組み・機関の位置づけの整理

次に、それぞれの事業・取り組み・機関の位置づけを整理します。事業等のすべてを市区町村の
職員が行っている場合は「○」を記入します。一部を民間事業所等へ委託して実施している場合は

「△」を記します。すべてを民間事業所等へ委託している場合は「□」を記入します。この整理は、
Q-SACCSの枠内に記している事業や取り組みの実施要綱などを確認することで容易に行うこと
ができます。

次に、Q-SACCSの枠内に記した事業・取り組み・機関の色分けを行います。この作業を行うこ
とによって、市区町村の支援体制を点検し、現状の支援体制において何ができていて（充足してい
て）、何が課題なのか（足りないのか）を明確にしていくことができます。

明確に事業化できており、質が担保されている取り組みは、青い色にしてください。質が担保さ
れているかどうかの判断は、その事業や取り組みの目的・方法・期待される効果が明文化されてい
ることを基準として行ってください。青色で示される事業や取り組みは、市区町村の支援体制の強
みになります。

その事業や取り組みの手続きが不明確であり、現場の個人に手続きが任されている場合は、赤
い色にしてください。その事業や取り組みを担う人が替わると、手続きそのものが変更される可能
性があるからです。市区町村の支援体制づくりにおいて、赤い色で示された課題については、個人
に依存せず市区町村内で手続きを明確化し共有していく必要があります。

事業や取り組みが個人に依存せず手続きは明確であるものの、質の向上が課題となる場合やマ
ンパワー不足が問題となっている場合は、緑色にしてください。その事業や取り組みに関する機能
強化をしていく必要があります。
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⑦ 「PDCAサイクル」による検証

たとえば、発達障害のある子どもと家族が幼児期に保育園等で受けた支援に関する情報を就学
する小学校へ引き継ぐ場合に、個々の園や学校の現場スタッフの自主的判断に依存する取り組み
ではなく、市区町村内のどの園からどの学校に就学する場合であっても同様の手続き（誰と誰が、
いつ、どのような様式で、何を目的に、どのように引き継ぎ、引き継がれた情報をどのように管理
し、就学後に活かすのかなどの手続き）を行えるように明確な仕組みを作っていくためのPDCAが
必要です。

事業や取り組みが個人に依存せず手続きは明確であるものの、質の向上が課題である場合は、
その取り組みを担う人材の育成や、圏域・県域の専門職への協力要請を行うためのPDCAが必要
です。

たとえば、乳幼児健診における子育て支援・発達支援における保護者相談の質の向上を図りた
い場合は、国が推奨しているツールの用途や限界を健診従事者全員が理解すること、問診場面の
ロールプレイなどを実施すること、乳幼児健診マニュアルを作成することを経て、そのツールを既
存の健診ルーチンに無理なく導入してみるというPDCAを実施していきます。

Plan

Do

Check

Action

・�引き継ぎが現場スタッフの自主的判断に依存
→ 誰でも同様の手続きを行えるように、明確

な仕組みをつくるためのPDCAが必要

・�質の向上が課題
→ 人材育成、圏域・県域の専門職への協力要

請を行うためのPDCAが必要
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⑧ 例示した自治体のQ-SACCSが完成

例示した自治体のQ-SACCSが完成しました。どこが事業主体となっているかを分類し、さ
らに色分けを行うことによって、自治体でできていること（強み）と課題が残るところが明確に
なりました。また、空欄が残っており、ここを埋めていくことが課題であることもわかりました。

【引用文献】
Caplan,G.著 ,新福尚武 監訳（1970）：予防精神医学．朝倉書店

＜市町村名 ＞
＜人口： 人＞
＜年間出生： 人＞

0～3歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
4～6歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
7～15歳

レベルⅠ（毎日）
日常生活水準

〇乳幼児健診 △保育園・幼稚園
・認定こども園

〇小学校・中学校

〇サポートブック
〇保健師の引き継ぎ

〇サポートブック
〇保・幼・こ・小連絡会

共時的
インターフェイス
（情報共有、紹介等）

5W1H

〇新生児訪問
〇親子クラブ
〇乳幼児こころの健
康相談
〇要観察児教室
〇養育支援家庭訪問
事業

△保育所等巡回相談
事業

〇特別支援教育
コーディネーター
△保育所等巡回相
談事業

レベルⅡ（定期的）
専門療育的支援

〇発達相談
〇発達支援相談（県
保健所）

〇サポートブック 〇発達障害専門相談
〇児童発達支援セン
ター（県立）
□児童発達支援事業
所

〇サポートブック
〇教育支援委員会

〇発達障害専門相
談
〇特別支援学校
〇特別支援学級
〇通級指導教室
□放課後等デイ
サービス

共時的
インターフェイス
（情報共有、紹介等）

5W1H

〇保健師の受診同行 〇保健師の受診同行
〇サポートブック

レベルⅢ
医療的支援

□A病院＜市内＞
〇B病院＜市外＞

・・・継続・・・ □A病院＜市内＞
〇B病院＜市外＞

・・・継続・・・ □A病院＜市内＞
〇B病院＜市外＞

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

■Q-SACCS（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）
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① グループワークの進め方

（3）Q-SACCSを用いたグループワーク

Q-SACCSを用いて、市区町村の支援体
制づくりを進めていくための演習の例を紹介
します。

この演習の目的は、Q-SACCSを用いなが
ら参加者が携わっている市区町村の支援体
制を見える化することによって、①「わがまち
の強みや価値」を発見し、②抽出された課題
を解決するために取り組む動機や解決に向
かうヒントを得ることにあります。

演習はグループで行います。ここでは、1グループあたり4名を想定して時間配分しています。
参加人数や全体の時間数によって、グループあたりの人数や時間配分を調整することが可能で
す。

この演習は、市区町村の行政担当者、専門職および圏域・都道府県の行政担当者、専門職が主
な対象ですが、発達障害者支援地域マネージャーや発達障害者支援センター、基幹型相談支援事
業所、児童相談所、精神保健福祉センター、知的障害者更生相談所、圏域福祉事務所や保健所な
どに勤務する専門職のなかで、市区町村の支援体制づくりを応援する立場の方々も対象にしてい
ます。また、複数の市区町村や圏域で設置されている地域自立支援協議会の構成員で行うことも
可能です。

なお、市区町村設置の自立支援協議会の構成員が集まって演習する場合は、④⑤と⑥の前半は
省略してかまいません。

グループは、同じ規模の自治体同士で構成するのがよいでしょう。圏域や都道府県主催で演習
を行う場合は、同じ規模の市区町村からなる各4~6名のグループを作って実施します。

■ オリエンテーション・個別ワーク（25分） 
『わがまち』のQ-SACCSを行う

■ 全体共有（25分） 
市・町・村　それぞれ1~2名ずつ
作成したQ-SACCSを発表いただく

■ グループワーク（45分） 
市・町・村　各グループで意見交換
我がまちの強み、課題　&
グループ共通の強み、課題

■ 全体共有（15分） 
市・町・村　各グループ　から
意見交換の内容を発表いただく

■全体討論（10分）

進行役

記録・全体発表役
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② オリエンテーション

③ 個別ワーク

まず、各1分間程度の持ち時間で自己紹介
を行います。自己紹介の内容は、ご自身の所
属、名前、本演習への参加動機と好きな動物
とします。

1. 自己紹介（1分間スピーチ） 
ご所属・お名前・参加の動機・好きな動物

2. 役割決定
進行役は　○○が○○な人
記録役と発表者は○○が○○な人

■ 個別ワーク（25分） 
『わがまち』の　Q-SACCS　を行う

全員の自己紹介を終えた後に、役割分担を決めます。自己紹介の中で話した好きな動物が、グ
ループ内で最も大きい動物であった人が進行役を担い、最も小さい動物であった人が記録役と全
体発表役を担います。

自己紹介と役割分担は、アイスブレイクも兼ねています。好きな動物を定番の犬や猫と発言する
人が複数いる場合には、犬や猫の種類も追加質問してみるなど、場の雰囲気を和やかにする工夫
も必要です。

次に、個人ワークで「わがまち」のQ-SACCSを実施します。
記入法については、『（2）Q-SACCSの記入方法』を参照してください。色分けによる強みや課題

の抽出は、可能な範囲で実施します。個人ワークの段階で色分けできない場合は、グループワーク
で色分けを行います。

＜市町村名 ＞
＜人口： 人＞
＜年間出生： 人＞

0～3歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
4～6歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
7～15歳

レベルⅠ（毎日）
日常生活水準

共時的
インターフェイス
（情報共有、紹介等）

5W1H

レベルⅡ（定期的）
専門療育的支援

共時的
インターフェイス
（情報共有、紹介等）

5W1H

レベルⅢ
医療的支援

病院
＜内 ・外 ＞ ・・・継続・・・ 病院

＜内 ・外 ＞ ・・・継続・・・ 病院
＜内 ・外 ＞

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

■Q-SACCS（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

〈市町村名 〉
〈人口： 人〉 0～3歳

継時的
インター
フェイス
（引き継ぎ）

5W1H

4～6歳

継時的
インター
フェイス
（引き継ぎ）

5W1H

7～15歳

継時的
インター
フェイス
（引き継ぎ）

5W1H

16～18歳

継時的
インター
フェイス
（引き継ぎ）

5W1H

19～35歳

継時的
インター
フェイス
（引き継ぎ）

5W1H

36歳～

レベルⅠ
（毎日）
日常生活
水準

共時的
インター
フェイス
（情報共有、
紹介等）
5W1H

レベルⅡ
（定期的）
専門療育的
支援

共時的
インター
フェイス
（情報共有、
紹介等）
5W1H

レベルⅢ
医療的支援

●●病院
＜内・外＞ ・継続・ ●●病院

＜内・外＞ ・継続・ ●●病院
＜内・外＞ ・継続・ ●●病院

＜内・外＞ ・継続・ ●●病院
＜内・外＞ ・継続・ ●●病院

＜内・外＞

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

■Q-SACCS（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

▲シート 1 ▲シート 2
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④ 全体共有

⑤ グループワーク

■ 全体共有（25分） 
市・町・村　それぞれ1~2名ずつ作成した
Q-SACCS　を発表いただく

■ グループワーク（45分） 
『市・町・村　各グループで意見交換
我がまちの強み、課題　&
グループ共通の強み、課題

個人ワークで作成したQ-SACCSを1人あたり3分程度で発表し、全体で共有します。
発表者の数は、市区町村の規模ごとに1~2人とします。
全体で共有する目的は、①Q-SACCSの用途を確認すること（記入方法に沿って記入できている

かの確認など）、②規模の異なる他の市区町村の体制を知ることで、「わがまち」の強みや課題抽出
の気づきを得ることです。

1人ずつQ-SACCSを発表した後に、質疑応答を行います。助言者がいる場合には、助言者にコ
メントを求めます。助言者は、目的①②に沿ってコメントを行います。

個人ワークで作成したQ-SACCSを用いて、グループワークを行います。
進行役が司会をしながら、グループメンバー全員が順番に①個人ワークで記入したQ-SACCS

を紹介、②グループメンバーからの質疑とコメントの順で進行します。
1人の持ち時間は8分程度を目安とします。その内訳は、Q-SACCSの紹介に3分程度、グルー

プメンバーの質疑とコメントに5分程度とします。
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⑥ グループまとめ

発表者以外のグループメンバーは、各自が
作成した「わがまちのQ-SACCS」と比較しな
がら発表者に質疑を行い、発表者が気づいて
いない市区町村の支援体制の強みや課題が
あれば、コメントします。

発表者が発言した強みと課題に加えて、グ
ループメンバーがコメントした強みと課題を
記録役が記録します。

すべてのグループメンバーの発表と質疑・
コメントが終わったら、記録役が記録した表を
全員で共有しながら、グループに共通する強
みと課題を残りの時間10分程度で協議しま
す。

この協議の目的は、他の市区町村の強みと
課題を知ることで、①改めて「わがまちの支援
体制の強み」を発見すること、②「わがまちの
支援体制の課題」を解決するヒントを得ること

（他の市区町村の強みが活用できるかもしれ
ないという気づきを得ること）です。

演習を市区町村の支援体制づくりをサポートする部署や機関が主
催している場合は、参加者への事後アンケートを実施し、演習の感
想や意見と共に、参加者各自の気づきを実際に具現化して、市区町
村単位で取り組むために受けたいサポートを記す欄を設けるなどの
工夫をするとよいでしょう。たとえば、支援体制づくりのサポートを
受けたい場合は、担当者名と連絡先などの記名を求めることで、演
習のフォローアップを実施することができます。

ワンポイントアドバイス
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⑦ 全体共有と全体討論

次に、各グループに共通した強みと課題を全体で共有
します。

グループ数にもよりますが、各グループ3分程度で発
表します。

各グループで行った協議内容を全体で共有することに
よって、人口規模の異なる市区町村の強みや課題を知る
ことができます。これも、①改めて「わがまちの支援体制
の強み」を発見すること、②「わがまちの支援体制の課題」
を解決するヒントを得ること（他の市区町村の強みが活用
できるかもしれないという気づきを得ること）につながり
ます。

最後に、全体討論を行い、参加者からの自由な感想や意見を求めます。
個人ワークによって市区町村の支援体制づくりの「最初の一歩」として「見える化」を行えたこと、

グループワークと全体共有では、他の市区町村の支援体制を理解することでわがまちの強みを発
見し、課題解決のヒントを得たことを全体討論の場で確認します。
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人口が10万人規模のA市を例に
とって、実 際にQ-SACCSを用いて
行った地域の支援体制の点検につい
てご紹介します。

なお、ここで紹介する内容について
は、実際に行った例に一部修正を加え
ています。

A市は人口約130,000人で、年間
出生数は約1,450人です。

教育・保育・福祉等の状況について
は、表に示した通りです。

（4）Q-SACCSを用いた実践例 動画あり

a. 人口10万人規模のA市

人口10万人規模のA市

全年齢人口：約１3０,０００人 （出生数：約1,450人） 世帯数：約58,０００世帯

〈教育〉 高等学校（5校）、中学校（11校）、小学校(20校）、幼稚園（18園）
特別支援学校（高等部２校）

〈保育等〉 保育園（公立2ヶ所、認可保育所38ヶ所、認可外保育園19ヶ所、

認定こども園11ヶ所（うち１ヶ所公立こども園）

地域型保育事業（小規模保育事業所18ヶ所、事業所内保育事業所5ヶ所）

学童クラブ（54ヶ所）、児童館・児童センター（6ヶ所）

〈福祉〉 市立児童発達支援センター（1か所）

児童発達支援事業所（30ヶ所）、放課後等デイサービス（46ヶ所）

保育所等訪問支援事業所（2ヶ所）

就労継続支援A型(15事業所) 、B型(40事業所) 、就労移行支援(5ヶ所) 

A市の支援体制
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A市では、関係課が2ヵ月に1度集
まって「A市発達を支援する関係課連
絡会」を開催し、市内の発達支援に関
する課題について情報共有および課
題解決に向けた検討を行ってきまし
た。しかし、人事異動で参加者が代わ
る中で、目の前の課題解決に追われ、
系統立った支援計画立案には至って
いない点が課題でした。

あるとき、この連絡会に外部専門機
関として招いた県の発達障害者支援
センター職員よりQ-SACCSの紹介
を受け、市内の強み・課題を確認する
ことを目的に、連絡会で Q-SACCSを
作成することになりました。

その翌年には、県の発達障害者支援センターが主催したQ-SACCS研修会で実践報告を行い、他の自治体から
評価してもらうことで、さらなるブラッシュアップを行いました。

連絡会で作成したQ-SACCSを示
します。

＜A市＞
＜人口：

130,000人＞
＜年間出生：

1450人＞

0～3歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
4～6歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
7～15歳

レベルⅠ
（毎日）
日常生活
水準

○乳幼児健診
△保育園
△こども園

○乳幼児健診
○幼稚園
△保育園
△こども園

○小学校
○中学校

○保健師
○巡回相談(心理士)
△保育士
△要保護児童対策
地域協議会

○保・幼・こ・小連絡協議会
就学相談会

○教育支援委員会
○保健師
○巡回相談(心理士)
○教育支援センター
△要保護児童対策地域協議会

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○保健師
○発達フォロー事業
○子育て相談健康相談
□サポートノート
（ツール）

○保健師
○巡回相談(心理士)
○幼稚園教諭
○教育支援センター
△保育士
□サポートノート
（ツール）

○教育支援センター
□学校訪問相談員

レベルⅡ
（定期的）
専門療育的
支援

○児童発達支援センター
□児童発達支援
□保育所等訪問支援

○保健師
○心理士
○基幹相談支援センター
△家庭相談員
□相談支援専門員
□委託相談員

○児童発達支援センター
△発達支援保育
□児童発達支援
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
□相談支援専門員
□委託相談

○児童発達支援センター
○適応指導教室
○教育支援センター
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○保健師
○心理士・ST
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策
地域協議会

□委託相談

○保健師
○心理士
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策
地域協議会

□委託相談

○教育支援センター
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

レベルⅢ
医療的支援

●●病院
＜内・外＞ ・継続・ ●●病院

＜内・外＞ ・継続・ ●●病院
＜内・外＞

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

■Q-SACCS①（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

１． 「A市発達を支援する関係課連絡会」にて、市内の発達課題について検討してきたが、

人事異動で参加者が代わる中で、目の前の課題解決に追われ、系統立った支援計画

立案には至っていなかった。

２． 同連絡会に外部専門機関として招いた県発達障害者支援センターより、「Q-SACCS」の紹介を

受け、市内の強み・課題を確認することを目的に、連絡会で Q-SACCSを作成。

３． 県発達障害者支援センターが主催したQ-SACCS研修会で実践報告を行い、

他の自治体から評価してもらうことで、さらなるブラッシュアップを行った。

※ 「A市発達を支援する関係課連絡会」とは、市内の発達支援に関する課題について、情報共有及び

課題解決に向けた検討を行うことを目的に、関係課が隔月で集まる庁内会議。

Q-SACCS作成の経緯
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0歳~3歳では、レベルⅠ（日常生活
水準）において、保育園やこども園が
保育だけでなく、発達が気になる子ど
もの発見機能も担っていると考えられ
ました。

ここで気になった子どもについて、
つなぎとして保健師や市で実施する
子育て相談等を活用し、レベルⅡの療
育的な支援へつないでいきます。

レベルⅡについては、A市では市直
営の児童発達支援センターを運営し
ており、療育支援など子どもや保護者
の状態に応じた支援を提供していま
す。一方で、児童発達支援事業所の機
能強化は課題が残っていると考えられました。

診断や専門的な治療が必要になったケースについては、医療機関につなぐためのインターフェイスとして、基幹
相談支援センターや委託相談など福祉の支援が活用されていました。また、この時期は、保健師が果たすインター
フェイスの役割が、大変重要になっていると分析されました。

次に、ほとんどの子どもが幼稚園・
保育園・こども園に通うようになる4
歳~6歳への継時的インターフェイス
について述べます。

レベルⅠで保育園等に所属していた
子どもについては、保育士が引き継ぎ
の中心となります。また、心理士による
巡回相談等で発達が気になるとして
把握されている子どももおり、その場
合は、心理士や保健師によって引き継
がれます。ただ、誰がいつ引き継ぐの
か、明確化が課題であると考えられま
した。

A市では、3歳まで子どもが属して
いた園の保育士と就園予定先の幼稚園教諭が、互いの施設を行き来し、子どもの様子を観察する機会を積極的に
設けており、公立・民営の垣根を超えたスムーズな情報共有ができる仕組みが整っています。

また、児童虐待等が疑われるようなケースについては、要保護児童対策地域協議会で丁寧な経過観察を行って
います。

レベルⅡの療育的な支援が実施されている子どもについては、保健師や心理士、相談支援専門員などによる引
き継ぎが主になります。

＜A市＞
＜人口：

130,000人＞
＜年間出生：

1450人＞

0～3歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
4～6歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
7～15歳

レベルⅠ
（毎日）
日常生活
水準

○乳幼児健診
△保育園
△こども園

○乳幼児健診
○幼稚園
△保育園
△こども園

○小学校
○中学校

○保健師
○巡回相談(心理士)
△保育士
△要保護児童対策
地域協議会

○保・幼・こ・小連絡協議会
就学相談会

○教育支援委員会
○保健師
○巡回相談(心理士)
○教育支援センター
△要保護児童対策地域協議会

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○保健師
○発達フォロー事業
○子育て相談健康相談
□サポートノート
（ツール）

○保健師
○巡回相談(心理士)
○幼稚園教諭
○教育支援センター
△保育士
□サポートノート
（ツール）

○教育支援センター
□学校訪問相談員

レベルⅡ
（定期的）
専門療育的
支援

○児童発達支援センター
□児童発達支援
□保育所等訪問支援

○保健師
○心理士
○基幹相談支援センター
△家庭相談員
□相談支援専門員
□委託相談員

○児童発達支援センター
△発達支援保育
□児童発達支援
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
□相談支援専門員
□委託相談

○児童発達支援センター
○適応指導教室
○教育支援センター
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○保健師
○心理士・ST
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策
地域協議会

□委託相談

○保健師
○心理士
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策
地域協議会

□委託相談

○教育支援センター
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

レベルⅢ
医療的支援

●●病院
＜内・外＞ ・継続・ ●●病院

＜内・外＞ ・継続・ ●●病院
＜内・外＞

■Q-SACCS①（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

＜A市＞
＜人口：

130,000人＞
＜年間出生：

1450人＞

0～3歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
4～6歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
7～15歳

レベルⅠ
（毎日）
日常生活
水準

○乳幼児健診
△保育園
△こども園

○乳幼児健診
○幼稚園
△保育園
△こども園

○小学校
○中学校

○保健師
○巡回相談(心理士)
△保育士
△要保護児童対策
地域協議会

○保・幼・こ・小連絡協議会
就学相談会

○教育支援委員会
○保健師
○巡回相談(心理士)
○教育支援センター
△要保護児童対策地域協議会

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○保健師
○発達フォロー事業
○子育て相談健康相談
□サポートノート
（ツール）

○保健師
○巡回相談(心理士)
○幼稚園教諭
○教育支援センター
△保育士
□サポートノート
（ツール）

○教育支援センター
□学校訪問相談員

レベルⅡ
（定期的）
専門療育的
支援

○児童発達支援センター
□児童発達支援
□保育所等訪問支援

○保健師
○心理士
○基幹相談支援センター
△家庭相談員
□相談支援専門員
□委託相談員

○児童発達支援センター
△発達支援保育
□児童発達支援
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
□相談支援専門員
□委託相談

○児童発達支援センター
○適応指導教室
○教育支援センター
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○保健師
○心理士・ST
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策
地域協議会

□委託相談

○保健師
○心理士
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策
地域協議会

□委託相談

○教育支援センター
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

レベルⅢ
医療的支援

●●病院
＜内・外＞ ・継続・ ●●病院

＜内・外＞ ・継続・ ●●病院
＜内・外＞

■Q-SACCS①（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。
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4歳~6歳における支援体制につい
て述べます。

インターフェイスとして保健師、巡
回相談の心理士、幼稚園教諭、保育士
が関わるのに加えて、幼稚園児につい
ては教育委員会管轄の教育支援セン
ターの就学相談員も関与して、情報の
把握に努めています。

レベルⅡおよび医療へのつなぎにつ
いては、0~3歳と同様の体制と考えら
れました。

就学に際してのインターフェイスに
ついて述べます。

レベルⅠでは、各機関の支援者を集
め、就学までの流れを共有する「保・
幼・こ・小連絡協議会就学相談会」お
よび、保護者と就学先を決定していく
教育支援委員会が大きな役割を果た
しています。

レベルⅡのサービスを利用している
子どもに関するつなぎでは、相談支援
専門員を中心とした事業所間の引き
継ぎが大きな比重を占めていました。

＜A市＞
＜人口：

130,000人＞
＜年間出生：

1450人＞

0～3歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
4～6歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
7～15歳

レベルⅠ
（毎日）
日常生活
水準

○乳幼児健診
△保育園
△こども園

○乳幼児健診
○幼稚園
△保育園
△こども園

○小学校
○中学校

○保健師
○巡回相談(心理士)
△保育士
△要保護児童対策
地域協議会

○保・幼・こ・小連絡協議会
就学相談会

○教育支援委員会
○保健師
○巡回相談(心理士)
○教育支援センター
△要保護児童対策地域協議会

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○保健師
○発達フォロー事業
○子育て相談健康相談
□サポートノート
（ツール）

○保健師
○巡回相談(心理士)
○幼稚園教諭
○教育支援センター
△保育士
□サポートノート
（ツール）

○教育支援センター
□学校訪問相談員

レベルⅡ
（定期的）
専門療育的
支援

○児童発達支援センター
□児童発達支援
□保育所等訪問支援

○保健師
○心理士
○基幹相談支援センター
△家庭相談員
□相談支援専門員
□委託相談員

○児童発達支援センター
△発達支援保育
□児童発達支援
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
□相談支援専門員
□委託相談

○児童発達支援センター
○適応指導教室
○教育支援センター
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○保健師
○心理士・ST
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策
地域協議会

□委託相談

○保健師
○心理士
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策
地域協議会

□委託相談

○教育支援センター
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

レベルⅢ
医療的支援

●●病院
＜内・外＞ ・継続・ ●●病院

＜内・外＞ ・継続・ ●●病院
＜内・外＞

■Q-SACCS①（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

＜A市＞
＜人口：

130,000人＞
＜年間出生：

1450人＞

0～3歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
4～6歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
7～15歳

レベルⅠ
（毎日）
日常生活
水準

○乳幼児健診
△保育園
△こども園

○乳幼児健診
○幼稚園
△保育園
△こども園

○小学校
○中学校

○保健師
○巡回相談(心理士)
△保育士
△要保護児童対策
地域協議会

○保・幼・こ・小連絡協議会
就学相談会

○教育支援委員会
○保健師
○巡回相談(心理士)
○教育支援センター
△要保護児童対策地域協議会

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○保健師
○発達フォロー事業
○子育て相談健康相談
□サポートノート
（ツール）

○保健師
○巡回相談(心理士)
○幼稚園教諭
○教育支援センター
△保育士
□サポートノート
（ツール）

○教育支援センター
□学校訪問相談員

レベルⅡ
（定期的）
専門療育的
支援

○児童発達支援センター
□児童発達支援
□保育所等訪問支援

○保健師
○心理士
○基幹相談支援センター
△家庭相談員
□相談支援専門員
□委託相談員

○児童発達支援センター
△発達支援保育
□児童発達支援
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
□相談支援専門員
□委託相談

○児童発達支援センター
○適応指導教室
○教育支援センター
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○保健師
○心理士・ST
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策
地域協議会

□委託相談

○保健師
○心理士
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策
地域協議会

□委託相談

○教育支援センター
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

レベルⅢ
医療的支援

●●病院
＜内・外＞ ・継続・ ●●病院

＜内・外＞ ・継続・ ●●病院
＜内・外＞

■Q-SACCS①（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。
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7歳~15歳については、以下の通り
です。

レベルⅠは通常の小学校および中学
校の通常の学級です。レベルⅡには特
別支援学校、特別支援学級、通級指導
教室などの特別支援教育の場が入り
ますが、それ以外に児童発達支援セ
ンター、適応指導教室、教育支援セン
ター、放課後等デイサービス、保育所
等訪問支援などのサービスが利用さ
れています。

特別支援教育の利用に関する相談
や不登校の相談については、教育支援
センターが担っています。

A市 では、15歳 以 降 につ い ても
Q-SACCSで情報を整理してみまし
た。

＜A市＞
＜人口：

130,000人＞
＜年間出生：

1450人＞

7～15歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
15～18歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
19～35歳

レベルⅠ
（毎日）
日常生活
水準

○小学校
○中学校 □高校 □職業訓練

□ハローワーク

○つなぎ支援
コーディネーター

○教育支援センター
○教育委員会からの引き継ぎ
△要保護児童対策地域協議会

○つなぎ支援
コーディネーター

○教育支援センター
□高校教員共時的

インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○教育支援センター
□学校訪問相談員

○教育支援センター
□高校教員

○つなぎ支援
コーディネーター

レベルⅡ
（定期的）
専門療育的
支援

○児童発達支援センター
○教育支援センター
○適応指導教室
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
○心理士
△家庭相談員
□委託相談
□相談支援専門員

○児童発達支援センター
○教育支援センター
□適応指導教室
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
○心理士
△家庭相談員
□委託相談
□相談支援専門員
□障害者就業・生活支援
センター

□就労支援(A、B、移行)
□障害者就業・生活支援
センター

□ハローワーク(専門援助)

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○教育支援センター
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

○基幹相談支援センター
□委託相談
□訪問看護

レベルⅢ
医療的支援

●●病院
＜内・外＞ ・継続・ ●●病院

＜内・外＞ ・継続・ ●●病院
＜内・外＞

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

■Q-SACCS②（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＜A市＞
＜人口：

130,000人＞
＜年間出生：

1450人＞

0～3歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
4～6歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
7～15歳

レベルⅠ
（毎日）
日常生活
水準

○乳幼児健診
△保育園
△こども園

○乳幼児健診
○幼稚園
△保育園
△こども園

○小学校
○中学校

○保健師
○巡回相談(心理士)
△保育士
△要保護児童対策
地域協議会

○保・幼・こ・小連絡協議会
就学相談会

○教育支援委員会
○保健師
○巡回相談(心理士)
○教育支援センター
△要保護児童対策地域協議会

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○保健師
○発達フォロー事業
○子育て相談健康相談
□サポートノート
（ツール）

○保健師
○巡回相談(心理士)
○幼稚園教諭
○教育支援センター
△保育士
□サポートノート
（ツール）

○教育支援センター
□学校訪問相談員

レベルⅡ
（定期的）
専門療育的
支援

○児童発達支援センター
□児童発達支援
□保育所等訪問支援

○保健師
○心理士
○基幹相談支援センター
△家庭相談員
□相談支援専門員
□委託相談員

○児童発達支援センター
△発達支援保育
□児童発達支援
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
□相談支援専門員
□委託相談

○児童発達支援センター
○適応指導教室
○教育支援センター
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○保健師
○心理士・ST
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策
地域協議会

□委託相談

○保健師
○心理士
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策
地域協議会

□委託相談

○教育支援センター
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

レベルⅢ
医療的支援

●●病院
＜内・外＞ ・継続・ ●●病院

＜内・外＞ ・継続・ ●●病院
＜内・外＞

■Q-SACCS①（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。
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A市では、市単独事業として、「つな
ぎ支援コーディネーター事業」を実施
しています。この事業では、就学中ま
たは就労している人に対し、相談ニー
ズを整理した上で、必要に応じて福祉
サービスを案内しています。軽度の知
的障害があることを見逃されて、長期
間にわたって障害児者の支援につな
がってこなかったケースなどが、この
事業によって福祉サービスへとつなげ
られています。

中学卒業後の15歳~18歳におい
ては、レベルⅠからレベルⅡへの引き継
ぎが課題となります。高校は県立の管
轄であるため、市立の教育支援セン
ターの関与が難しくなるからです。引
き継ぎについては各高校に頼る部分
が大きく、誰がいつ引き継ぐのかの明
確化が課題です。また、学校に属して
いない人の状況の把握や、この年代を
対象とした放課後等デイサービスの確
保についても同様に課題となっていま
す。

＜A市＞
＜人口：

130,000人＞
＜年間出生：

1450人＞

7～15歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
15～18歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
19～35歳

レベルⅠ
（毎日）
日常生活
水準

○小学校
○中学校 □高校 □職業訓練

□ハローワーク

○つなぎ支援
コーディネーター

○教育支援センター
○教育委員会からの引き継ぎ
△要保護児童対策地域協議会

○つなぎ支援
コーディネーター

○教育支援センター
□高校教員共時的

インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○教育支援センター
□学校訪問相談員

○教育支援センター
□高校教員

○つなぎ支援
コーディネーター

レベルⅡ
（定期的）
専門療育的
支援

○児童発達支援センター
○教育支援センター
○適応指導教室
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
○心理士
△家庭相談員
□委託相談
□相談支援専門員

○児童発達支援センター
○教育支援センター
□適応指導教室
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
○心理士
△家庭相談員
□委託相談
□相談支援専門員
□障害者就業・生活支援
センター

□就労支援(A、B、移行)
□障害者就業・生活支援
センター

□ハローワーク(専門援助)

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○教育支援センター
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

○基幹相談支援センター
□委託相談
□訪問看護

レベルⅢ
医療的支援

●●病院
＜内・外＞ ・継続・ ●●病院

＜内・外＞ ・継続・ ●●病院
＜内・外＞

■Q-SACCS②（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

＜A市＞
＜人口：

130,000人＞
＜年間出生：

1450人＞

7～15歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
15～18歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
19～35歳

レベルⅠ
（毎日）
日常生活
水準

○小学校
○中学校 □高校 □職業訓練

□ハローワーク

○つなぎ支援
コーディネーター

○教育支援センター
○教育委員会からの引き継ぎ
△要保護児童対策地域協議会

○つなぎ支援
コーディネーター

○教育支援センター
□高校教員共時的

インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○教育支援センター
□学校訪問相談員

○教育支援センター
□高校教員

○つなぎ支援
コーディネーター

レベルⅡ
（定期的）
専門療育的
支援

○児童発達支援センター
○教育支援センター
○適応指導教室
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
○心理士
△家庭相談員
□委託相談
□相談支援専門員

○児童発達支援センター
○教育支援センター
□適応指導教室
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
○心理士
△家庭相談員
□委託相談
□相談支援専門員
□障害者就業・生活支援
センター

□就労支援(A、B、移行)
□障害者就業・生活支援
センター

□ハローワーク(専門援助)

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○教育支援センター
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

○基幹相談支援センター
□委託相談
□訪問看護

レベルⅢ
医療的支援

●●病院
＜内・外＞ ・継続・ ●●病院

＜内・外＞ ・継続・ ●●病院
＜内・外＞

■Q-SACCS②（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。
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成人期の支援へのインターフェイス
についても、学校に頼るところが大き
いのが現状です。普通高校の教員が
どこまでその役割を担うのかの明確
化が課題となります。

特別支援学校に所属していた人に
ついては、原則として障害者就業・生
活支援センターへ登録することになっ
ており、継続した支援が実施できてい
ます。

19歳以降では、レベルⅠの支援とし
ての一般の職業訓練やハローワーク
では対応しきれない場合に障害者を
対象とした就労支援の利用へのつな
ぎが必要です。

A市では、先に述べたつなぎ支援
コーディネーターが配置されており、
就学中、就労後を問わず相談ニーズを
確認し、必要に応じて福祉サービスに
つなぐ仕組みができています。

レベルⅡの支援では、就労支援機関
の支援の質の均てん化が大きな課題
となっており、機能強化が求められて
います。

＜A市＞
＜人口：

130,000人＞
＜年間出生：

1450人＞

7～15歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
15～18歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
19～35歳

レベルⅠ
（毎日）
日常生活
水準

○小学校
○中学校 □高校 □職業訓練

□ハローワーク

○つなぎ支援
コーディネーター

○教育支援センター
○教育委員会からの引き継ぎ
△要保護児童対策地域協議会

○つなぎ支援
コーディネーター

○教育支援センター
□高校教員共時的

インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○教育支援センター
□学校訪問相談員

○教育支援センター
□高校教員

○つなぎ支援
コーディネーター

レベルⅡ
（定期的）
専門療育的
支援

○児童発達支援センター
○教育支援センター
○適応指導教室
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
○心理士
△家庭相談員
□委託相談
□相談支援専門員

○児童発達支援センター
○教育支援センター
□適応指導教室
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
○心理士
△家庭相談員
□委託相談
□相談支援専門員
□障害者就業・生活支援
センター

□就労支援(A、B、移行)
□障害者就業・生活支援
センター

□ハローワーク(専門援助)

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○教育支援センター
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

○基幹相談支援センター
□委託相談
□訪問看護

レベルⅢ
医療的支援

●●病院
＜内・外＞ ・継続・ ●●病院

＜内・外＞ ・継続・ ●●病院
＜内・外＞

■Q-SACCS②（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

＜A市＞
＜人口：

130,000人＞
＜年間出生：

1450人＞

7～15歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
15～18歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
19～35歳

レベルⅠ
（毎日）
日常生活
水準

○小学校
○中学校 □高校 □職業訓練

□ハローワーク

○つなぎ支援
コーディネーター

○教育支援センター
○教育委員会からの引き継ぎ
△要保護児童対策地域協議会

○つなぎ支援
コーディネーター

○教育支援センター
□高校教員共時的

インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○教育支援センター
□学校訪問相談員

○教育支援センター
□高校教員

○つなぎ支援
コーディネーター

レベルⅡ
（定期的）
専門療育的
支援

○児童発達支援センター
○教育支援センター
○適応指導教室
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
○心理士
△家庭相談員
□委託相談
□相談支援専門員

○児童発達支援センター
○教育支援センター
□適応指導教室
□放課後等児童デイサービス
□保育所等訪問支援

○基幹相談支援センター
○心理士
△家庭相談員
□委託相談
□相談支援専門員
□障害者就業・生活支援
センター

□就労支援(A、B、移行)
□障害者就業・生活支援
センター

□ハローワーク(専門援助)

共時的
インター
フェイス

（情報共有、
紹介等）
5W1H

○教育支援センター
○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

○基幹相談支援センター
△要保護児童対策地域協議会
□委託相談

○基幹相談支援センター
□委託相談
□訪問看護

レベルⅢ
医療的支援

●●病院
＜内・外＞ ・継続・ ●●病院

＜内・外＞ ・継続・ ●●病院
＜内・外＞

■Q-SACCS②（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。
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Q-SACCSを作成することで、A市
には豊富な社会資源があることが確
認されました。

特に、市直営のセンターが存在す
ることで、専門職を確保しつつ、継続
的な支援を実施していくことが可能と
なっていることが確認されました。

また、市単独事業で配置されている
つなぎ支援コーディネーターは、教育
から就労という移行の難しい時期を支
える、非常に心強い役割を果たしてい
ることがわかりました。ただし、この事
業について知らない他課の職員も多
いこともQ-SACCSを用いた会議で明
らかとなりました。このように、所属する自治体の制度や事業について確認できることも、Q-SACCSによる点検
の利点であると言えます。

他にも、民間の福祉サービス提供事業所の数が多いことも、A市の強みであると考えられました。

一方、A市の課題として、以下の点
が挙げられました。

まず、関与する機関や支援者が多
く、それぞれの役割が不明確である
ことが挙げられます。対策としては、
Q-SACCSを経年で作成することで、
各事業やその役割の理解を深めてい
くことに加え、「A市こどもの発達に
関する指針（仮）」の策定を検討し、参
加者が代わっても引き継がれる支援
体制構築を目指すことが考えられまし
た。

事業所の支援の質の均てん化の課
題については、研修や情報交換の機会
を、市直営センターで企画できないか、検討しています。

また、市内共通の情報引き継ぎツールとして、サポートノートがすでにありますが、十分には普及していないこと
が指摘されました。今後さらに周知徹底していくことが重要ですが、個別支援計画などの行政手続き上の書類と
書式が異なることも課題と思われたため、書式のすり合わせを検討する必要があると思われました。

A市の課題 ＝ 明確化と機能強化が課題

1. 関与する機関・支援者が多く、それぞれの役割が不明確
対策：Q-SACCSの経年作成及び、

「A市こどもの発達に関する指針（仮）」の策定を検討。

２． 事業所の支援の質の均てん化が課題
対策：市直営センターが中心となった連絡会及び、

研修会の定期開催を検討。

３． 市内共通の情報引き継ぎツールの普及が不十分
対策：既存のサポートノートの周知徹底や、

個別支援計画書等との書式のすり合わせを検討。

A市の強み ＝ 社会資源が豊富

1. 市直営のセンターが充実
・児童発達支援センター：気付きの支援から療育、
地域支援までを担う。
・教育支援センター：就学相談、不登校を含む教育相談を実施。
・基幹相談支援センター：障害福祉に係る相談に対応する。

２． つなぎ支援コーディネーター事業（市単独事業）
・就学中または就労後も含め、相談ニーズを確認し、
必要に応じ福祉サービスつなぐ。

３． 福祉サービス提供事業所が多い
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Q-SACCSを用いて地域の支援体
制を点検したことによって、市内の強
みと課題が視覚的に整理できました。
また、市内の強みを確認でき、職員の
エンパワーメントにつながりました。
自治体規模が大きくなると、他課の事
業だけでなく、自分の課の事業でさえ
係が違うと把握できていないことに気
が付いたという感想もありました。経
年で実施していくことで、支援体制整
備の状況が俯瞰しやすくなるだけでな
く、人事異動もある中で引き継ぎ資料
としても有用と思われました。

•市内の強みと課題が視覚的に整理できた。

•市内の強みを確認でき、職員のエンパワーメントにつながった。

•自治体規模が大きくなると、他課の事業だけでなく、同課の事業
でさえ、係が違うと把握できていないことに気が付いた。

•経年で実施していくことで、支援体制整備の状況が俯瞰しやす
い。また、人事異動もある中で、引き継ぎ資料としても有用。

地域の支援体制を点検したことの感想
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人口が5万人規模のB市を例にとっ
て、実際にQ-SACCSを用いて行った
地域の支援体制の点検についてご紹
介します。

なお、ここで紹介する内容について
は、実際に行った例に一部修正を加え
ています。

B市は、人口約45,000人で、年間
出生数は約500人です。

教育・保育・福祉・医療の状況につ
いては、表に示した通りです。

b. 人口5万人規模のB市

人口5万人規模のB市

全年齢人口：約45,０００人 （出生数：約500人） 世帯数：約22,０００世帯

地理的特徴：離島

〈教育〉 高等学校（3校）、中学校（5校）、 小学校（15校）、幼稚園（11園）

特別支援学校（１校）

〈保育等〉 保育園（公立３ヶ所、公立こども園3ヶ所、私立こども園5ヶ所、

認可保育園１９ヶ所、認可外保育園 ４ヶ所）

地域型保育事業（小規模保育事業所１3ヶ所、事業所内保育事業所4ヶ所）

学童クラブ（14ヶ所）、児童館（２ヶ所）

〈福祉〉 児童発達支援事業所（５ヶ所）、放課後等デイサービス（9ヶ所）、

保育所等訪問支援事業所（１ヶ所）

〈医療〉 県立病院（１ヶ所）、小児科クリニック（２ヶ所）

B市の支援体制
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B市では、令和元年度に「発達ワンス
トップ相談窓口」が保健センター内に
設置されました。常勤の臨床心理士が
配置され、市内の支援体制構築の中
心的役割を期待されましたが、日々の
相談業務に追われる中、体制整備に向
けた具体的な取り組みに苦慮していま
した。

そんな折、圏域内連絡会議などで県
の発達障害者支援センターと関わりを
持つ中でQ-SACCSの紹介を受け、市
内の支援体制を改めて確認することを
目的に、県発達障害者支援センターか
らオンラインでアドバイスをもらいな
がらQ-SACCSを作成することとなりました。翌年には、県発達障害者支援センターが主催したQ-SACCS研修会
で実践報告を行い、他の自治体から評価してもらうことで、さらなるブラッシュアップを行いました。

作成したQ-SACCSを示します。内
容について、各ライフステージに沿っ
て紹介します。

１． 令和元年度に「発達ワンストップ相談窓口」がB市保健センターに設置
された。常勤の臨床心理士が配置され、市内の支援体制構築が期待さ
れたが、日々の相談業務に追われる中、体制整備に向けた具体的な取
り組みに苦慮していた。

２． 圏域内連絡会議等で、県発達障害者支援センターと関わりを持つ中で
Q-SACCSの紹介を受け、市内の支援体制を改めて確認することを目的
に、県発達障害者支援センターからオンラインにてアドバイスをもらいな
がら、常勤臨床心理士がQ-SACCSを作成。

３． 県発達障害者支援センターが主催したQ-SACCS研修会で実践報告を
行い、他の自治体から評価してもらうことで、さらなるブラッシュアップを
行った。

Q-SACCS作成の経緯

＜B市＞
＜人口：45,000人＞
＜年間出生：500人＞

0～3歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
4～6歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
7～15歳

レベルⅠ（毎日）
日常生活水準

○乳幼児健診
△保育所(園)
△こども園

○幼稚園
△保育所(園)
△こども園

○小学校
○中学校

○保育所巡回
△保育士

△臨床心理士の巡回
(教育委員会)共時的

インターフェイス
（情報共有、紹介等）

5W1H

○保健師
○健診事後教室
○親子教室
○母子相談
○保育所巡回

○親子教室
○保育所巡回
△保育士

○子育て相談員派遣事業

レベルⅡ（定期的）
専門療育的支援

○発達ワンストップ
相談窓口

○保育所巡回
□保育所等訪問支援事業
□児童発達支援事業

○B市サポートファイル
○情報交換会
○発達ワンストップ
相談窓口

○障がい児等・特別措置
委員会

○発達ワンストップ
相談窓口

○保育所巡回
□保育所等訪問支援事業
□児童発達支援事業
□特支巡回アドバイザー

○B市サポートファイル
○情報交換会
○発達ワンストップ
相談窓口

○教育支援委員会

○特別支援学級
○通級指導教室
□特別支援学校
□保育所等訪問支援事業
□放課後等デイサービス

共時的
インターフェイス

（情報共有、紹介等）
5W1H

○発達ワンストップ
相談窓口

○保健師
○家庭児童相談員

○発達ワンストップ
相談窓口

○保健師
○家庭児童相談員

○家庭児童相談員
○校内カンファレンス
△スクールカウンセラー

レベルⅢ
医療的支援

□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

・・・継続・・・
□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

・・・継続・・・
□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

■Q-SACCS（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）
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0歳～3歳では、レベルⅠの日常生
活水準において、保育園やこども園が
保育だけでなく、発達が気になる子の
発見機能も担っていると考えられまし
た。

ここで気になった子どもについて、
つなぎとして保健師や市で実施する
保育所巡回を活用し、レベルⅡの療育
的な支援へとつないでいきます。

B市は、発達ワンストップ相談窓口
の心理士が市内の保育所巡回も担う
ことで、心理士に情報が集約される仕
組みとなっています。

また、市の保健センターには社会福
祉協議会が運営する児童発達支援事業所もあるため、保健センター内で、相談支援と療育支援の両方が提供でき
ています。

ここで診断や医学的治療が必要になったケースについては、保健師などが支援しつつ医療機関へとつなぎま
す。

続いて、ほとんどの子どもが幼稚
園・保育園・こども園に通うようにな
る4歳～6歳への継時的インターフェ
イスについて述べます。

レベルⅠで保育園などに所属してい
た子どもについては、保育士が引き継
ぎの中心となります。特に気になる子
については、市で実施する保育所巡回
でも経過を追っています。ただ、この
部分の引き継ぎについては、誰がいつ
引き継ぐのか、明確化が課題です。

レベルⅡでは、情報交換会が重要な
役割を果たしています。この会では、
毎月1回、母子保健主管課、障害福祉
主管課、児童家庭主管課、教育委員会などの関係課などが集まり、保護者に了解が得られた個別発達相談や保育
所巡回などのケースについて情報共有しています。関係課が顔の見える関係を築きつつ、迅速に情報共有や支援
策の検討ができる機会となっています。

さらにB市では、「B市サポートファイル」という市独自のツールを用意しています。市内の支援機関の情報や、支
援申請の流れが記載されている他、本人の情報を簡単にまとめるシートも紹介しており、引き継ぎの際に役立てて
います。

＜B市＞
＜人口：45,000人＞
＜年間出生：500人＞

0～3歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
4～6歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
7～15歳

レベルⅠ（毎日）
日常生活水準

○乳幼児健診
△保育所(園)
△こども園

○幼稚園
△保育所(園)
△こども園

○小学校
○中学校

○保育所巡回
△保育士

△臨床心理士の巡回
(教育委員会)共時的

インターフェイス
（情報共有、紹介等）

5W1H

○保健師
○健診事後教室
○親子教室
○母子相談
○保育所巡回

○親子教室
○保育所巡回
△保育士

○子育て相談員派遣事業

レベルⅡ（定期的）
専門療育的支援

○発達ワンストップ
相談窓口

○保育所巡回
□保育所等訪問支援事業
□児童発達支援事業

○B市サポートファイル
○情報交換会
○発達ワンストップ
相談窓口

○障がい児等・特別措置
委員会

○発達ワンストップ
相談窓口

○保育所巡回
□保育所等訪問支援事業
□児童発達支援事業
□特支巡回アドバイザー

○B市サポートファイル
○情報交換会
○発達ワンストップ
相談窓口

○教育支援委員会

○特別支援学級
○通級指導教室
□特別支援学校
□保育所等訪問支援事業
□放課後等デイサービス

共時的
インターフェイス

（情報共有、紹介等）
5W1H

○発達ワンストップ
相談窓口

○保健師
○家庭児童相談員

○発達ワンストップ
相談窓口

○保健師
○家庭児童相談員

○家庭児童相談員
○校内カンファレンス
△スクールカウンセラー

レベルⅢ
医療的支援

□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

・・・継続・・・
□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

・・・継続・・・
□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

■Q-SACCS（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

＜B市＞
＜人口：45,000人＞
＜年間出生：500人＞

0～3歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
4～6歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
7～15歳

レベルⅠ（毎日）
日常生活水準

○乳幼児健診
△保育所(園)
△こども園

○幼稚園
△保育所(園)
△こども園

○小学校
○中学校

○保育所巡回
△保育士

△臨床心理士の巡回
(教育委員会)共時的

インターフェイス
（情報共有、紹介等）

5W1H

○保健師
○健診事後教室
○親子教室
○母子相談
○保育所巡回

○親子教室
○保育所巡回
△保育士

○子育て相談員派遣事業

レベルⅡ（定期的）
専門療育的支援

○発達ワンストップ
相談窓口

○保育所巡回
□保育所等訪問支援事業
□児童発達支援事業

○B市サポートファイル
○情報交換会
○発達ワンストップ
相談窓口

○障がい児等・特別措置
委員会

○発達ワンストップ
相談窓口

○保育所巡回
□保育所等訪問支援事業
□児童発達支援事業
□特支巡回アドバイザー

○B市サポートファイル
○情報交換会
○発達ワンストップ
相談窓口

○教育支援委員会

○特別支援学級
○通級指導教室
□特別支援学校
□保育所等訪問支援事業
□放課後等デイサービス

共時的
インターフェイス

（情報共有、紹介等）
5W1H

○発達ワンストップ
相談窓口

○保健師
○家庭児童相談員

○発達ワンストップ
相談窓口

○保健師
○家庭児童相談員

○家庭児童相談員
○校内カンファレンス
△スクールカウンセラー

レベルⅢ
医療的支援

□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

・・・継続・・・
□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

・・・継続・・・
□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

■Q-SACCS（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。
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4歳～6歳における支援体制につい
て述べます。

レベルⅡでは、福祉サービスなどに
よる支援が主ですが、幼稚園児につい
ては、県教育事務所が主管する「特別
支援教育巡回アドバイザー事業」を活
用し、特別支援学校の教員が幼稚園を
訪問して、関わり方などについて幼稚
園教諭にアドバイスしています。

就学に際してのインターフェイスに
ついて述べます。

レベルⅠの子どもに関しては、市教
育委員会所属の臨床心理士が幼稚園
巡回を実施しており、情報の引き継ぎ
を行っています。

レベルⅡを利用している子どもに関
しては、B市サポートファイル、情報交
換会、発達ワンストップ相談窓口の他
に、教育支援委員会を活用した就学先
の決定が行われています。

＜B市＞
＜人口：45,000人＞
＜年間出生：500人＞

0～3歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
4～6歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
7～15歳

レベルⅠ（毎日）
日常生活水準

○乳幼児健診
△保育所(園)
△こども園

○幼稚園
△保育所(園)
△こども園

○小学校
○中学校

○保育所巡回
△保育士

△臨床心理士の巡回
(教育委員会)共時的

インターフェイス
（情報共有、紹介等）

5W1H

○保健師
○健診事後教室
○親子教室
○母子相談
○保育所巡回

○親子教室
○保育所巡回
△保育士

○子育て相談員派遣事業

レベルⅡ（定期的）
専門療育的支援

○発達ワンストップ
相談窓口

○保育所巡回
□保育所等訪問支援事業
□児童発達支援事業

○B市サポートファイル
○情報交換会
○発達ワンストップ
相談窓口

○障がい児等・特別措置
委員会

○発達ワンストップ
相談窓口

○保育所巡回
□保育所等訪問支援事業
□児童発達支援事業
□特支巡回アドバイザー

○B市サポートファイル
○情報交換会
○発達ワンストップ
相談窓口

○教育支援委員会

○特別支援学級
○通級指導教室
□特別支援学校
□保育所等訪問支援事業
□放課後等デイサービス

共時的
インターフェイス

（情報共有、紹介等）
5W1H

○発達ワンストップ
相談窓口

○保健師
○家庭児童相談員

○発達ワンストップ
相談窓口

○保健師
○家庭児童相談員

○家庭児童相談員
○校内カンファレンス
△スクールカウンセラー

レベルⅢ
医療的支援

□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

・・・継続・・・
□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

・・・継続・・・
□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

■Q-SACCS（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

＜B市＞
＜人口：45,000人＞
＜年間出生：500人＞

0～3歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
4～6歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
7～15歳

レベルⅠ（毎日）
日常生活水準

○乳幼児健診
△保育所(園)
△こども園

○幼稚園
△保育所(園)
△こども園

○小学校
○中学校

○保育所巡回
△保育士

△臨床心理士の巡回
(教育委員会)共時的

インターフェイス
（情報共有、紹介等）

5W1H

○保健師
○健診事後教室
○親子教室
○母子相談
○保育所巡回

○親子教室
○保育所巡回
△保育士

○子育て相談員派遣事業

レベルⅡ（定期的）
専門療育的支援

○発達ワンストップ
相談窓口

○保育所巡回
□保育所等訪問支援事業
□児童発達支援事業

○B市サポートファイル
○情報交換会
○発達ワンストップ
相談窓口

○障がい児等・特別措置
委員会

○発達ワンストップ
相談窓口

○保育所巡回
□保育所等訪問支援事業
□児童発達支援事業
□特支巡回アドバイザー

○B市サポートファイル
○情報交換会
○発達ワンストップ
相談窓口

○教育支援委員会

○特別支援学級
○通級指導教室
□特別支援学校
□保育所等訪問支援事業
□放課後等デイサービス

共時的
インターフェイス

（情報共有、紹介等）
5W1H

○発達ワンストップ
相談窓口

○保健師
○家庭児童相談員

○発達ワンストップ
相談窓口

○保健師
○家庭児童相談員

○家庭児童相談員
○校内カンファレンス
△スクールカウンセラー

レベルⅢ
医療的支援

□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

・・・継続・・・
□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

・・・継続・・・
□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

■Q-SACCS（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。
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7歳～15歳については、B市では、
市単独事業として「子育て相談員派遣
事業」を実施しており、各学校からの
依頼に応じて子育て相談員を派遣し、
つなぎの支援を行っています。

Q-SACCSを作成することで、B市
の強みは支援をつなぐインターフェイ
スが充実していることであることがわ
かりました。

B市サポートファイルというツール
を作成し、支援者を含む市民へ配布し
て、市内の相談窓口の紹介などの情
報提供を行っています。

また、部局横断型の情報交換会を実
施することで、顔の見える連携体制を
作っています。保健、保育、子育て支
援、教育の関係部局が集まり、ケース
について情報を引き継いでいます。

さらに、発達ワンストップ相談窓口
に常勤の専門職を配置したことで、発達が気になる子の情報が集約でき、切れ目のない支援が実施できています。

＜B市＞
＜人口：45,000人＞
＜年間出生：500人＞

0～3歳
継時的

インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
4～6歳

継時的
インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H
7～15歳

レベルⅠ（毎日）
日常生活水準

○乳幼児健診
△保育所(園)
△こども園

○幼稚園
△保育所(園)
△こども園

○小学校
○中学校

○保育所巡回
△保育士

△臨床心理士の巡回
(教育委員会)共時的

インターフェイス
（情報共有、紹介等）

5W1H

○保健師
○健診事後教室
○親子教室
○母子相談
○保育所巡回

○親子教室
○保育所巡回
△保育士

○子育て相談員派遣事業

レベルⅡ（定期的）
専門療育的支援

○発達ワンストップ
相談窓口

○保育所巡回
□保育所等訪問支援事業
□児童発達支援事業

○B市サポートファイル
○情報交換会
○発達ワンストップ
相談窓口

○障がい児等・特別措置
委員会

○発達ワンストップ
相談窓口

○保育所巡回
□保育所等訪問支援事業
□児童発達支援事業
□特支巡回アドバイザー

○B市サポートファイル
○情報交換会
○発達ワンストップ
相談窓口

○教育支援委員会

○特別支援学級
○通級指導教室
□特別支援学校
□保育所等訪問支援事業
□放課後等デイサービス

共時的
インターフェイス

（情報共有、紹介等）
5W1H

○発達ワンストップ
相談窓口

○保健師
○家庭児童相談員

○発達ワンストップ
相談窓口

○保健師
○家庭児童相談員

○家庭児童相談員
○校内カンファレンス
△スクールカウンセラー

レベルⅢ
医療的支援

□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

・・・継続・・・
□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

・・・継続・・・
□県立病院（休診中）
□Aクリニック
□Bクリニック

■Q-SACCS（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

B市の強み ＝ インターフェイスが充実

1. B市サポートファイル（ツール）
・支援者を含む市民へ配布。市内相談窓口の紹介。

２． 情報交換会（場・会議）
・保健、保育、子育て支援、教育の関係部局が集まり、
ケースについて情報を引き継ぐ会議を設置。

３． 発達ワンストップ相談窓口（人）
・市保健センターにて、ワンストップ相談窓口に臨床心理士を
配置。市内の保育巡回も同職員が対応する事で、
情報が一か所に集まる仕組み。
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一方、B市の課題は、療育・医療施
設の充実であることがわかりました。

レベルⅡの専門療育的支援について
は、事業所の数は確保できているもの
の、取り組みに差があることが指摘さ
れました。質の向上が必要であり、対
策としては、事業所連絡会や人材育成
のための研修会開催を行政で企画で
きないか、検討する必要があります。

レベルⅢの医療的支援については、
発達障害に対応する医療機関が不足
していることが喫緊の課題です。対
策として、福祉サービス利用などに係
る診断書が必要かどうかなどの行政
手続きの見直しも検討する必要があります。また、県にも継続的に働きかけていく必要があることが確認されまし
た。

その他、B市の近隣には小規模離島も点在しており、圏域への支援についても検討が必要であることが確認さ
れました。

Q-SACCSを用いて地域の支援体
制を点検したことによって、市内の社
会資源が整理できました。「顔の見え
る関係性」が作りやすい会議や発達ワ
ンストップ相談窓口の重要性について
再確認でき、担当者のエンパワーメン
トにつながりました。さらに、市内で解
決すべき課題と圏域や県と協力して解
決すべき課題が整理できたことで、今
後の事業展開の方向性を確認するこ
とができました。Q-SACCSは、関係
課への説明資料としての活用も期待
できると考えられました。

B市の課題 ＝ 療育・医療施設の充実

1. レベルⅡ（専門療育的支援）について
・事業所数は確保できているものの、取り組みに差がある。
対策：事業所連絡会や人材育成のための研修会開催を検討。

２． レベルⅢ（医療的支援）について
・発達障害に対応する医療機関が不足。
対策：福祉サービス利用等に係る診断書必要の有無に

ついて検討及び、継続した県への働きかけ。

３． その他（地域性における課題）
・近隣の小規模離島に対する圏域支援の検討が必要。

•市内の資源が整理できた。

• 「顔の見える関係性」が作りやすい会議や発達ワンストップ
相談窓口の重要性について再確認でき、担当者の

エンパワーメントにつながった。

•市内で解決すべき課題と圏域や県と協力して解決すべき
課題が整理でき、今後の事業展開の方向性を確認できた。

•関係課への説明資料としての活用が期待できる。

地域の支援体制を点検したことの感想
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圏域の自立支援協議会において、
発達障害者地域支援マネージャーが
関わりながらQ-SACCSを用いて各
自治体の支援体制の点検を行った例
について紹介します。

なお、ここで紹介する内容について
は、実際に行った例に一部修正を加え
ています。

発達障害者地域支援マネージャーが 
担当する障害福祉圏域

2市3町3村の8自治体から構成さ
れる障害福祉圏域であるA圏域は、全
年齢人口が約19万人、0~18歳人口
が約3万人です。この圏域を1人の発
達障害者地域支援マネージャーが担
当しています。

教育・保育・福祉等の状況について
は、表に示した通りです。

医療機関については、発達障害診
療を行っている圏域内の医療機関数
を示しています。

c. 圏域の自立支援協議会における活用

圏域の自立支援協議会における活用

A圏域

１．構成 ２市３町３村の８自治体

２．全年齢人口：約１９万人 ０～１８歳人口：約３万人

〈教育〉 高等学校（９校） 中学校（１４校） 小学校（３７校）

特別支援学校（１校） 幼稚園（５園）

〈保育〉 保育園（５９園）

〈福祉〉 児童発達支援センター（２事業所） 児童発達支援事業所（７事業所）

放課後等デイサービス（１９事業所） 保育所等訪問支援事業所（３事業所）

〈医療〉 発達障害の診療を行っている医療機関

三次医療機関（１） 二次医療機関（２） 一次医療機関（７）

発達障害者地域支援マネージャーが担当する障害保健福祉圏域
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支援体制の点検に関する取り組み 
1年目①

ここから地域の支援体制の点検に
関する取り組みの経過について述べま
す。

国立障害者リハビリテーションセ
ンターで開催された「地域支援マネー
ジャー応用研修」で、Q-SACCSを活
用した地域の支援体制の点検につい
て学んだ発達障害者地域支援マネー
ジャーが、圏域内の8つの自治体に個
別にQ-SACCSの作成と支援体制の
点検の実施を提案して回りました。

しかし、支援体制を点検することの
効果を明確に示せずに、あいまいな提案に終始してしまったため、実施には至りませんでした。

その過程の中で、複数の自治体で、発達障害を担当する課が複数にまたがっており、イニシアチブを取る主担当
課が明確になっていないことが判明しました。

支援体制の点検に関する取り組み 
1年目②

次に、Q-SACCSを作成することに
ついての考え方の普及と、自治体が支
援体制の点検に取り組むイメージの共
有をねらいとして、圏域の地域自立支
援協議会療育部会にて研修会を企画
しました。

研修会では、Q-SACCSの概要の講
義を実施するとともに、2つの自治体
からQ-SACCSを用いた支援体制の
発表を行いました。

この発表の機会を通して、自治体に
Q-SACCSを作成してもらう切り口と
しました。

1. 発達障害者地域支援マネージャーが「発達障害者地域支援マネージャー

応用研修」でQ-SACCSを活用した地域支援体制の点検について学んだ。

2. 圏域内８自治体に、個別に支援体制の点検の実施を提案。

3. 効果を明確に示せずあいまいな提案に終始してしまい、実施には至らず。

4. 複数の自治体で、発達障害を担当する課が複数にまたがり、イニシアチブ

を取る主担当課が明確になっていないことが判明。

支援体制の点検に関する取り組み １年目① 動き出し

1. Q-SACCSを用いた支援体制の点検の考え方の普及と、自治体が支援体

制の点検に取り組むイメージの共有をねらい、圏域の地域自立支援協議

会療育部会※にて研修会を企画

2.研修会内容

① Q-SACCSの概要の講義

② 2つの自治体からQ-SACCSを用いた支援体制の発表（2自治体／8自治体のうち）

3. 支援体制発表の機会を通して、自治体にQ-SACCSの作成の切り口とした。
※A圏域では地域自立支援協議会は自治体から基幹相談支援センターが委託を受けて事務局を運営。

療育部会は、圏域内の療育に関する課題について検討を行うオープン参加形式の会議。

支援体制の点検に関する取り組み １年目② 圏域での普及啓発

126



34

支援体制の点検に関する取り組み 
1年目③

研 修 会 では、2つ の 自 治 体 でQ- 
SACCSの作成はできたものの、内容
は1つの課の視点からの一面的なも
のであり、包括的な支援体制の検討に
まで進みませんでした。

あわせて、限定的な年代や各部局、
専門職ごとで支援の体制について考
える機会はあるものの、圏域、自治体
単位共にライフステージを越えた幅広
い視点で、部局横断で支援体制を検
討する機会や場がそもそもとしてない
現状が課題として見えてきました。

そのため、まずは支援体制の点検に取り組むための土壌づくりを行うことにしました。

2年目①　協議の場づくり
まず、検討するための枠組みから再

考し、圏域の地域自立支援協議会で新
たに支援体制の検討の場として「発達
支援連絡会（以下、「連絡会」）」を立ち
上げました。

自治体や支援機関に働きかけ、母
子保健・教育委員会・障害福祉の各
課担当者、特別支援教育コーディネー
ター、圏域内で発達障害の診療を行っ
ている医療機関、県機関などから参加
者（総勢60名程度）を選出しました。

包括的な支援体制を考える場とす
るため、自治体には、主担当課が定
まっていないことも踏まえて、保健・教育・福祉の三課からの出席の必要性について丁寧に説明を行いました。

1.２つの自治体でQ-SACCSの作成はできたものの、包括的

な支援体制の検討にまでは進まなかった。

2.圏域、各自治体共にライフステージを越えた幅広い視点で、

部局横断で支援体制を検討する機会や場がない現状が圏

域の課題として見えてきたため、まずは支援体制の点検に取

り組むための土壌づくりを行うことにした。

支援体制の点検に関する取り組み １年目③ 地域課題を確認

1. 枠組みから再考し、圏域の地域自立支援協議会で新たに支援体制の検討の

場として「発達支援連絡会（以下、「連絡会」）」を立ち上げる。

2. 自治体・支援機関に働きかけ、下記のように参加者（総勢60名程度）を選出

① 自治体の母子保健・教育委員会・障害福祉の各課担当者

② 自治体代表の特別支援教育コーディネーター

③ 圏域内で発達障害の診療を行っている医療機関（小児科・児童精神科・精神科）

④ 県機関（保健福祉事務所・発達障害者支援センター・県発達障害支援担当課）

3. 選出にあたり、自治体には保健・教育・福祉の三課の出席の必要性について

丁寧に説明を行った。

支援体制の点検に関する取り組み ２年目① 協議の場づくり
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2年目②　発達支援連絡会の 
実施内容

連絡会では、まずグループワークを行
い、そこで8つの自治体のQ-SACCS
の作成と、作成したQ-SACCSを互い
に共有しました。自治体ごとに事業名
が異なる部分もあり、それぞれの自治
体の仕組みを整理するところから始め
ました。

次に、「自治体における発達障害の
ある人への支援の取り組み状況」の調
査を実施しました。調査は岡山県で過
去に実施したものに、質問項目を追加
して行いました。

また、2つの自治体からQ-SACCSをもとに支援体制の発表を行いました。
このような検討を行う中で、各自治体で作成したQ-SACCSで見えてきた部分と各自治体の発表で出された課

題で共通する項目から、圏域の課題の抽出を行いました。

3年目
2年目の取り組みをもとに、圏域課

題を①「医療連携について」（レベルⅡと
Ⅲの共時的インターフェース）と②「義
務教育終了後のつなぎ」（15歳以降の
継時的インターフェース）の二点に焦
点化しました。

①「医療連携について」は、発達障害
の診療を行っている医療機関に向け
て、診療情報に関してのアンケートを
実施し、結果を連携資料として連絡会
で共有しました。

②「義務教育終了後のつなぎについ
て」は中学校と自治体の両者に同じ項
目からなるアンケートを実施し、結果を共有しました。しかし、課題が大きく、次年度以降も継続して検討することと
しました。

さらに、1つの自治体から支援体制に関する取り組み発表と、もう1つの自治体からQ-SACCSをもとにした支
援体制についての発表を行いました。

1. ８つの自治体のQ-SACCSの作成と共有。

2. 「自治体における発達障害のある人への支援の取り組み状況（岡山県で

過去に実施したものに質問項目を追加）」の調査を実施。

3. 2つの自治体からQ-SACCSをもとに支援体制の発表（4自治体／8自治

体）。

4. 各自治体のQ-SACCSで見えてきた内容と各自治体の発表で出された

課題で共通する項目から、圏域の課題を抽出。

支援体制の点検に関する取り組み ２年目② 連絡会の実施内容

1. 圏域課題を①「医療連携について」（レベルⅡとⅢの共時的インターフェイ

ス）と②「義務教育終了後のつなぎ」（15歳以降の継時的インターフェイス）

の二点に焦点化。

2. ①については、発達障害の診療を行っている医療機関に向けて、診療情報に

関してのアンケートを実施し、結果を連携資料として連絡会で共有。

3. ②については中学校と自治体の両者にアンケートを実施。結果を共有するも、

課題が大きく次年度以降も継続して検討。

4. １つの自治体から支援体制に関する取り組み発表、1つの自治体から「Q-

SACCS」を基に支援体制についての発表（5自治体／8自治体）。

支援体制の点検に関する取り組み ３年目 連絡会の実施内容
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4年目
「岡山県トータルライフ支援プロジェ

クト」の取り組みについて研修会を実
施し、自治体の支援体制のPDCAサイ
クルに対しての見通しを持つ機会を作
りました。

あわせて、義務教育終了後の自治
体とのつなぎに関して、自治体にイン
タビュー形式で実態調査を実施しまし
た。

3つの自治体からQ-SACCSをもと
にした支援体制の発表を行い、4年間
をかけて圏域内の全自治体が一通り
支援体制の発表を終えました。

C町の支援体制
ここからQ-SACCSの取り組み例を

2つの自治体で紹介します。
まず、C町の支援体制です。
全年齢人口約1万人、出生数年間

約70人、世帯数3,000の小規模な町
です。

教育・保育・福祉・医療に関しての
状況は表記の通りです。

全年齢人口：約１０,０００人 （出生数：約７０人） 世帯数３,０００

〈教育〉 中学校（１校） 小学校（２校）

〈保育〉 保育園（３園）

〈福祉〉 放課後等デイサービス（１事業所）

〈医療〉 三次医療機関（１）二次医療機関（１）一次医療機関（１）

C町の支援体制

1.「岡山県トータルライフ支援プロジェクト」の取り組みについて

研修会を実施。 自治体の支援体制のPDCAサイクルに対し

ての見通しを持つ。

2.義務教育終了後の自治体とのつなぎに関して、自治体にイン

タビュー形式で 実態調査を実施。

3.3つの自治体から「Q-SACCS」を基に支援体制の発表（8

自治体／8自治体）。圏域内の全自治体が一通り支援体制

の発表を終える。

支援体制の点検に関する取り組み ４年目 連絡会の実施内容
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C町のQ-SACCS　0歳~12歳
C町の特徴として、継時的インター

フェイスがレベルⅠとレベルⅡの境界が
なく包括的に行われていることが挙げ
られます。

保健師がほぼすべての年代におい
てインターフェイスに入っており、把握
とコーディネーターの役割を担ってい
ます。

また、情報共有ファイルが町独自の
取り組みとして行われており、乳幼児か
ら義務教育終了まで一元管理された
運用がなされています。

C町のQ-SACCS 13歳~18歳以降
13歳から18歳の年代においては、

継時的インターフェイスに「要配慮連
携会議」が記入されていました。これ
は、町内の保健・教育・福祉に関わる
支援者が情報共有とその後の支援の
ために行っている連携会議です。立ち
上がって間もない会議のため、今後の
位置付けや、役割をどのように担って
いくか協議を重ねている段階です。

■Q-SACCS①（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

＜自治体名：C町＞
＜人口：１０．０００人＞
＜年間出生：７０人＞

０～３歳
約２００人

継時的インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H

４～６歳
約２００人

継時的インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H

７～１２歳
約４００人

レベルⅠ（毎日）
日常生活水準

○産後ケア・産後婦支援
○ハイリスク妊産婦支援
○乳幼児健診・育児相談

○新生児訪問
△OT・ST相談

○保育園

○保育園（公３）

□幼稚園（私１）
○小学校（２校）

○健診・育児相談後
カンファレンス

○乳幼児カード

○入園前支援会議

○教育支援委員会
(就園部会）

○個別の支援会議

○教育支援委員会

○情報共有ファイル（行政）

○保小連絡会

○巡回相談

共時的インターフェイス
（情報共有、紹介等）

5W1H

○保健師
○保育園長

△OT・ST相談
□心理士相談

△巡回相談
（OT・ST・心理士・保健師

・家庭・教育相談員）

○保健師
○担任・園長

○特別支援教育
コーディネーター
○校内委員会

○教育支援委員会
○保健師

○教育・家庭相談員
○障害福祉係

レベルⅡ（定期的）
専門療育的支援

○あそびの広場

□児童発達支援事業所

□ペアレントトレーニング

△小集団SST（保健師・
OT・ST・保育士）

○特別支援学級（４）
□特別支援学校（２）

□放課後等デイサービス
□社会福祉協議会学習支援

□ＬＤ等通級指導教室

共時的インターフェイス
（情報共有、紹介等）

5W1H
○保健師による情報提供

○保健師による情報提供
○担任・園長

○家庭・教育相談

○特別支援教育
コーディネーター

○担任
○保健師

○家庭・教育相談

レベルⅢ
医療的支援

一次医療（０）
二次医療（１）
三次医療（０）

・・・継続・・・
一次医療（０）
二次医療（１）
三次医療（０）

・・・継続・・・
一次医療（１）
二次医療（１）
三次医療（１）

■Q-SACCS②（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

継時的インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H

１３～１５歳
約２００人

継時的インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H

１６～１８歳
約２００人

継時的インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H

○中学校（１）
□県立・私立高校

□単位制多部制高校
□通信制高校

○教育支援委員会

○移行支援会議

○情報共有ファイル（行政）

○小中連絡会

○教育・家庭相談員

○特別支援教育
コーディネーター

○保健師

○要配慮連携会議
※教育・保健・福祉の

庁内メンバー

△個別対応
（家庭・教育相談員
・保健師・障害福祉係

・SSW等）

□基幹相談支援センター

○要配慮連携会議

○地域福祉係

○特別支援教育
コーディネーター
○校内委員会

○教育支援委員会
○保健師

○教育・家庭相談員
○障害福祉係

○要配慮連携会議
○特別支援教育
コーディネーター
□SSW、SC

○特別支援学級（２）
□特別支援学校（２）

□放課後等デイサービス
□社会福祉協議会学習支援

□特別支援学校（２）
□単位制多部制高校

□通信制高校
□放課後等デイサービス

□社会福祉協議会学習支援

○特別支援教育
コーディネーター

○担任
□SSW、SC
○保健師

○家庭・教育相談

□特別支援教育
コーディネーター
□担任、SSW、SC

○保健師
○家庭・教育相談

・・・継続・・・
一次医療（１）
二次医療（１）
三次医療（１）

・・・継続・・・
一次医療（１）
二次医療（１）
三次医療（１）

・・・継続・・・
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C町の強み
C町の強みは大きく3点あります。
まず、保健師が母子保健から全数把

握し、多年代でのフォローができてい
ることが挙げられます。

継時的インターフェイスがレベルⅠ、
Ⅱで区別されることなく包括的な把握
とフォローができています。学齢期に
入ると保健師の関わりが薄くなる自治
体もありますが、C町では介入できる
体制がとられています。

次に、情報共有ファイルが行政主体
で有効に活用されていることが挙げら
れます。

母子保健から中学校年代まで一元管理ができており、状況把握から支援開始までの連携の動きの取りやすさに
つながっています。

最後に、途切れやすい年代に関しての動きが作れていることが挙げられます。
一般に義務教育終了後は支援が薄くなりがちですが、C町では要配慮者連携会議が開催され、ひきこもり支援

と合わせて教育・福祉・保健の三課で協働した動きを作っています。

C町の課題
C町の課題は、以下の通りです。
まず、保健師のマンパワー頼りであ

ることが挙げられます。
母子保健から学齢期以降の幅広い

年代まで対応とコーディネートを行っ
ている状況が、保健師の動きによる部
分が大きく、全体的に保健師のマンパ
ワー頼りになってしまっています。

次に、支援体制に関する自治体内の
意識のすり合わせに課題があることが
挙げられます。

保健師は積極的な動きができる一
方で、自治体の中で支援体制に関して
意識のずれが見られます。これについて、Q-SACCSを用いながら整理を行っているところです。

１．保健師が母子保健から全数把握し、多年代でのフォローができている。

• 継時的インターフェイスがレベルⅠ、Ⅱで区別することなく包括的な把握とフォローが
でき、学齢期にも保健師が介入に入れる体制がある。

２．情報共有のためのツール・ファイルが行政主体で有効に活用されている。

• 母子保健から中学校年代まで一元管理ができている。

• 状況把握から支援までの動きのとりやすさにつながっている。

３．途切れやすい年代に関しての動きが作れている。

• 支援が薄くなりがちな義務教育終了後について、要配慮連携会議が開催され、ひきこ
もり支援と合わせて教育・福祉・保健の三課で協働した動きを作っている。

C町の強み

１．保健師のマンパワー頼り
• 母子保健から学齢期以降の幅広い年代まで対応・コーディネートを行っている
状況が、 保健師の動きによる部分が大きい。

２．支援体制に関する自治体内の意識のすり合わせ
• 保健師は積極的な動きができる一方、自治体内で支援体制に関して意識のず
れが見られる

C町の課題
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D村の支援体制
次にD村の支援体制の点検につい

て紹介します。
D村は全年齢人口約5,000人、出

生数30名、世帯数1,500の小規模な
村です。

教育・保育・福祉・医療に関しての体
制は表記してある通りです。

D村のQ-SACCS　0歳~12歳
D村の特徴として、母子保健などに

ついて外部に委託している割合が高
いことが挙げられます。

また、小規模な村であるため、保健
師・家庭教育相談員など、ごく一部の
担当者のマンパワーで連携が形作ら
れています。特にレベルⅡの継時的イ
ンターフェイスが支援者の個人に寄る
部分が大きく、システムとしての明確
化が課題です。

学齢期以降については、「子ども育
成会議」を軸として包括的に支援の検
討を行っています。

全年齢人口：約５,０００人 （出生数：約３０人） 世帯数１,５００

〈教育〉 中学校（１校） 小学校（２校）

〈保育〉 保育園（２園）

〈福祉〉 放課後等デイサービス（１事業所）

〈医療〉 三次医療機関（１）二次医療機関（１）一次医療機関（１）

D村の支援体制

■Q-SACCS①（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

＜自治体名：D村＞
＜人口：５０００人＞
＜年間出生：３０人＞

０～３歳
１００人

継時的インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H

４～６歳
１００人

継時的インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H

７～１２歳
３００人

レベルⅠ（毎日）

△乳幼児健診

△3歳児健診

△未満児保育

○保育園（２） ○小学校（２）日常生活水準

△支援会議
（○保健師

○家庭相談員
□基幹相談支援センター

○保育士
○教育相談員）

△支援会議
（○保健師 ○保育士
○家庭・教育相談員

□基幹相談支援センター）

○子ども育成会議
△教育支援委員会
○保小連絡会

共時的インターフェイス
（情報共有、紹介等）

5W1H

△相談事業
（□言語療法士

○保健師
□基幹相談支援センター）

△相談事業・支援会議
（□特別支援学校

□基幹相談支援センター
□児童発達支援センター
○家庭・教育相談員）

△相談事業・支援会議
（□特別支援学校

□基幹相談支援センター
□児童発達支援センター
○家庭・教育相談員）

○子ども育成会議
△教育支援委員会

レベルⅡ（定期的）
専門療育的支援

△遊びの広場
（要観察児指導）

□情報共有ファイル
○保健師

□児童発達支援(3)

□基幹相談支援センター

□情報共有ファイル
○保育士

○特別支援学級（３）
□特別支援学校（２）

□放課後等デイサービス（２）
□特別支援学校巡回相談

□SC、SSW

共時的インターフェイス
（情報共有、紹介等）

5W1H

○情報提供
諸検査・諸活動同行

○情報提供
諸検査実施依頼

○情報提供
諸検査実施依頼

○ケースカンファレンス

レベルⅢ
医療的支援

一次医療（０）
二次医療（１）
三次医療（０）

・・・継続・・・
一次医療（０）
二次医療（１）
三次医療（０）

・・・継続・・・
一次医療（１）
二次医療（１）
三次医療（１）
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D村のQ-SACCS　13歳~18歳以降
13歳から18歳の年代においても、

子ども育成会議が軸となっています。
義務教育年代を過ぎた16歳以降の

インターフェイスを課題として、村とし
て検討を行っています。

D村の強み
D村の強みは、2点挙げられます。
まず、「子ども育成会議」を中心にシ

ステムを構築していることです。
保健・福祉・教育委員会が相互に連

携し、幅広い年代の子ども支援を検討
する体制があります。

もう1つは、小規模の顔の見える連
携体制があることです。

関係する担当者がごく少数であり、
個々のケースについて包括的に福祉・
教育の連携体制が作りやすいという
利点があります。

■Q-SACCS②（ 青：事業化できている、赤：明確化が課題、緑：機能強化が課題）

＊事業の全てを自治体職員で実施〇、一部の機能を外部に委託△、全てを外部に委託□、を記入下さい。

継時的インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H

１３～１５歳
150人

継時的インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H

１６～１８歳
150人

継時的インターフェイス
（引き継ぎ）

5W1H

○中学校（１）
□県立・私立高校

□単位制多部制高校
□通信制高校

△校内・村教育支援委員会
○子ども育成会議
○ケース検討会
○小中連絡会
○教育相談員

校内進路指導委員会
○子ども育成会議
○ケース検討会
□中高連絡会

○高校訪問
（○教育・家庭相談員)

個別支援会議(情報引き継ぎ)
（○保健師・福祉課
○教育・家庭相談員
○相談支援専門員

□基幹相談支援センター）

△相談事業・支援会議
（□特別支援学校

□基幹相談支援センター
□児童発達支援センター
○家庭・教育相談員）

○子ども育成会議
△教育支援委員会

△相談事業・支援会議
（□特別支援学校

□基幹相談支援センター
○家庭・教育相談員
□社会福祉協議会）

□情報共有ファイル
○教員

○特別支援学級（２）
□特別支援学校（２）

□放課後等デイサービス（１）
□特別支援学校巡回相談

□SC、SSW

□情報共有ファイル
△教員

□特別支援学校
□地域活動支援センター

□SC、SSW
□情報共有ファイル

○情報提供
諸検査実施依頼

○ケースカンファレンス

○情報提供
○ケースカンファレンス

・・・継続・・・
一次医療（１）
二次医療（１）
三次医療（１）

・・・継続・・・
一次医療（１）
二次医療（１）
三次医療（１）

・・・継続・・・

D村の強み

１．「子ども育成会議」を中心にシステムを構築

• 保健・福祉・教育委員会が相互に連携し、幅広い年代の子ども支援を検討

する体制がある。

２．小規模を活かした顔の見える連携体制

• 関係する担当者が少数であり、個々のケースについて包括的な福祉、教育の

連携体制が作りやすい。
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D村の課題
D村の課題は、以下の2点です。
まず、レベルⅡの継時的インターフェ

イス機能の強化が必要です。
保健師・保育士・教員等、つなぎに関

わる支援者個人に依存する部分が大
きいため、今後は情報共有ファイルの
上手な運用など、個によらないシステ
ムの検討を行う必要があります。

もう1つの課題は、中学を卒業する
16歳以降の支援・ネットワーク構築が
必要なことです。

義務教育年代までは子ども育成会
議でフォローがなされる一方で、それ
以降の年代において自治体としてフォローができておらず、社会的引きこもりを含めた支援ニーズの把握が十分で
はない状況があります。

圏域の強み
8自治体からなる圏域としての強み

について整理すると、以下のようにな
ります。

まず、自治体が実施している事業が
主体が多く、内部連携が取りやすいこ
とが挙げられます。

民営の支援機関が少なく、自治体内
で連動した動きをとりやすいことは利
点です。ただ、徐々に民営の支援機関
が増えてきている状況もあるため、今
後は外部も含めた支援体制の見直し
が課題となってくると思われます。

次に、包括的な把握がしやすい小規
模自治体が複数あることが挙げられます。

Q-SACCSのレベルに関わらず、小規模自治体は支援をつなぎやすい条件にあると言えます。
また、医療機関の体制が概ね整っていることも強みです。
発達障害の診療を行っている医療機関が1次医療から3次医療まですべて圏域にそろっており、医師の数も人

口比率では県内で最も高く、医療体制が充実しています。

D村の課題

１．レベルⅡの継時的インターフェイス機能の強化

• 保健師・保育士・教員等、つなぎに関わる個人に依存する部分が大きい。

情報共有ファイルの運用。

２．1６歳以降の支援・ネットワークの構築の必要性

• この年齢期間がフォローされておらず、社会的ひきこもりを含めた支援ニーズ

の把握が不十分。支援を検討する場としてのネットワークの構築

１．自治体で実施している事業が多く、内部連携がとりやすい。
• 民営の支援機関が少なく、自治体内で連動した動きをとりやすい

２．包括的な把握がしやすい小規模自治体が複数ある
• 「Q-SACCS」のレベルに関わらず、支援をつなぎやすい人口規模

３．医療機関の体制が概ね整っている。
• 一次～三次医療があり、発達障害の診療を行う医師の人口比率が県内で最
も高い。

圏域の強み
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圏域の課題
圏域の課題は以下の通りです。
まず、部局横断で構成される支援体

制検討組織や会議がない自治体があ
ります。また、支援体制検討のイニシ
アチブをとる部署や役職が不明確な
自治体もあります。

対策としては、イニシアチブを取れ
る部署や役職を明確化し、当事者意識
をエンパワメントしていくことが必要
と考えられます。

義務教育終了後の支援のインター
フェイスの明確化の必要性がありま
す。

対策としては、自治体の中で義務教育終了後年代の人たちを担当する課を見える形にし、中学校・高等学校と
顔つなぎを行うとともに、支援機関への周知を図っていく必要があると思われます。

発達障害者地域支援マネージャーが
果たした役割

今回の支援体制の点検の実践の中
で、発達障害者地域支援マネージャー
が果たした役割は大きく4点です。

①支援体制の点検・「Q-SACCS」の考
え方の普及啓発のための研修会の
実施。

②地域自立支援協議会の枠組みを基
に、圏域単位で行政（保健・福祉・教
育）・学校・医療からなる「発達支援
連絡会」の立ち上げ。

③自治体の関係各課を集めた支援体
制検討会議にアドバイザーとして参加。

④作成した「Q-SACCS」を基に、自治体の支援体制について圏域の連絡会で共有し、互いの学びあい、支援体制
構築への意識化を図ったこと。

１．部局横断で構成される支援体制検討組織・会議がない自治体

がある。

また、支援体制検討のイニシアチブをとる部署や役職が不明確。
• 対策：イニシアチブをとれる部署・役職を明確化し、エンパワーメントする。

２．義務教育終了後の支援のインターフェイスの明確化。
• 対策：自治体の義務教育終了後年代の担当課を見える形にし、中学校・高等学
校と顔つなぎを行うとともに、支援機関への周知を図る。

圏域の課題

1. 支援体制の点検・「Q-SACCS」の考え方の普及啓発のための研修会の

実施。

2. 地域自立支援協議会の枠組みを基に、圏域単位で行政（保健・福祉・教

育）・学校・医療からなる「発達支援連絡会」を立ち上げ。

3. 自治体の関係各課を集めた支援体制検討会議にアドバイザーとして参加。

4. 作成した「Q-SACCS」を基に、自治体の支援体制について圏域の連絡

会で 共有。互いの学びあい、支援体制構築への意識化を図ったこと。

発達障害者地域支援マネージャーが果たした役割
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支援体制の点検を自治体で進めるた
めのポイント

発達障害者地域支援マネージャーが
関わりながら、県あるいは圏域の各自
治体で支援体制の点検を進めるため
のポイントを挙げます。

①イニシアチブをとって推進力となる
部署や担当者を明確にし、発達障
害者地域支援マネージャーはそこを
バックアップする。

②関係する他部署を巻き込むための協
議の場を設定または選定する。

③圏域単位の検討は互いに学びや刺
激になるところが多く、有効に働く。

④自治体として支援体制の共通認識を作ることを心がけ、それを受けて連携の形について、自治体内外の支援者で
共有を図る。

⑤こうあるべき、という理想を押し付けるよりも、モデルを示しつつ地域の実情にフィットした生きた（実効性のある）
連携の形を探る。

圏域で支援体制の点検を行うことの
利点

圏域で支援体制の点検を行うこと
には、以下の利点があると考えられま
す。

①自治体および圏域で、幅広い年代
の支援体制を考える土壌や、意識
する機運を醸成することができまし
た。

②Q-SACCSの分析と課題検討から
インターフェイスに関する課題が明
確になり、複数の自治体で具体的な
取り組みが始まるきっかけとなりま
した。

1. イニシアチブをとって推進力となる部署や担当者を明確にし、発達

障害者地域支援マネージャーはそこをバックアップする。

2. 関係する他部署を巻き込むための協議の場を設定または選定する。

3. 圏域単位の検討は互いに学びや刺激になるところが多く、有効に

働く。

4. 自治体として支援体制の共通認識を作ることを心がけ、それを受け

て連携の形について、自治体内外の支援者で共有を図る。

5. こうあるべき、という理想を押し付けるよりも、モデルを示しつつ地

域の実情にフィットした生きた（実効性のある）連携の形を探る。

支援体制の点検を自治体で進めるためのポイント

1.自治体及び圏域で幅広い年代の支援体制を考える土壌

や意識する機運を醸成できた。

2.Q-SACCSの分析と課題検討からインターフェイスに関す

る課題が明確になり、複数の自治体で具体的な取り組み

が始まるきっかけとなった。

圏域で支援体制の点検を行うことの利点
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Ⅱ　関連資料

（1）発達障害とは

（2）発達障害児者の支援に関連する法制度

（3）発達障害児者の支援を行う社会資源

（4） 提言:発達障害児とその家族に対する 
地域特性に応じた継続的な支援のあり方
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（1）発達障害とは

乳幼児期から出現する精神機能の異常で、その原因が生来性と推定され、その異常に
よって人生のさまざまな時期、生活のさまざまな場面で社会適応上なんらかの支障をき
たすために医療・教育・福祉等による配慮を要するものの総称を、「神経発達症」といい
ます。このうち、知的機能の全般的な発達の遅れが見られる知的障害についてのみ、わ
が国では「知的障害者福祉法」が1960年に定められていました。しかし、知的障害に該
当しないタイプの神経発達症の人たちに対しては、支援のための法整備が遅れていまし
た。2004年に定められ、2016年に一部改正された「発達障害者支援法」によって、知的
障害に該当しない発達障害に対する支援が明確に定められたのです。

障害のある子どもの支援現場では、知的障害と発達障害の両方の特性をもつ子ども
や、知的障害か発達障害か明確に判断することが難しい子どもも多く、実際の支援にお
いて利用する社会資源は共通するものが多いのため、地域における支援体制づくりにお
いては両者を合わせた「神経発達症」全体の支援体制を考えておくのが現実的です。

以下に、代表的な神経発達症を紹介します。用語はDSM-5（American Psychiatric 
Association, 2013）に準じています。

1） 知的発達症（知的能力障害）
わが国の行政用語の「知的障害」が該当します。成人期に達するよりも前（18歳以前）

から社会適応の問題があり、その要因として知的水準が低いことが挙げられる場合に、
知的発達症と診断されます。

知的水準だけでみると軽度の遅れであっても、生育環境によっては本人が深刻な悩
みをもつために問題が深刻化することがあります。遅れが軽度だと、親や教師はしばしば

「やればできるのに怠けている」、「もう少しがんばれば皆に追いつく」と解釈しがちであ
り、生来の知的発達の遅れが存在することに気づきにくいのです。このように周囲の理
解が得られにくい環境では、子どもたちは慢性的に過剰な負荷をかけられ続けることに
なります。家庭においても学校においても、他の子どもたちより遅れをとりながら参加し
続ける場面が圧倒的に多くなるため、自己評価が低い形で固定しがちです。このような
状況が慢性的に続くことで、思春期前後に二次的な情緒や行動の問題（無気力、いじめ
被害、不登校、ひきこもりなど）を生じる要因になり得るのです。
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2） 自閉スペクトラム症（autism spectrum disorder; ASD）
対人交流・コミュニケーションの質的異常および限局しパターン的な興味と行動のた

めに、社会適応上の問題を呈します。
対人交流・コミュニケーションでは、たとえ流暢な発語が可能な場合でも会話の内容が

かみ合いにくく、双方向性になりにくいのが特徴です。興味の偏りが著しく、いったん興
味をもつとそのことに没頭する反面、興味のないことはやろうとせず、強要されると苦痛
を覚えます。独自の決めごとに執着し、想定外の事柄にたいして強くショックを受けるな
どの感情反応を生じやすいのも特徴です。曖昧で先の見通しの立たない状況に置かれる
と不安が高まるため、聴覚的情報よりも情報の明瞭な視覚的情報への親和性が高い場
合が多いです。さらに、粗大運動あるいは微細運動が苦手なケースや、感覚系の異常（過
敏あるいは鈍感）がみられることがしばしばあります。

3） 注意欠如・多動症（attention-deficit/hyperactivity disorder; ADHD）
多動、衝動性の高さ、不注意を特徴とし、これらの特徴が小学校入学頃までに生活の

複数の場面で明らかとなります。多動、衝動性の高さが目立つタイプでは、幼児期から集
団場面での逸脱が目立ち、親のしつけ不足などと誤解されることもあります。一方、不注
意（うっかりミスや忘れ物が多いなど）の優勢なタイプは、周囲から過剰に叱責されること
が多く、自信を失うことがしばしばあります。

4） 限局性学習症
「学習障害（learning disabilities; LD）」の用語が一般的にはよく知られています。読

むこと、書くこと、算数のいずれか、あるいはこれらの複数にわたって学力の獲得がうまく
いかず、それらが他の知的能力の水準に比して有意に低い状態をさします。学力の低さ
は、経験不足や意欲の低さでは説明できず、なんらかの神経心理学的異常が想定される
場合にこの診断がなされます。

5） コミュニケーション症群
言語以外の認知能力に比して言語（話し言葉、書き言葉、サイン言語など）の獲得と使

用が困難な「言語症」、発話の流暢さあるいはタイミングのパターンの障害である「小児
期発症流暢症（吃音）」などの総称です。
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6） 発達性協調運動症
運動機能が他の発達領域に比べて特異的に障害されており、それが脳性麻痺など明ら

かな神経学的異常や全般的な発達の遅れによる二次的なものとはいえないものを指しま
す。歩く、走る、姿勢を変えるなどの粗大運動と、スプーンですくって食べる、ボタンをは
める、鉛筆で字を書くなどの微細運動が、全体的にうまく発達しない場合もあれば、一部
のみ障害され、他は問題ない場合もあります。いずれにせよ、こうした協調運動がうまく
行えないために日常生活や学業に著しく支障をきたす状態です。

7） チック症
突発的に体の一部を素早く動かしたり、声を出したりすることをチックといいます。前

者を運動チック、後者を音声チックといいます。1年以上持続しないものを暫定的チック
症、1年以上続くものを持続性（慢性）運動または音声チック症といいます。チックのうち、
重症で多発性の運動チックと音声チックを伴うものをトゥレット症といいます。

8） 元来の特徴以外の症状の併存
発達障害は生来性ですが、成長していく過程で環境とのさまざまな相互作用によって

その症状が修飾を受けます。発達障害の存在に周囲が気づかず、あるいは認めようとせ
ずに、本人の特性と相性の悪い育て方を続けると、社会集団に安定して所属することが
困難で孤立がちとなる場合が多くなります。うつ、不安、強迫など、本来の発達障害の特
性とは異なる精神症状が二次的に生じることもあります。

近年、就労困難、離転職の繰り返し、ひきこもりといった社会不適応から地域の精神保
健福祉センターや就労支援センターを訪れ、そこではじめて発達障害の可能性を指摘さ
れるケースが急増しています。全国の精神科医療機関や発達障害者支援センター等で
は、成人の未診断例の相談が増加しており、その多くは、職業における不適応が契機と
なって相談に至っています。

【参考文献】
American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, 5th ed. (DSM-5)(2013). American Psychiatric Association, Washington, 
D.C.（高橋三郎,大野裕監 訳:DSM-5　精神疾患の診断・統計マニュアル（2014）．医学書院,東京）
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（2）発達障害児の支援に関連する法制度

1） 障害者基本法
障害者の自立および社会参加を支援するための施策に関する基本事項を定めた法律

です。
この法律により、国および地方公共団体の責務が定められました。国や地方自治体は

それぞれ障害者基本計画の策定が義務付けられ、さらに障害者に対する医療・福祉サー
ビスの提供が義務付けられています。

2） 児童福祉法
保育、母子保護、児童虐待防止対策など、児童福祉を保障するためにすべての児童が

もつべき権利や支援が定められた法律です。
2012年から障害児を対象とした福祉サービスは児童福祉法に一本化されています。
この法律で定められている児童福祉施設は、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、

保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童
発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターで
す。

発達障害児に関連する福祉サービスには、障害児通所支援、障害児入所支援、障害児
相談支援があります。
①障害児通所支援

児童発達支援は、就学前の障害児に対して日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

放課後等デイサービスは学童期の障害児を対象として、放課後や夏休みに生活能力
向上のための訓練等を提供するとともに、放課後の居場所づくりを推進します。

保育所等訪問支援は、保育所や幼稚園、認定こども園、学校、放課後児童クラブなど
集団生活を営む施設を訪問し、専門的な支援を行います。

②障害児入所支援
障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な療育等を行

います。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて医療を行う「医療型」
があります。
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③障害児相談支援
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合

に、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。通所支援の利用までを支援
する障害児支援利用援助と、利用を開始した障害児通所支援について定期的に見直し
を行う継続障害児支援利用援助とがあります。

3） 障害者総合福祉法
障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援するために制定された、障害者に対する

支援で最も中心的な法律です。
この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行

動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓
練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をい
います。このうち居宅介護、同公園後、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所支援
は障害児も利用可能です。

障害者総合支援法が定める障害者への福祉サービスは、自立支援給付と、地域生活支
援事業に大きく分けられます。
①自立支援給付

介護給付、訓練等給付、自立支援医療があります。
訓練等給付は、自立支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活

援助、共同生活援助を受けた場合に支給されます。
自立支援医療は、障害者による医療費の自己負担額を軽減することを目的としてお

り、育成医療、厚生医療、精神通院医療があります。
②地域生活支援事業

地域の特性や利用者のニーズに応じて地域生活を支援するために市町村が行う事
業です。このうち相談支援事業は障害者やご家族からの相談に応じて、各種サービス
の利用や権利擁護などについての支援を行います。地域活動支援センターは通所によ
る創作活動や交流の場を提供します。巡回支援専門員整備事業では、発達障害等に関
する知識を有する専門員が、保育所や放課後児童クラブ等の子どもやその親が集まる
施設・場への巡回等支援を実施し、施設等の支援を担当する職員や障害児の保護者に
対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行います。
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4） 発達障害者支援法
発達障害児者の早期発見と支援を目的として定められた法律です。発達障害児者に対

するライフステージを通じた切れ目のない支援、家族なども含めたきめ細かな支援、地域
の身近な場所で受けられる支援が行われるよう、国および地方公共団体は、医療保険、
福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の有機的連携のもと
に必要な相談体制の整備を行うものと定められています。

また、都道府県および政令指定都市に発達障害者支援センターを設置すること、発達
障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者支援地域協議会を置くことができる
としています。

5） 特別支援教育に関する法律
教育基本法のなかで、国および地方公共団体は、障害のある者が障害の状態に応じ、

十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならないと定められて
います。

また、学校教育法の中で「特別支援教育」が位置づけられ、特別支援学校、特別支援学
級、通級指導教室などの役割が定められるとともに、発達障害の子どもなどが在籍する
通常の学級を含むすべての学校・学級において特別支援教育を実施することが明記され
ています。
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（3）発達障害児が利用できる社会資源など

1） 発達障害者支援地域協議会
発達障害児者の支援体制の整備を図るために、都道府県・政令指定都市が設置する

協議会です。発達障害者およびその家族、学識経験者並びに医療、保健、福祉、教育、労
働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体に従事する者で構成されます。関係者
等が相互の連絡を図ることにより、地域における発達障害者の支援体制に関する課題に
ついて情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地区の実情に応じて体
制の整備について協議を行います。

2） 発達障害者支援センター
都道府県・政令指定都市に設置され、発達障害児者、家族に対して関係機関と連携し

ながら相談、発達、就労に関して支援を行います。また、関係機関、民間団体等への発達
障害の研修、普及啓発を担います。

3） 発達障害者地域支援マネージャー
都道府県および政令指定都市の発達障害者支援センター等に配置し、障害福祉サー

ビス事業所等が抱える困難ケース等に対する訪問支援（相談支援・技術支援）およびそ
の他必要な支援や助言等を行うとともに、地域において発達障害児者の特性に沿った対
応ができるよう関係機関等との連携を図り、地域における総合的な支援体制整備への必
要な相談、助言等を行います。

4） 精神保健福祉センター
都道府県・政令指定都市に設置され、総合的に心の健康に関する相談、支援、啓発を

行う機関です。発達障害支援センターを併設することがあります。

5） 市区町村
市区町村は、障害者総合支援法に定められた地域生活支援事業を行います。地域の特

性や利用者のニーズに応じて、相談支援事業、地域活動支援センターなどのサービスを
提供します。

また、市区町村は乳幼児や就学児に対して健康診断を行い、発達障害の早期発見に努
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めます。また、発達障害児の保護者に対して相談機関・医療機関への紹介やその他の助
言を行います。

障害児者の福祉を担当する部署を設置し、関係部署との連携体制の構築や、早期発
見・早期支援の推進、人材確保、人材養成　専門的な機関との連携を行います。障害者
福祉担当部署では、障害者総合支援法に基づいた障害者手帳、各種手当、障害に関する
総合的な相談に対応します。保健センターでは母子保健、子育てに関する相談に対応し
ます。教育委員会では学校生活に関する相談に対応します。

6） 児童発達支援事業所・児童発達支援センター
児童発達支援事業所は、地域において就学前の障害児とその家族に対して通所によ

る児童発達支援のサービスを提供します。児童発達支援センターは、地域における障害
児の専門施設として中核的な役割を担い、施設への通所支援のほか、地域で暮らす障害
のある子どもや家族への支援、障害のある子どもを預かる機関との連携・相談・支援を
行います。

7） 放課後等デイサービス
就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な

訓練、社会との交流の促進などを行います。

8） 障害児入所施設
障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な療育等を行い

ます。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて医療を行う「医療型」があ
ります。

9） 障害児相談支援事業所
障害児相談支援を行う事業所です。

10） 地域活動支援センター
市区町村が行う地域生活支援事業として、通所による創作活動や交流の場を提供します。
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11） 医療機関
発達障害の診断、心理検査、医学的検査などを行い、医学的助言や必要に応じて薬物

治療などを行います。

12） 障害児の家族への支援
都道府県や市区町村によっては、ペアレントメンター養成等事業、ペアレントプログラ

ム、ペアレントトレーニング等を実施しています。
また、各地域で親の会などが組織されています。
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（4）提言�:�発達障害児とその家族に対する�
地域特性に応じた継続的な支援のあり方

本提言は、厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業（身体・知的等障害分野））「発
達障障害児とその家族に対する地域特性に応じた継続的な支援の実態と評価」（平成25年度
~27年度）によって得られた研究結果をもとに作成されたものである。

障害児に対する地域支援施策は、昭和30年から40年代における精神薄弱児または肢体不自
由児通園施設の設置から本格的に始まり、これら専門施設への通所型の療育が長い間中心を占め
ていた。昭和50年代以降は厚生省の「心身障害児総合通園センター」構想のもと、複数の通園機
能を持ち、相談・指導・診断・検査・判定等を行うことができる拠点施設（「地域療育センター」等）の
整備が大規模都市を中心に進められた。このような行政主導の拠点施設型の支援システムは、人
口や財政規模の大きな自治体でモデル的に進められたものの、多くの小規模自治体には実行が困
難であった。また、人口20万人~50万人程度の規模の自治体では、拠点施設の有無をはじめとし
た地域支援システムの作り方に相当の違いが生じた。

平成に入り、このように障害児の地域支援システムに地域較差が生じていた頃から、知的障害を
伴わない発達障害の診断例が、特に拠点施設のある大都市部を中心に徐々に増加した。平成10
年頃からは、全国的にその支援ニーズが爆発的に増加してきた。拠点施設のある都市部では、医療
への受診・診断を起点として子どもを施設へ通所させて療育するという従来の知的障害児を念頭
に置いたやり方では膨大な支援ニーズに対応できなくなった。一方、拠点施設のない多くの自治体
では、診断・評価の場をはじめとした専門的なサービスが著しく不足するとともに、幼稚園・保育園
を中心とした一般の子育ての場に発達障害の子どもの支援を担うことの期待が寄せられ、専門性
と人材の確保が深刻な課題となった。

このように、知的障害児を想定して施設通所型の療育を中心として組まれてきた従来の支援体
制の限界が明らかとなった現在、各地域の実情に応じた支援システムの基盤をなすシステムモデ
ル作りが求められている。ここで重要になってくるのが、「地域特性に応じた支援」という視点であ
る。人口規模・動態、自治体の経済状態、住民の社会経済階層など、各地域の実情はきわめて多様
であり、すでに構築されてきた障害児の地域支援体制も地域較差が大きい。単一のモデルのみで
は、各地域の実情に即した体制作りは困難である。各自治体が自らの地域特性をよく把握し、実態
に即した支援システムの構築を目指す時代に入ってきているといえる。

本研究班では、地域特性に応じた発達障害児とその家族の支援体制づくりを促進するため、人
口規模によって自治体を「政令指定都市」、「中核市・特例市・特別区」、「小規模市」、「小規模町村」
の4つのグループに分け、地域の特性を分析し、発達障害支援の現状を調査・比較することで、自
治体規模に応じた支援システムのあり方について検討を行った。平成25年度から27年度にかけ
ての3年間の研究で得られた成果に基づき、4グループそれぞれでまとめと行政への提言を行っ
た。本篇は、それらの提言を要約したものである。

この提言は、国立障害者リハビリテーションセンター発達障害情報・支援センターのウェブサイトで公開され
ているものを転載しています。（http://www.rehab.go.jp/ddis/world/japan/neighbor/）
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Ⅰ　政令指定都市
 

1.地域特性
政令指定都市は地方自治法に定められた大都市制度のひとつであり、現在の指定基準は人口

50万人以上である。政令指定都市20市の合計人口は日本の全人口の21.6%を占めている（平
成27年4月現在）。保健・福祉、教育、都市計画・土木などにおいて県からの事務委譲があり、財
源の移譲による主体的な財政運営が可能となっている。そのため政令指定都市の多くは他の自治
体と比較して歳入決算額が大きく、財政力指数が高い。こうした行政権能の優位性が、児童や障害
者などの福祉に使える人口1人当たりの決算額に有利な影響を与えている。

2.発達障害の早期支援体制の現状と課題
（1）直接支援機能

人口規模が大きい政令指定都市の中で、発達障害の支援を先進的に行っている地域では、拠点
となる地域療育センターが複数ある。それぞれの拠点施設が担当する地域が設定され、かつそれ
らの複数拠点の中核となる施設が置かれる。拠点施設から早期発見の場である各地域の保健セン
ターや保育所・幼稚園への支援や連携が進められてきている。横浜市、広島市、福岡市のように早
期から拠点施設が設置された地域では、新たに支援対象としてとらえられるようになった発達障害
児についても早期発見や支援体制の充実に取り組んできており、今や出生人口の約1割が地域療
育の拠点施設を受診している。

新規受診児の大幅な増加や多様化は、拠点施設において受診までの待機期間の長期化や集団
療育の場の不足といった課題を生じさせている。通園療育枠の拡大や児童発達支援事業所によっ
て療育の場の提供が進められているが、すべての対象児に拠点での療育を供給するのは難しく
なっている。

通園療育については、市によって単独通園や、保育所や幼稚園との並行通園を設定している。保
育所や幼稚園に対しては、拠点施設からの訪問支援や巡回相談、障害児保育制度による支援が行
われており、拠点施設が関わる研修も実施されている。

学齢期以降の発達障害児への支援ニーズの高まりに対応して、拠点施設は学校と積極的な連携
体制をとる必要がある。診療体制の整備も各地で行われているが、受診待機期間の長期化が常態
となっているところが多く、学齢児への支援体制の整備は新たな課題となっている。拠点施設は、
地域の医療機関、相談支援事業所、放課後等デイサービス事業所、特別支援教育における巡回相
談や特別支援学校のセンター的機能等との連携を通して学齢児支援を展開する形が求められる。
学齢期の発達障害児の診断、評価あるいは治療的な対応を行う医療機関不足は、多くの地域で共
通した問題である。

（2）間接支援機能
拠点施設では、保健センターや保育所・幼稚園へのアウトリーチがなされ、保育所や幼稚園の職

員や保健センターの保健師等に対しての発達障害児支援についての研修が行われていることが多
い。カウンセリング技能の研修を受けたペアレントメンターの育成も進められている。
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3.提言
（1）地域支援システムと地域拠点の関係

人口規模が非常に大きく、市をいくつかの行政区に分けて保健・福祉行政が運営されている政
令指定都市では、地域支援システムは単一ではなく複数が置かれ、それらが独立して機能しつつ、
かつそれらを束ねる上位機能を担う中核センターの存在が必要になる。支援ニーズに合わせた段
階的な支援体制や早期療育から地域支援への移行体制、地域の所属集団へのアウトリーチ支援
等、多様化している子どもの状態像にあわせた支援プログラムの柔軟な運営が求められる。

拠点施設内の体制としては、児への直接的な支援の場をより専門的、治療的な場として提供する
とともに、拠点内の複数部署にまたがるチームの結成による関連施設への支援や保護者支援といっ
た地域支援プログラムの開発が必要となる。利用者が拠点に足を運んで初めて支援が成り立つと
いう拠点中心の発想だけでなく、保育所・幼稚園を含む関連組織への支援活動も重視しなければな
らない。これは、とりわけ早くから建設されている大都市型の拠点施設に共通のテーマである。

（2）学校教育との連携
早期支援の拠点施設が整備されている自治体では学齢児への支援体制の整備が新たな課題と

なっている。拠点施設は、地域における医療機関や相談支援事業所、放課後等デイサービス事業
所、特別支援教育における巡回相談や特別支援学校のセンター的機能等との機能的な連携を通し
て学齢児への支援を展開する形が求められる。

学齢期の発達障害児の評価や診断あるいは治療的な対応を行う医療機関の確保のためには、
大学医学部や地域診療所の連携機能のある医師会、それらをつなぐ行政機関との連携や調整に基
づき、救急医療における体制と同様の一次~三次の医療体制といった階層化が求められている。
拠点施設は乳幼児期から学齢期にかけての一次~二次医療の役割があるととらえることができる
が、それ以外にも地域で幅広く発達障害児診療が担える一次、二次医療機関の充実と医師の研修
体制が望まれる。

（3）地域拠点における人材の供給と育成
保健センターや児童相談所、相談支援事業所、介護サービス事業所、医療機関等の幅広い機関

との連携や、要保護児童対策地域協議会や地域自立支援協議会への参加等を通して、家族支援を
コーディネートする役割が拠点施設の相談支援機能に求められる。相談支援を行うことができる人
材は、拠点施設の中だけでなく地域においても育成する必要がある。そこにも拠点からの支援が
求められる。

また近年では保護者同士のピア・カウンセリングも重要視されており、カウンセリング技能の研
修を受けたペアレントメンターの育成を進めていくことも求められる。

地域における発達障害の医療については、診療を担う医療機関の整備とともに医師確保や専門
医育成の体制を、大学病院を含めた複数の機関の協力に基づく包括的な体制として進めていく必
要がある。特定地域に偏在しがちの発達障害診療の専門医（小児科、児童精神科）を幅広く育成す
る体制が求められる。
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Ⅱ�中核市及び特例市
 

1.地域特性
中核市は政令指定都市に次いで有力な基礎自治体であり、特例市は人口と出生児数は中核市の

おおよそ半分である。中核市は45市（全基礎自治体の2.6%）、特例市は39市（2.2%）あり（2015
年4月現在）、人口では合わせて2800万人を超える。我が国の全人口の5分の1を占め、多くの支
援を要する子どもが存在するため、自前で充実した支援体制の整備が求められる地域である。

なお、特例市は2014年度末をもって廃止となり2020年4月1日までに中核市か一般市のい
ずれかに移行することが求められている。

2.発達障害の早期支援体制の現状と課題
（1）直接支援機能

中核市及び特例市ともに、発達障害の発見は主として1歳6か月児健診と3歳児健診で行われ
ており、受診率も90%を超えている。多くは一次健診のあと二次健診（事後指導事業）を実施して
いる。すべて集団健診方式で行われている。保育園、幼稚園、小中学校、医療機関と同時に、保護
者からの相談も発見の機会として重要な役割を果たしている。中核市の一部は、5歳児健診・相談
を行っているが、いずれも試行的・部分的である。

中核市では約半数が自治体単独事業で親子通園事業を実施している。主として幼児期前半の幼
児が対象であり、実施回数は週1~2回である。特例市もほとんどの市で親子通園事業が行われて
いるが、事業内容については不明な点もある。

中核市では全市に児童発達支援センター（福祉型、医療型）がある。また、多くの児童発達支援事
業所も認められる。非県庁所在市の大多数は市立のセンターを設置している一方で、県庁所在市
では市立のセンターは少なく、専門療育機能を県や民間事業所に依存していることが多い。市立の
医療型センターを設置している市もあるが、いずれも発達障害を含めた地域の専門医療機関の役
割は担っていない。

特例市は児童発達支援センターを有する市が多く、約半数は市が設置しているが、センターがな
い市もある。

中核市の約3割は市立の専門医療機関を設置しているが、他は県立の旧肢体不自由児施設、大
学病院等に依存している（ことに、その傾向は県庁所在市で顕著である）。特例市では、市立の専門
医療機関はなく、様々な医療機関を利用している。

中核市では保育所（市立・民立）及び市立幼稚園での統合保育は実施されており、加配保育士等
もごく一部の市を除いて配置されている。特例市では保育所及び幼稚園とも公立と民立（私立）の
別なく受け入れ、加配保育士等も配置している。

中核市及び特例市ともに各種の特別支援学級が多く設置され通級指導も積極的に行われてい
る。中核市の約3割は市立の特別支援学校を設置しており、特例市の7割以上が県立特別支援学
校を設置している。

（2）間接支援機能
中核市では保育所・幼稚園等への専門的支援や研修をほとんどの市が実施している。しかし、公
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立保育所のみ実施、保育所は保育課が、幼稚園は学校教育課がそれぞれ別々に実施、私立幼稚園
は除外、散発的な実施、多くの専門機関に無計画に依頼等さまざまな問題がある。

特例市でも全市で保育所等への支援や研修は行われているが、外部の専門家によるものは3分
の1程度に留まっている。

中核市で発達支援に関わる独立した連携組織を設置している市はほとんどない。自立支援協議
会の下部組織等もあるが、内容は不明であり、特別支援連携協議会の設置も4分の1程度に留ま
る。特例市でも自立支援協議会の下部組織等は若干確認されるが、詳細は不明である。

3.提言
（1）発達支援システムの原則

中核市や特例市のような規模が大きく多種多様な組織・団体等が関与する自治体で発達支援の
体制整備を行う場合には、その原則が明確化され共有されることが重要である。4つの原則を指摘
しておきたい。

第1は、発達支援システムは発達障害を含め支援が必要な全ての子どもの発達と保護者の子育
てを支援するものであること。

第2は、あらゆる支援ニーズを包含して総合的であり、それがライフステージに沿って一貫性と
継続性を持って提供されるものであること。

第3は多くの機関・団体・事業所が関わるシステムはお互いが得意な領域に特化しそれ以外は
他の機関等に委ね、相互補完的に連携し主人公である子どもとその家族を支えるものであること。

第4は公民の役割分担の明確化とそれに基づく基幹機能の適正配置、行政が責任をもってシス
テムを運営すること。

（2）中核市における支援システム
中核市は自治体の規模、行政権限、支援を必要とする発達障害の子どもの人数を考えると、基幹

機能（直接及び間接）のすべてを、広域自治体等の外部機関に頼ることなく、自前で整備したい。
1つは、発見-敷居の低い子育て支援機能-専門療育-専門医療（診断と医学的ハビリテーショ

ン）-統合保育-学校教育、相談の7機能からなる直接支援機能の整備である。
もう1つは、連携、システム運営、研修・人材育成、研究、行政への提言等からなる間接支援機能

の整備である。
これら基幹機能のうち、最も整備が困難な機能は専門医療機能であろう。もしも困難であれば、

最低でも市立の児童発達支援センターに複数の心理士、言語聴覚士、作業療法士等を常勤で配置
し、充実した地域支援が展開できる高い専門性を確保したい。

（3）特例市における支援システム
2020年度4月以降、中核市に移行する特例市には中核市のモデルを提案したい。
一般市（正確には人口20万人程度の中規模一般市）に移行する特例市も、基本的には中核市と

同様のシステムが望ましい。しかしながら、中核市移行を躊躇する理由の1つに保健所の専門職
員の確保の困難性が挙げられるように、専門医療機能を自前で整備することは困難であろう。従っ
て、専門医療機能を除いた他の基幹機能については中核市と同様の基本方針で整備するのが妥当
といえる。
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Ⅲ�小規模市

 1.地域特性
少子高齢化の進行が深刻であり、財政が厳しい。一方、大都市と比較して市職員、なかでも保健

師の数が充実している地域が多い。都市部のように民間企業による子育て支援サービスが導入
されにくい反面、乳幼児期の母子保健を中心とした保健師の活動を核に据えた子育て支援が重要
な位置を占める。生活に密着した身近な支援者を得やすいという強みがある反面、専門性の高い
サービスが得られにくいという弱みがあるのが、小規模市の特徴である。

2.発達障害の早期支援体制の現状と課題
（1）直接支援機能

小規模な児童発達支援事業所が地域の療育の中核を担っており、発達障害児の多くは保育所や
幼稚園との並行通園を行っている。大都市における療育センターのような診療機能を有する療育
施設は言うまでもなく、児童発達支援センターをもつことも困難であることが多い。

直接支援の担当者は主に保育士であることが多く、作業療法士や言語聴覚士などが配置されて
いないこともしばしばあるため、専門的な知識や技術の担保が課題となっている。

発達障害診療を行う医療機関は少なく、県あるいは圏域にある医療機関が活用されている。多
くの場合、診療開始は、療育の開始後となる。発達障害を診療する医療機関へのアクセスが困難な
地域では、外部の児童精神科医のチームによる訪問型の支援が行われているが、スタッフの供給
が困難である。

多くの市で、保健師や心理職が相談、調整、療育へのつなぎに大きな役割を果たしている。心理
職の関与によって専門性が担保されるとともに、療育の必要性や妥当性について適切なアセスメン
トを行うことが可能となる。

一般の保育園、幼稚園は、発達障害等のある児童を受け入れ、生活に密着した支援を行ってい
る。保育士の増員などの対応が行われているものの、加配保育士を募集しても集まらないという課
題がある。また、園の中での支援の専門性・妥当性を担保できない。

それらを補完するシステムとして、多くの地域で専門スタッフによる定期的な巡回相談や多職種
による巡回相談が行われている。一方で、これらに携わるスタッフの継続的な確保が困難であると
いう課題もある。巡回がより円滑に機能するためには、巡回の調整の主体が自治体の中にあるこ
とが望ましい。

就学移行支援に関しては各市において様々な取り組みがなされており、小規模市の強みである
顔の見える連携が行われている地域もある。

学齢期の支援では、特別支援学校が設置されている市は少なく、特別支援学級と通級指導教室
が地域の特別支援教育の中核となっている。通級指導教室は1−2校に集約されていることが多
い。

（2）間接支援機能
人材育成のための取り組みとして、多くの市で研修会や事例検討会が行われているが、その多く

は市単独のものでなく県や大学などとの連携によるものである。
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市の行政に「発達支援室」のような中核的な組織が設置されている市では、そこが母子保健、保
育園・幼稚園、療育機関、教育機関との連携および情報交換や研修会の開催などに大きな役割を
果たしている。県が市町村向けガイドラインの配布を行い、研修会の開催を圏域の保健福祉事務
所を中心に行うなど、市町村の人材育成をサポートするシステムが県によって作られている地域も
ある。

3.提言
小規模市では、発達障害の子どもたちの主たる生活の場である保育園・幼稚園での支援の質の

向上が課題である。保育士の専門性や妥当性を担保するためにも、外部専門家による支援は必要
不可欠である。南相馬や多治見市で行われているような多職種連携による巡回相談や児童発達支
援事業所の職員による保育園・幼稚園への訪問支援は、よいモデルとなる。

児童精神科医は小規模市においてはきわめてリソースが少なく、市単独では供給が難しいため、
県あるいは圏域の施策のなかで進めていく必要がある。

つなぎの支援に関しては、健診の場や相談・調整の場には保健師のみならず心理職の配置が不
可欠である。就学以降支援に関しては、就学移行支援シートの活用などの定型的な情報のフォー
マットと小規模市の強みを生かした顔の見える支援を組み合わせることによって、ハイブリッドな支
援システムが可能である。

人材育成に関しては、市単独では困難であるため、県の発達障害施策の中で小規模市の支援者
を対象とした人材育成の場と機会を保障する仕組みを作る必要がある。

地域システムの観点からまとめると、各市には発達障害の支援に関する企画、調整、連携などに
特化した「発達支援室」のような中核機能を担う組織を設置することが望まれる。ここでは、福祉
職、保健師および心理職を配置することによって、つなぎの支援を促進するとともに、巡回支援、訪
問支援をスムーズに行うための調整と連携、保健師、保育士などへの研修、児童精神科医療とのつ
なぎなどを担う。

一方、小規模市単独では困難である専門性の高いサービスの確保および人材育成のためのカリ
キュラム確保は、県の後ろ盾なくしてはあり得ない。県あるいは圏域毎に構成する小規模市への支
援体制を県が作っていくことが求められる。
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Ⅳ�小規模町村

1.地域特性
人口3万人未満の小規模町村（島嶼部を含む）は我が国の基礎自治体の約50%を占めるが、少

子高齢化の進行が深刻であり、財政は厳しい。保健師等の支援者と親との距離が近く、早期から
支援が必要な子どもの把握力は優れ、追跡もなされているが、専門性の高いサービスは得られにく
い。また、支援者と親との距離が近いことで、介入が難しい面もある。

2.発達障害の早期支援体制の現状と課題
（1）直接支援機能

発達的に支援が必要な子どもの把握は幼児健診でよくなされている。しかし、事例の経験が乏し
く障害か否かの見極めが困難なこと、保健師と保護者の関係が近い（顔が見える関係）ため伝え方
に配慮が必要であることなどから、専門機関への紹介が遅れがちである。

半数以上の町村では、児童発達支援事業所等の通園療育施設が対象自治体あるいは通園が容
易な近隣自治体にあり、町が設置した児童発達支援事業所で支援システムのセンター的役割を果
たしているところもある。

発達障害の診断と医学的ハビリテーションを行なえる医療機関が自治体内又は近隣自治体にな
い町村が6割を超えている。 

統合保育（幼稚園教育含む）は全自治体で一通り実施され、大多数の自治体では加配保育士を配
置している。特別支援学級も全自治体で一通り整備されている。なかには、積極的に通級指導を
行っている自治体も認められる。

（2）間接支援機能
発達支援の中心的役割は保健師、保育士、教師が担っていることが多い。連携は個人的ネット

ワークによるものが多く、熱心な個人に依存する傾向がある。一方で、社会福祉協議会や教育委員
会が主導し優れたシステムと連携体制を構築している自治体も認められる。専門療育及び医療専
門機関等による保育園等への専門的支援（巡回相談や研修）等の人材育成機能は全体的に不十分
である。

（3）その他
島嶼部ではしばしば独自の支援体制を整備しているが、心理職等の専門職の確保と定着が困

難、専門研修が不十分、医療機関が遠く診断に至らない事例が多い等は共通した課題である。
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3.提言
発達支援に必要な基幹機能は全ての基礎自治体で確保する必要があるが、自前で全自治体が

全機能を整備する必要はない。全機能を自前で整備する必要があり可能なのは人口が多く財政力
あり人材も確保しやすい政令指定都市や中核市等に限定される。

小規模な自治体、ことに人口3万人未満の小規模町村ではすでに全自治体で整備されている発
見、統合保育、学校教育機能に加え、下記のようないくつかの直接・間接機能を自前又は外部の社
会資源を活用した形で確保すれば、小規模町村に適した効果的な発達支援体制が整備できると考
える。

具体的には、①専門療育機能の整備（ことに人口1万人以上は児童発達支援事業所が必置。可
能なら人口5千人以上は設置、それ未満は統合保育や圏域を活用するのも現実的、スタッフは保育
士等の集団療育職員に加え、非常勤の心理士、言語聴覚士、作業療法士）、②研修体制の整備、③
組織的連携体制の整備（自立支援協議会発達支援部会等）と調整担当機関の設置）が望まれる。

小規模町村の課題は専門性と専門家の確保である。発達障害者支援センター等の専門機能を
活用して、一層の「アウトリーチ型」自治体支援の強化、ICTを活用した支援事業の創設が望まれ
る。

厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業（身体・知的等障害分野））
「発達障害児とその家族に対する地域特性に応じた継続的な支援の実施と評価」

（平成25年度~27年度;研究代表者　本田秀夫）
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Ⅲ.Q-SACCSの記入用シート
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記入用シートはホームページからダウンロード可能です。

Q-SACCSを使った「地域診断」マニュアル　ホームページ

HPアドレス ▶ https://q-saccs.hp.peraichi.com/

ここからダウンロードしてください。

解説動画の視聴や本冊子PDF版の閲覧も可能です。
※掲載画面は公開前のもので、実際の公開画面と異なります。
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を
外
部
に
委
託
□
、
を
記
入
下
さ
い
。

■
Q

-S
A

C
C

S
（

青
：
事
業

化
で

き
て
い
る
、
赤

：明
確
化

が
課

題
、
緑
：機

能
強

化
が

課
題

）
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〈
市
町
村
名

〉
〈
人
口
：

人
〉

0～
3歳

継
時
的

イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス

（
引
き
継
ぎ
）

5W
1H

4～
6歳

継
時
的

イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス

（
引
き
継
ぎ
）

5W
1H

7～
15
歳

継
時
的

イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス

（
引
き
継
ぎ
）

5W
1H

16
～

18
歳

継
時
的

イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス

（
引
き
継
ぎ
）

5W
1H

19
～

35
歳

継
時
的

イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス

（
引
き
継
ぎ
）

5W
1H

36
歳
～

レ
ベ
ル
Ⅰ

（
毎
日
）

日
常
生
活

水
準

共
時
的

イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス

（
情
報
共
有
、

紹
介
等
）

5W
1H

レ
ベ
ル
Ⅱ

（
定
期
的
）

専
門
療
育
的

支
援

共
時
的

イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス

（
情
報
共
有
、

紹
介
等
）

5W
1H

レ
ベ
ル
Ⅲ

医
療
的
支
援

●
●
病
院

＜
内
・
外
＞

・
継
続
・

●
●
病
院

＜
内
・
外
＞

・
継
続
・

●
●
病
院

＜
内
・
外
＞

・
継
続
・

●
●
病
院

＜
内
・
外
＞

・
継
続
・

●
●
病
院

＜
内
・
外
＞

・
継
続
・

●
●
病
院

＜
内
・
外
＞

＊
事

業
の

全
て
を
自

治
体
職

員
で
実

施
〇
、
一

部
の
機

能
を
外

部
に
委

託
△

、
全
て
を
外
部

に
委

託
□
、
を
記
入

下
さ
い

。

■
Q

-S
A

C
C

S
（

青
：
事
業

化
で

き
て
い
る
、
赤

：明
確
化

が
課

題
、
緑
：機

能
強

化
が

課
題

）
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２
）
自
治
体
の
発
達
支
援
シ
ス
テ
ム
の
強
み
と
課
題
を
整
理
す
る
た
め
に
色
分
け
し
ま
す

青
：
事
業
化
で
き
て
い
る

：
質
を
担
保
し
つ
つ
、
均
て
ん
化
さ
れ
て
い
る
＝
強
み

赤
：
明
確
化
が
課
題

：
手
続
き
が
不
明
確
（
個
人
に
依
存
し
て
い
る
）

緑
：
機
能
強
化
が
課
題

：
質
の
向
上
・
マ
ン
パ
ワ
ー
の
補
足

１
）
白
い
枠
・
黄
色
い
枠
に
記
入
し
た
取
り
組
み
・
事
業
・機

関
の
位
置
づ
け
を

整
理
す
る
た
め
に
記
号
を
記
入
し
ま
す

〇
：

事
業
の
全
て
を
自
治
体
職
員
で
実
施

（
公
設
公
営
）

△
：

一
部
の
機
能
を
外
部
に
委
託
し
て
実
施

（
公
設
民
営
）

□
：

全
て
を
外
部
に
委
託
し
て
実
施

（
民
営
）

Q
-S

A
C

C
S
に
よ
る
支
援
体
制
の
点
検
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令和４年５月２６日 
厚生労働大臣  殿                                      

  
                                                                                              
                   
                              機関名 国立大学法人信州大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 中村 宗一郎 （公印省略） 
 

   次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                                

２．研究課題名  地域特性に応じた発達障害児の多領域連携における支援体制整備に向けた研究        

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学部・教授（特定雇用）                       

    （氏名・フリガナ）本田 秀夫・ホンダ ヒデオ                       

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和４年 ４月 ３０日 
厚生労働大臣                                          

                                 国立研究開発法人 
                              機関名 国立成育医療研究センター 

 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名  五十嵐 隆         
 

   次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名   障害者政策総合研究事業                               

２．研究課題名   地域特性に応じた発達障害児の多領域連携における支援体制整備に向けた研究       

３．研究者名  （所属部署・職名）  こころの診療部・臨床研究員                  

    （氏名・フリガナ）  小倉 加恵子・オグラ カエコ                    

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



                                 令和４年４月３０日 
                                            

 
厚生労働大臣  殿 

                              機関名 山梨英和大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名   朴 憲郁       
 

   次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                                

２．研究課題名  地域特性に応じた発達障害児の多領域連携における支援体制整備に向けた研究        

３．研究者名  （所属部署・職名） 山梨英和大学 教授                          

    （氏名・フリガナ） 小林 真理子 （コバヤシ マリコ）                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □  ■    □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 ■（無の場合は委託先機関：信州大学     ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



 
令和3年 4月 23日 

厚生労働大臣殿 
                                         
                              機関名 国立のぞみの園 

 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名 深代 敬久        
 

   次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                            

２．研究課題名  地域特性に応じた発達障害児の多領域連携における支援体制整備に向けた研究          

３．研究者名  （所属部署・職名） 総務企画局研究部・部長                        

    （氏名・フリガナ） 日詰 正文                               

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）  ■   □ ■ 
国立のぞみの園 

（令和 3年 4 月 22 日） 
□ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。         

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


